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明 治 ３ ２ 年 ８ 月 ７ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ２ ９ 号  

区 役 所 処 務 規 程 制 定 （ ８ 月 １ ５ 日 よ り 施 行 ）  
 
   東 京 市 区 役 所 処 務 規 程  
    第 一 章  
第 一 条  区 役 所 ニ 庶 務 戸 籍 兵 事 衛 生 税 務 出 納 ノ 六 掛 ヲ 置 キ

掛 長 及 掛 員 若 干 名 ヲ シ テ 各 其 事 務 ヲ 掌 理 セ シ ム 但 事 務 ノ

種 類 ニ 依 リ 区 長 ニ 於 テ 特 ニ 委 員 又 ハ 主 務 ヲ 定 メ テ 之 ヲ 掌

理 セ シ ム ル コ ト ヲ 得  
第 二 条  各 掛 ニ 於 テ 掌 理 ス ヘ キ 事 務 ノ 項 目 左 ノ 如 シ  
 庶 務 掛  
  一  議 員 其 他 選 挙 ニ 関 ス ル 事  
  一  区 会 其 他 ノ 会 議 ニ 関 ス ル 事  
  一  区 費 ノ 予 算 区 有 財 産 学 校 基 本 財 産 及 営 造 物 ニ 関 ス

ル 事  
  一  学 校 幼 稚 園 及 其 職 員 ニ 関 ス ル 事  
  一  学 齢 児 童 ノ 就 学 及 学 事 奨 励 ニ 関 ス ル 事  
  一  学 務 委 員 及 学 校 医 ニ 関 ス ル 事  
  一  学 事 ニ 属 ス ル 諸 願 届 ニ 関 ス ル 事  
  一  褒 賞 ニ 関 ス ル 事  
  一  海 外 旅 券 願 ニ 関 ス ル 事  
  一  移 住 民 ニ 関 ス ル 事  
  一  公 園 ニ 関 ス ル 事  
  一  社 寺 ニ 関 ス ル 事  
  一  農 工 商 業 ニ 関 ス ル 事  
  一  会 社 組 合 取 引 所 等 ニ 関 ス ル 事  
  一  度 量 衡 ニ 関 ス ル 事  
  一  統 計 ニ 関 ス ル 事  
  一  行 旅 病 者 行 旅 死 亡 人 変 死 人 及 遺 児 棄 児 迷 児 ニ 関 ス

ル 事  
  一  土 木 事 業 ニ 関 ス ル 事  
  一  道 路 橋 梁 ノ 掃 除 及 撒 水 除 雪 ニ 関 ス ル 事  
  一  済 民 恤 救 ニ 関 ス ル 事  
  一  災 害 ニ 関 ス ル 事  
  一  浦 役 場 ノ 事 務 及 漂 流 物 ニ 関 ス ル 事  



  一  区 長 印 及 所 印 管 守 ニ 関 ス ル 事  
  一  区 吏 員 ノ 進 退 及 宿 直 ニ 関 ス ル 事  
  一  文 書 ノ 収 受 及 編 纂 保 存 ニ 関 ス ル 事  
  一  諸 証 明 ニ 関 ス ル 事  
  一  他 掛 ノ 主 管 ニ 属 セ サ ル 事 件 ニ 関 ス ル 事  
 戸 籍 掛  
  一  戸 籍 ニ 関 ス ル 事  
  一  身 分 ニ 関 ス ル 事  
  一  寄 留 者 ニ 関 ス ル 事  
  一  統 計 小 票 及 戸 口 調 査 ニ 関 ス ル 事  
  一  文 官 恩 給 及 扶 助 ニ 関 ス ル 事  
  一  埋 葬 認 可 証 ニ 関 ス ル 事  
  一  印 鑑 届 ニ 関 ス ル 事  
  一  戸 籍 吏 職 印 及 役 場 印 管 守 ニ 関 ス ル 事  
  一  諸 証 明 ニ 関 ス ル 事  
 兵 事 課  
  一  徴 兵 及 志 願 兵 ニ 関 ス ル 事  
  一  陸 海 軍 諸 召 集 ニ 関 ス ル 事  
  一  陸 海 軍 諸 生 徒 ニ 関 ス ル 事  
  一  徴 発 ニ 関 ス ル 事  
  一  在 郷 兵 及 国 民 兵 ニ 関 ス ル 事  
  一  軍 人 軍 属 恩 給 扶 助 及 賞 勲 其 他 身 分 ニ 関 ス ル 事  
 衛 生 掛  
  一  伝 染 病 地 方 病 獣 畜 伝 染 病 及 種 痘 ニ 関 ス ル 事  
  一  清 潔 方 法 及 予 防 消 毒 方 法 ニ 関 ス ル 事  
  一  市 医 及 病 院 産 院 ニ 関 ス ル 事  
  一  売 薬 及 売 薬 部 外 品 ニ 関 ス ル 事  
  一  医 師 薬 剤 師 産 婆 薬 種 商 及 針 灸 治 等 ニ 関 ス ル 事  
  一  墓 地 火 葬 場 ニ 関 ス ル 事  
  一  溝 渠 井 戸 及 便 所 等 掃 除 浚 渫 ニ 関 ス ル 事  
  一  解 剖 及 胎 児 保 存 願 ニ 関 ス ル 事  
  一  窮 民 救 療 ニ 関 ス ル 事  
 税 務 掛  
  一  諸 税 金 等 ノ 賦 課 ニ 関 ス ル 事  
  一  土 地 建 物 及 船 車 ニ 関 ス ル 事  
  一  共 葬 墓 地 使 用 ニ 関 ス ル 事  



  一  諸 営 業 ノ 願 届 ニ 関 ス ル 事  
  一  諸 税 ノ 滞 納 処 分 ニ 関 ス ル 事  
  一  徴 発 令 ニ 依 ル 費 用 弁 償 ニ 関 ス ル 事  
  一  諸 証 明 ニ 関 ス ル 事  
 出 納 掛  
  一  諸 税 金 等 ノ 収 入 及 所 費 区 費 ノ 出 納 決 算 ニ 関 ス ル 事  
  一  陸 海 軍 人 召 集 諸 費 出 納 ニ 関 ス ル 事  
  一  諸 物 品 ノ 購 入 出 納 及 保 管 ニ 関 ス ル 事  
  一  諸 貸 下 金 ニ 関 ス ル 事  
  一  公 金 取 扱 所 預 金 ニ 関 ス ル 事  
  一  区 長 収 支 ノ 印 管 守 ニ 関 ス ル 事  
  一  所 内 営 繕 ニ 関 ス ル 事  
  一  所 中 取 締 及 使 丁 ノ 進 退 ニ 関 ス ル 事  
第 三 条  掛 長 掛 員 及 事 務 ノ 分 担 ハ 区 長 之 ヲ 命 ス  
第 四 条  掛 長 ハ 担 当 事 務 ノ 責 ニ 任 ス  
第 五 条  掛 員 ハ 常 ニ 担 当 ノ 事 務 ニ 従 事 ス ト 雖 モ 場 合 ニ ヨ リ

区 長 又 ハ 掛 長 ノ 指 揮 ア ル ト キ ハ 臨 時 担 当 外 ノ 事 務 ヲ 補 助

ス ヘ シ  
第 六 条  掛 長 事 故 ア ル ト キ ハ 次 席 掛 員 其 事 務 ヲ 代 理 ス  
    第 二 章  文 書 収 受  
第 七 条  区 役 所 ニ 到 達 ノ 文 書 ハ 総 テ 庶 務 掛 長 ニ 於 テ 収 受 シ

左 ノ 各 号 ニ 依 テ 取 扱 フ ヘ シ 但 戸 籍 役 場 ニ 関 ス ル モ ノ ハ 此

限 ニ ア ラ ス  
  一  文 書 ハ 直 ニ 開 封 シ 其 発 議 ニ 対 ス ル 回 答 照 会 等 ノ モ

ノ ハ 発 議 文 書 簿 ニ 其 他 ハ 文 書 収 受 簿 ニ 登 録 シ 本 書

ニ 収 受 月 日 及 番 号 ヲ 記 シ 区 長 ノ 閲 覧 ヲ 経 テ 之 ヲ 主

務 掛 長 ニ 送 付 ス ヘ シ  
     但 本 人 又 ハ 使 者 持 参 ノ 願 届 書 ハ 直 ニ 主 務 掛 長 ニ

於 テ 収 受 シ 収 受 簿 ニ 登 録 シ テ 各 主 任 ニ 配 付 ス ヘ

シ  
  二  親 展 文 書 ハ 封 緘 ノ 儘 文 書 収 受 簿 ニ 登 録 シ 直 ニ 区 長

ニ 差 出 ス ヘ シ  
  三  現 金

金 券
添 付 ノ 文 書 ハ 収 受 簿 ニ 登 録 シ 現 金

金 券
ハ 直 ニ 出 納 掛

長 ニ 送 付 シ 来 書 紙 端 ニ 現 金 又 ハ 金 券 添 ノ 印 ヲ 捺 シ

本 条 第 一 号 ノ 手 続 ヲ 為 ス ヘ シ  
  四  電 信 ヲ 受 ケ タ ル ト キ ハ 他 ノ 文 書 ニ 先 タ チ 本 条 第 一



号 ノ 手 続 ヲ 為 シ 其 親 展 ニ 係 ル モ ノ ハ 直 ニ 区 長 ニ 差

出 ス ヘ シ  
  五  二 掛 以 上 ニ 交 渉 ノ 文 書 ハ 関 係 ノ 重 キ 掛 ニ 回 付 シ 其

掛 分 明 ナ ラ サ ル ト キ ハ 区 長 ノ 指 揮 ヲ 受 ク ヘ シ  
  六  訓 令 指 令 等 区 長 ノ 一 覧 ヲ 経 タ ル 後 之 ヲ 主 務 掛 長 ニ

回 付 シ 本 書 ハ 庶 務 掛 ニ 於 テ 之 ヲ 保 存 ス ヘ シ  
    第 三 章  文 書 処 理  
第 八 条  文 書 ノ 交 付 ヲ 受 ケ タ ル ト キ ハ 遅 滞 ナ ク 処 分 按 ヲ 起

草 シ 之 ヲ 回 議 ニ 附 シ 其 回 覧 ニ 止 マ ル モ ノ ハ 直 ニ 区 長 ノ 一

覧 ニ 差 出 ス ヘ シ  
第 九 条  諸 証 明 及 奥 書 奥 印 等 ヲ 与 フ ル モ ノ ハ 起 案 回 議 手 続

ヲ 省 キ 奥 書 奥 印 証 明 割 印 簿 ニ 其 摘 要 年 月 日 及 姓 名 ヲ 記 入

シ 区 長 ノ 認 印 ヲ 受 ク ヘ シ  
第 十 条  合 議 ヲ 受 ケ タ ル 文 書 ニ シ テ 決 裁 後 再 回 ヲ 要 ス ル モ

ノ ハ 掛 名 ノ 上 部 ニ （ 要 再 回 ） ノ 印 ヲ 捺 ス ベ シ 再 回 一 覧 済

ハ （ 要 再 回 ） ノ 下 部 ニ 認 印 シ テ 主 任 者 ニ 返 付 ス ヘ シ  
第 十 一 条  事 務 処 理 上 合 議 ヲ 要 ス ル モ ノ ニ シ テ 彼 此 意 見 ヲ

異 ニ ス ル ト キ ハ 面 議 商 量 シ 尚 ホ 決 セ サ ル ト キ ハ 直 ニ 区 長

ニ 面 陳 シ テ 決 裁 ヲ 請 フ ヘ シ  
第 十 二 条  完 結 文 書 ハ 毎 月 末 日 ニ 於 テ 庶 務 掛 ニ 引 継 キ 回 議

番 号 簿 ニ 受 領 ノ 印 ヲ 受 ク ヘ シ  
    第 四 章  文 書 発 送  
第 十 三 条  発 送 ス ベ キ 文 書 ハ 庶 務 掛 ニ 於 テ 浄 書 校 合 シ 本 書

ニ 番 号 ヲ 付 シ 捺 印 ノ 上 封 緘 ヲ ナ シ 送 達 簿 ニ 登 録 シ 出 納 掛

ニ 回 付 シ 同 掛 ニ 於 テ ハ 遅 滞 ナ ク 使 送 若 ク ハ 郵 送 簿 ニ 記 入

シ 之 ヲ 発 送 ス ヘ シ  
第 十 四 条  指 令 書 証 明 書 鑑 札 等 ノ 類 ニ シ テ 直 ニ 本 人 ニ 附 与

ス ヘ キ モ ノ ハ 其 掛 ニ 於 テ 交 付 簿 ニ 其 摘 要 年 月 日 及 姓 名 ヲ

記 入 シ テ 領 収 印 ヲ 徴 シ 置 ク ヘ シ  
    第 五 章  文 書 編 纂 保 存  
第 十 五 条  庶 務 掛 ニ 於 テ 完 結 文 書 ヲ 受 継 キ タ ル ト キ ハ 其 類

別 ニ 従 ヒ 逐 次 編 纂 シ 其 簿 冊 ノ 首 ニ 索 引 目 録 ヲ 付 シ テ 保 存

ス ヘ シ 但 文 書 保 存 ノ 規 定 ハ 別 ニ 之 ヲ 定 ム  
    第 六 章  服 務 心 得  
第 十 六 条  各 員 出 勤 シ タ ル ト キ ハ 直 チ ニ 出 勤 簿 ニ 捺 印 ス ヘ

シ 若 シ 疾 病 事 故 ノ 為 メ 出 勤 ス ル コ ト 能 ハ サ ル ト キ ハ 出 勤



時 限 迄 ニ 事 由 ヲ 記 載 シ タ ル 届 書 ヲ 差 出 ス ヘ シ  
 但 疾 病 ノ 為 メ 欠 勤 十 五 日 ニ 至 ル ト キ ハ 医 師 ノ 診 断 書 ヲ 添

ヘ 届 出 ツ ヘ シ 爾 後 十 五 日 ヲ 過 ル 毎 ニ 亦 同 シ  
第 十 七 条  各 員 出 勤 時 限 ニ 遅 参 シ 又 ハ 時 限 前 ニ 退 出 セ ン ト

ス ル ト キ ハ 其 旨 届 出 ス ヘ シ  
第 十 八 条  各 員 忌 服 ニ ア タ リ タ ル ト キ ハ 定 式 ノ 日 数 ヲ 記 シ

タ ル 屈 書 ヲ 差 出 ス ヘ シ 又 父 母 ノ 祭 日 ニ 相 当 シ 出 勤 セ サ ル

ト キ ハ 前 日 ニ 其 旨 屈 出 ツ ヘ シ  
第 十 九 条  各 員 退 庁 ノ ト キ ハ 相 当 ノ 事 務 ニ 属 ス ル 書 類 物 品

等 遺 漏 ナ ク 収 蔵 シ 散 逸 セ サ ル 様 注 意 ス ヘ シ  
第 二 十 条  各 員 転 任 又 ハ 解 職 ノ ト キ ハ 其 相 当 ノ 事 務 ニ シ テ

未 タ 結 了 セ サ ル モ ノ ハ 目 録 書 ヲ 添 ヘ 掛 長 ニ 差 出 ス ヘ シ 掛

長 ハ 書 類 目 録 ヲ 照 査 シ 区 長 ノ 閲 覧 ヲ 経 ヘ シ  
第 二 十 一 条  左 ノ 場 合 ニ 於 テ ハ 直 ニ 区 役 所 ニ 出 頭 シ 区 長 ノ

指 揮 ヲ 受 ク ヘ シ  
  一  兵 員 ノ 召 集 馬 匹 其 他 徴 発 ノ 令 達 ア リ タ ル ヲ 聞 知 シ

タ ル ト キ  
  二  区 役 所 近 傍 ニ 出 火 ア リ タ ル ト キ 其 他 非 常 異 変 ノ 生

シ タ ル ト キ  
    第 七 章  宿 直 心 得  
第 二 十 二 条  宿 直 ハ 書 記 雇 員 ヲ 以 テ 之 ニ 充 ツ （ 書 記 壱 名 ハ

必 ス 之 ニ 充 ツ ル ヲ 要 ス ） 其 輪 番 順 序 ハ 平 日 ト 休 日 ト ニ 区

別 シ 庶 務 掛 ニ 於 テ 予 メ 之 ヲ 定 メ 当 番 者 ニ 通 知 ス ヘ シ 但 衛

生 掛 員 ノ 宿 直 ハ 別 ニ 定 ム ル 所 ノ 規 定 ニ 依 ル  
第 二 十 三 条  宿 直 ハ 退 庁 時 限 ヨ リ 翌 日 出 勤 時 限 迄 休 日 ハ 出

勤 時 限 ヨ リ 翌 日 出 勤 時 限 迄 ヲ 以 テ 勤 務 ノ 時 間 ト ス  
第 二 十 四 条  宿 直 ハ 文 書 ヲ 収 受 シ 又 ハ 発 送 シ 使 丁 ヲ 監 督 シ

テ 区 役 所 内 外 ノ 取 締 ヲ 為 シ 非 常 異 変 ノ 場 合 ニ ハ 臨 機 ノ 措

置 ヲ 為 ス ヘ シ  
第 二 十 五 条  宿 直 員 ハ 当 番 中 ノ 一 切 ノ 事 件 ヲ 当 直 日 誌 ニ 登

録 ス ヘ シ 又 収 受 ノ 文 書 中 至 急 ヲ 要 ス ル モ ノ ハ 直 ニ 区 長 若

ク ハ 主 務 掛 長 ニ 使 送 ス ヘ シ  
第 二 十 六 条  宿 直 員 ハ 文 書 収 受 発 送 ニ 付 テ ハ 第 二 章 第 四 章

ノ 規 定 ヲ 準 用 ス  
第 二 十 七 条  現 金 又 ハ 金 券 ヲ 収 受 シ タ ル ト キ ハ 厳 重 ニ 管 守

シ 翌 日 出 納 掛 長 ニ 引 継 ク ヘ シ  



第 二 十 八 条  兵 員 ノ 召 集 又 ハ 徴 発 ノ 令 達 ア リ タ ル ト キ ハ 其

令 達 ノ 封 筒 受 領 ノ 区 画 ニ 受 領 シ タ ル 者 ノ 氏 名 及 日 時 分 ヲ

記 入 シ 当 直 印 ヲ 捺 シ テ 之 レ ヲ 返 付 シ 直 ニ 区 長 及 兵 事 掛 長

ニ 急 報 シ 又 之 レ ト 同 時 ニ 非 番 使 丁 ヲ 召 喚 ス ヘ シ 且 令 達 受

領 ノ 日 時 分 ハ 必 ス 当 直 日 誌 ニ 記 載 シ 置 ク ヘ シ  
第 二 十 九 条  区 内 ニ 火 災 ア ル ト キ ハ 直 ニ 市 役 所 ニ 報 告 ス ヘ

シ  
    附  則  
第 三 十 条  区 長 ハ 事 務 整 理 ノ 為 メ 市 参 事 会 ノ 認 可 ヲ 経 テ 処

務 細 則 ヲ 設 ク ル コ ト ヲ 得  
第 三 十 一 条  文 書 取 扱 ニ 関 シ 直 ニ 本 規 程 ニ 拠 リ 難 キ 特 別 ノ

事 情 ア ル モ ノ ハ 市 参 事 会 ノ 認 可 ヲ 得 テ 当 分 ノ 内 慣 行 ニ 従

フ コ ト ヲ 得  
 
明 治 ３ ３ 年 ８ 月 １ ６ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ４ ０ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
訓 令 原 本 が 失 わ れ て い る が 、 改 正 の 内 容 は 以 下 の と お り で

あ る 。  
 
第 二 条 庶 務 掛 掌 理 事 項 に 左 の 事 項 を 追 加  
  一  市 区 改 正 ニ 関 ス ル 事  
 
明 治 ３ ３ 年 ９ 月 ２ １ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ４ ９ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
訓 令 原 本 が 失 わ れ て い る が 、 改 正 の 内 容 は 以 下 の と お り で

あ る 。  
 
第 二 条 庶 務 掛 掌 理 事 項 に 「 一  道 路 橋 梁 ノ 掃 除 及 撒 水 除 雪

ニ 関 ス ル 事 」 の 「 及 撒 水 除 雪 」 の 五 字 を 削 除  
同 条 衛 生 掛 掌 理 事 項 に 左 の 四 項 を 追 加  
  一  精 神 病 監 護 ニ 関 ス ル 事  
  一  衛 生 組 合 及 伝 染 病 予 防 委 員 ニ 関 ス ル 事  
  一  死 体 検 案 ニ 関 ス ル 事  
  一  撒 水 除 雪 ニ 関 ス ル 事  



 
明 治 ３ ８ 年 ８ 月 ３ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ３ ９ 号  

区 役 所 庶 務 規 程 中 改 正  
 
東 京 市 区 役 所 処 務 規 程 第 二 条 税 務 掛 ニ 於 テ 掌 理 ス ベ キ 事 務

項 目 中 ヘ 左 ノ 一 項 ヲ 追 加 ス  
  一  水 道 給 水 ニ 関 ス ル 事  
 
明 治 ３ ９ 年 ７ 月 ４ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ２ １ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 中 「 出 納 ノ 六 掛 ヲ 」 ト ア ル ヲ 「 出 納 水 道 ノ 七 掛 ヲ 」

ト 改 ム  
第 二 条 税 務 掛 掌 理 事 務 項 目 中 「 水 道 給 水 ニ 関 ス ル 事 」 ヲ 削

リ 出 納 掛 掌 理 事 務 項 目 ノ 次 ニ 左 ノ 通 追 加 ス  
 水 道 掛  
  一  水 道 給 水 ニ 関 ス ル 事  
  一  水 道 諸 料 金 及 工 費 其 他 徴 収 並 ニ 下 戻 ニ 関 ス ル 事  
  一  水 道 諸 料 金 滞 納 処 分 ニ 関 ス ル 事  
  一  水 道 ノ 保 護 取 締 ニ 関 ス ル 事  
 
明 治 ３ ９ 年 １ ０ 月 １ ３ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ３ ７ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 中 「 出 納 」 ヲ 「 会 計 」 ト 改 ム  
第 二 条 中 「 出 納 掛 」 ヲ 「 会 計 掛 」 ト 改 ム  
第 七 条 第 十 三 条 及 第 二 十 七 条 中 「 出 納 掛 長 」 ヲ 「 会 計 掛 長 」

ト 改 ム  
 
大 正 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ３ ４ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 



    第 一 章 総  則  
第 一 条  区 役 所 ニ 庶 務 、 戸 籍 、 衛 生 、 税 務 、 会 計 ノ 五 掛 ヲ

置 キ 事 務 ヲ 分 担 セ シ ム 但 区 長 ニ 於 テ 特 ニ 必 要 ト 認 ム ル ト

キ ハ 別 ニ 委 員 又 ハ 主 務 ヲ 置 キ 処 理 セ シ ム ル コ ト ア ル ヘ シ  
第 二 条  各 掛 ニ 掛 長 一 名 及 掛 員 若 干 名 ヲ 置 ク  
第 三 条  掛 長 ハ 区 長 ノ 命 ヲ 承 ケ 掛 員 ヲ 監 督 ス  
第 四 条  掛 員 事 務 ノ 分 担 ハ 掛 長 之 ヲ 定 ム  
第 五 条  掛 長 事 故 ア ル ト キ ハ 上 席 掛 員 其 事 務 ヲ 代 理 ス  
第 六 条  各 掛 ニ 於 テ 掌 理 ス ヘ キ 事 務 ノ 概 目 左 ノ 如 シ  
 庶 務 掛  
  一  議 員 其 他 ノ 選 挙 ニ 関 ス ル 事  
  一  区 会 其 他 ノ 会 議 ニ 関 ス ル 事  
  一  区 費 ノ 予 算 、 区 有 財 産 及 営 造 物 ニ 関 ス ル 事  
  一  学 事 ニ 関 ス ル 事  
  一  褒 賞 ニ 関 ス ル 事  
  一  海 外 旅 券 及 移 住 民 ニ 関 ス ル 事  
  一  公 園 ニ 関 ス ル 事  
  一  社 寺 ニ 関 ス ル 事  
  一  兵 事 ニ 関 ス ル 事  
  一  農 工 商 事 ニ 関 ス ル 事  
  一  度 量 衡 ニ 関 ス ル 事  
  一  統 計 ニ 関 ス ル 事  
  一  恤 救 及 精 神 病 者 監 護 ニ 関 ス ル 事  
  一  災 害 ニ 関 ス ル 事  
  一  漂 流 物 ニ 関 ス ル 事  
  一  市 区 改 正 ニ 関 ス ル 事  
  一  区 長 職 印 及 所 印 管 守 ニ 関 ス ル 事  
  一  吏 員 及 雇 員 ノ 進 退 身 分 及 服 務 ニ 関 ス ル 事  
  一  他 掛 ノ 主 管 ニ 属 セ サ ル 事  
 戸 籍 掛  
  一  戸 籍 ニ 関 ス ル 事  
  一  身 分 ニ 関 ス ル 事  
  一  寄 留 者 ニ 関 ス ル 事  
  一  統 計 小 票 及 戸 口 調 査 ニ 関 ス ル 事  
  一  埋 葬 認 可 ニ 関 ス ル 事  
  一  印 鑑 ニ 関 ス ル 事  



  一  官 吏 ノ 恩 給 扶 助 料 及 賞 勲 等 ニ 関 ス ル 事  
 衛 生 掛  
  一  伝 染 病 地 方 病 ノ 予 防 救 治 及 消 毒 ニ 関 ス ル 事  
  一  清 潔 方 法 ニ 関 ス ル 事  
  一  病 院 及 薬 品 等 ニ 関 ス ル 事  
  一  医 師 薬 剤 師 産 婆 及 針 灸 治 等 ニ 関 ス ル 事  
  一  墓 地 火 葬 場 ニ 関 ス ル 事  
  一  道 路 、 橋 梁 、 溝 渠 、 井 戸 、 便 所 等 ノ 掃 除 浚 渫 ニ 関

ス ル 事  
  一  汚 物 掃 除 ニ 関 ス ル 事  
  一  解 剖 及 胎 児 保 存 願 ニ 関 ス ル 事  
  一  死 体 検 案 ニ 関 ス ル 事  
  一  衛 生 組 合 及 伝 染 病 予 防 委 員 ニ 関 ス ル 事  
  一  撒 水 除 雪 ニ 関 ス ル 事  
  一  給 水 其 他 上 水 道 ニ 関 ス ル 事  
  一  水 道 諸 料 金 及 工 費 其 他 ノ 徴 収 並 ニ 下 戻 及 滞 納 処 分

ニ 関 ス ル 事  
  一  水 道 給 水 規 則 違 背 者 処 分 ニ 関 ス ル 事  
  一  其 他 衛 生 水 道 ニ 関 ス ル 事  
 税 務 掛  
  一  諸 税 金 等 ノ 賦 課 ニ 関 ス ル 事  
  一  土 地 建 物 及 船 車 ニ 関 ス ル 事  
  一  共 葬 墓 地 使 用 ニ 関 ス ル 事  
  一  諸 営 業 ニ 関 ス ル 事  
  一  徴 収 金 ノ 滞 納 処 分 ニ 関 ス ル 事  
 会 計 掛  
  一  収 入 支 出 ニ 関 ス ル 事  
  一  決 算 ニ 関 ス ル 事  
  一  物 品 ノ 購 買 売 却 修 繕 及 出 納 保 管 ニ 関 ス ル 事  
  一  担 保 ノ 保 管 ニ 関 ス ル 事  
  一  諸 貸 下 金 ニ 関 ス ル 事  
  一  公 金 取 扱 所 ニ 関 ス ル 事  
  一  収 支 ニ 関 ス ル 区 長 職 印 保 管 ニ 関 ス ル 事  
  一  所 内 営 繕 ニ 関 ス ル 事  
  一  所 中 取 締 及 使 丁 ニ 関 ス ル 事  
第 二 十 八 条 中 「 兵 事 掛 長 」 ヲ 「 庶 務 掛 長 」 ニ 改 ム  



第 三 十 条 及 第 三 十 一 条 中 「 市 参 事 会 」 ヲ 「 市 長 」 ニ 改 ム  
 
大 正 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 １ ０ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正 （ ４ 月 １ 日 よ り 施 行 ）  
 
第 六 条 衛 生 掛 分 掌 事 項 中 ノ 左 ノ 事 項 及 「 一  其 他 衛 生 水 道

ニ 関 ス ル 事 」 ノ 内 「 水 道 」 ノ 二 字 ヲ 削 ル  
  一  給 水 其 他 上 水 道 ニ 関 ス ル 事  
  一  水 道 諸 料 金 及 工 費 其 他 ノ 徴 収 並 下 戻 及 滞 納 処 分 ニ

関 ス ル 事  
  一  水 道 給 水 規 則 違 背 者 処 分 ニ 関 ス ル 事  
 
大 正 １ ０ 年 ４ 月 １ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ４ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条 中  
 「 衛 生 掛 」 ヲ 「 衛 生

道 路
掛 」 ニ 改 メ 同 掛 掌 理 事 項 中 「 一  撒 水

除 雪 ニ 関 ス ル 事 」 ノ 次 ニ 左 ノ 事 項 ヲ 加 ヘ 「 一  其 他 衛 生

ニ 関 ス ル 事 」 ノ 内 「 衛 生 」 ノ 下 ニ 「 道 路 」 ノ 二 字 ヲ 加 フ  
  一  道 路 及 橋 梁 、 溝 渠 其 他 道 路 附 属 物 ノ 管 理 及 維 持 、

修 繕 ニ 関 ス ル 事  
 税 務 掛 掌 理 事 項 ニ 左 ノ 事 項 ヲ 加 フ  
  一  道 路 占 用 料 及 工 費 徴 収 ニ 関 ス ル 事  
 会 計 掛 掌 理 事 項 ニ 左 ノ 事 項 ヲ 加 フ  
  一  入 札 保 証 金 ノ 取 扱 ニ 関 ス ル 事  
 
大 正 １ ０ 年 ６ 月 ２ ３ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ３ １ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 二 十 二 条  宿 直 ハ 書 記 、 技 手 、 書 記 補 及 雇 員 ノ 中 ヲ 以 テ

之 ニ 充 ツ 但 シ 書 記 又 ハ 書 記 補 一 名 ハ 必 ス 之 ニ 充 ツ ル コ ト

ヲ 要 ス  
 宿 直 ノ 輪 番 順 序 ハ 平 日 ト 休 日 ト ニ 区 別 シ 庶 務 掛 ニ 於 テ 予



メ 之 ヲ 定 メ 当 番 者 ニ 通 知 ス ヘ シ  
 
昭 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ８ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ６ ４ 号  

区 役 所 処 務 規 程 改 正 （ 昭 和 ３ 年 １ 月 １ 日 よ り 施 行 ）  
 
   区 役 所 処 務 規 程  
    第 一 章  総 則  
第 一 条  区 役 所 ニ 左 ノ 五 課 十 五 係 ヲ 置 ク  
 庶 務 課  
  庶 務 係  
  教 育 係  
  選 挙 係  
 戸 籍 課  
  本 籍 係  
  寄 留 係  
  兵 事 係  
 衛 生 道 路 課  
  衛 生 係  
  道 路 係  
 税 務 課  
  国 税 係  
  家 屋 税 係  
  営 業 税 雑 種 税 係  
  滞 納 整 理 係  
 会 計 課  
  収 納 係  
  支 払 係  
  用 度 係  
 区 長 ハ 市 長 ノ 承 認 ヲ 受 ケ 前 項 ノ 係 ノ 外 ニ 必 要 ナ ル 係 ヲ 設

ケ 又 ハ 前 項 ノ 係 中 或 ル 係 ヲ 設 ケ サ ル コ ト ヲ 得  
 前 二 項 ノ 外 区 長 ニ 於 テ 特 ニ 必 要 ト 認 ム ル ト キ ハ 別 ニ 委 員

又 ハ 主 務 ヲ 置 キ 事 務 ヲ 処 理 セ シ ム ル コ ト ヲ 得  
第 二 条  課 ニ 課 長 ヲ 置 キ 区 長 之 ヲ 命 ス  
 課 長 ハ 区 長 ノ 命 ヲ 承 ケ 其 ノ 課 ノ 事 務 ヲ 掌 理 シ 課 員 ヲ 指 揮

監 督 ス  



第 三 条  課 ノ 係 ニ 主 任 ヲ 置 キ 区 長 之 ヲ 命 ス  
第 四 条  課 員 事 務 ノ 分 担 ハ 課 長 之 ヲ 定 ム  
第 五 条  課 長 事 故 ア ル ト キ ハ 上 席 課 員 之 ヲ 代 理 ス  
    第 二 章  事 務 分 掌  
第 六 条  各 課 係 事 務 分 掌 ノ 概 目 左 ノ 如 シ  
 庶 務 課  
  庶 務 係  
   一 、 区 長 職 印 及 所 印 ノ 管 守 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 職 員 ノ 進 退 身 分 及 服 務 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 文 書 ノ 受 発 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 区 会 其 ノ 他 会 議 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 賞 勲 、 褒 賞 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 移 住 民 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 社 寺 教 会 所 、 説 教 所 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 勧 業 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 統 計 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 恤 救 及 精 神 病 者 監 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 災 害 及 漂 流 物 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 都 市 計 画 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 町 会 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 宿 直 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 他 課 係 ノ 主 管 ニ 属 セ サ ル 事 項  
  教 育 係  
   一 、 区 ノ 予 算 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 区 有 財 産 及 営 造 物 ノ 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 学 事 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 社 会 教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
  選 挙 係  
   一 、 各 種 選 挙 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 陪 審 員 候 補 者 ニ 関 ス ル 事 項  
 戸 籍 課  
  本 籍 係  
   一 、 戸 籍 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 埋 葬 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 身 分 、 印 鑑 、 恩 給 、 扶 助 料 及 其 ノ 他 ノ 証 明 ニ 関

ス ル 事 項  



  寄 留 係  
   一 、 寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 統 計 小 票 ニ 関 ス ル 事 項  
  兵 事 係  
   一 、 兵 事 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 在 郷 軍 人 ニ 関 ス ル 事 項  
 衛 生 道 路 課  
  衛 生 係  
   一 、 伝 染 病 予 防 及 消 毒 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 清 潔 方 法 施 行 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 汚 物 掃 除 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 病 院 、 医 員 、 医 師 、 薬 剤 師 、 産 婆 、 看 護 婦 及 針

灸 治 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 墓 場 、 火 葬 場 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 解 剖 及 胎 児 保 存 願 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 衛 生 組 合 ニ 関 ス ル 事 項  
  道 路 係  
   一 、 道 路 又 ハ 其 ノ 附 属 物 （ 橋 梁 ヲ 除 ク ） ニ 関 ス ル 自

費 修 繕 工 事 出 願 ノ 処 分 監 督 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 左 ノ 道 路 占 用 処 分 ニ 関 ス ル 事 項  
    イ  街 灯 建 設 ノ 為 路 端 又 ハ 歩 道 ノ 車 道 側 ヲ 占 用 セ

シ ム ル コ ト  
    ロ  道 路 ニ 出 入 ス ヘ キ 道 路 ヲ 設 ク ル カ 為 路 端 側 溝

又 ハ 街 渠 上 ヲ 占 用 セ シ ム ル コ ト  
    ハ  標 灯 又 ハ 看 板 ノ 類 ヲ 路 面 上 二 、四 二 米 以 上（ 八

尺 以 上 ） ノ 高 サ ニ 於 テ 〇 、 六 〇 米 以 内 （ 二 尺

以 上 ） 突 出 セ シ ム ル コ ト  
    ニ  家 屋 牆 壁 等 ノ 工 事 ノ 為 全 期 間 六 十 日 ヲ 超 エ サ

ル 範 囲 内 ニ 於 テ 側 溝 上 又 ハ 路 端 ヲ 板 囲 ノ 為 占

用 セ シ ム ル コ ト 但 シ 出 幅 〇 、 九 〇 米 （ 三 尺 ）

ヲ 超 エ サ ル モ ノ 又 ハ 幅 員 七 、 二 七 米 （ 四 間 ）

以 上 ノ 道 路 ニ シ テ 其 ノ 幅 員 ノ 八 分 ノ 一 ヲ 超 エ

サ ル モ ノ ニ 限 ル  
    ホ  露 店 又 ハ 祭 典 縁 日 歳 ノ 市 草 市 市 日 売 出 等 ノ 為  
      必 要 ナ ル 施 設 ニ 付 路 面 ヲ 臨 時 占 用 セ シ ム ル コ

ト  



   一 、 道 路 ヨ リ 生 ス ル 残 土 処 分 ニ 関 ス ル 事 項  
   一 、 公 園 ニ 関 ス ル 事 項  
  税 務 課  
   国 税 係  
    一 、 国 税 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
    一 、 国 税 附 加 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
    一 、 土 地 ニ 関 ス ル 事 項  
    一 、 税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
   家 屋 税 係  
    一 、 家 屋 税 及 附 加 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
    一 、 不 動 産 所 得 税 及 戸 別 割 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事

項  
    一 、 家 屋 ノ 賃 貸 価 格 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   営 業 税 雑 種 税 係  
    一 、 営 業 税 及 附 加 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
    一 、 雑 種 税 及 附 加 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
    一 、 特 別 消 費 税 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
    一 、 船 車 ニ 関 ス ル 事 項  
   滞 納 整 理 係  
    一 、 納 税 督 励 ニ 関 ス ル 事 項  
    一 、 徴 収 金 ノ 嘱 託 及 受 託 ニ 関 ス ル 事 項  
    一 、 滞 納 処 分 ニ 関 ス ル 事 項  
  会 計 課  
   収 納 係  
    一 、 収 納 ニ 関 ス ル 事 項  
    一 、 保 証 金 其 ノ 他 ノ 担 保 ニ 関 ス ル 事 項  
    一 、 諸 貸 下 金 ニ 関 ス ル 事 項  
    一 、 公 金 取 扱 所 ニ 関 ス ル 事 項  
   支 払 係  
    一 、 支 払 ニ 関 ス ル 事 項  
    一 、 決 算 ニ 関 ス ル 事 項  
   用 度 係  
    一 、 物 品 ノ 購 買 、 売 却 修 繕 及 出 納 保 管 ニ 関 ス ル 事

項  
    一 、 庁 内 営 繕 ニ 関 ス ル 事 項  
    一 、 庁 中 取 締 ニ 関 ス ル 事 項  



    一 、 給 仕 小 使 ニ 関 ス ル 事 項  
    第 三 章  文 書 収 受  
第 七 条  区 役 所 ニ 到 達 ノ 文 書 ハ 総 テ 庶 務 課 長 ニ 於 テ 収 受 シ

左 ノ 各 号 ニ 依 リ 取 扱 フ ヘ シ  
 一  文 書 ハ 直 ニ 開 封 シ 其 ノ 発 議 ニ 対 ス ル 回 答 照 会 等 ハ 発  
  議 文 書 簿 ニ 其 ノ 他 ハ 文 書 収 受 簿 ニ 登 録 シ 本 書 ニ 収 受 年  
  月 日 及 番 号 ヲ 記 シ 区 長 ノ 閲 覧 ヲ 経 テ 之 ヲ 主 務 課 長 ニ 送  
  付 ス ヘ シ  
  但 本 人 又 ハ 使 者 持 参 ノ 届 書 ハ 直 ニ 主 務 課 長 ニ 於 テ 収 受  
  シ 収 受 簿 ニ 登 録 シ 区 長 ノ 閲 覧 ヲ 経 テ 係 主 任 ニ 配 付 ス ヘ  
  シ  
 二  親 展 文 書 ハ 封 緘 ノ 儘 文 書 収 受 簿 ニ 登 録 シ 直 ニ 区 長 ニ

差 出 ス ヘ シ  
 三  現 金 金 券 添 付 ノ 文 書 ハ 収 受 簿 ニ 登 録 シ 現 金 金 券 ハ 直  
  ニ 会 計 課 長 ニ 送 付 シ 該 文 書 ノ 余 白 ニ 現 金 又 ハ 金 券 添 ノ  
  印 ヲ 押 捺 シ 第 一 号 ノ 手 続 ヲ 為 ス ヘ シ  
 四  電 報 ヲ 収 受 シ タ ル ト キ ハ 訳 文 ヲ 添 ヘ 直 ニ 第 一 号 ノ 手  
  続 ヲ 為 シ 其 ノ 親 展 ニ 係 ル モ ノ ハ 区 長 ニ 差 出 ス ヘ シ  
 五  二 課 以 上 ニ 渉 ル 文 書 ハ 関 係 重 キ 課 ニ 回 付 シ 其 ノ 課 明  
  ナ ラ サ ル モ ノ ハ 区 長 ノ 指 揮 ヲ 受 ク ヘ シ  
 六  訓 令 、 指 令 等 区 長 ノ 閲 覧 ヲ 経 タ ル 後 之 ヲ 主 務 課 長 ニ  
  回 付 シ 本 書 ハ 庶 務 課 ニ 於 テ 之 ヲ 保 管 ス ヘ シ  
    第 四 章  文 書 処 理  
第 八 条  文 書 ノ 交 付 ヲ 受 ケ タ ル ト キ ハ 速 ニ 処 理 案 ヲ 起 草 シ  
 之 ヲ 回 議 ニ 付 シ 其 ノ 回 覧 ニ 止 マ ル モ ノ ハ 直 ニ 区 長 ノ 閲 覧  
 ニ 供 ス ヘ シ  
第 九 条  諸 証 明 及 奥 書 、 奥 印 等 ヲ 為 ス ト キ ハ 起 案 回 議 手 続  
 ヲ 省 キ 奥 書 奥 印 証 明 割 印 簿 ニ 其 ノ 摘 要 年 月 日 及 氏 名 、 住  
 所 ヲ 記 入 シ 区 長 ノ 認 印 ヲ 受 ク ヘ シ  
第 十 条  合 議 ヲ 受 ケ タ ル 文 書 ニ シ テ 決 裁 後 再 回 ヲ 要 ス ル モ  
 ノ ハ 課 名 ノ 上 部 ニ （ 要 再 回 ） ノ 印 ヲ 押 捺 ス ヘ シ 再 回 一 覧  
 後 ハ （ 要 再 回 ） ノ 下 部 ニ 認 印 シ テ 係 主 任 ニ 返 付 ス ヘ シ  
第 十 一 条  事 務 処 理 上 合 議 ヲ 要 ス ル モ ノ ニ シ テ 意 見 ヲ 異 ニ  
 ス ル ト キ ハ 協 議 シ 尚 ホ 決 セ サ ル ト キ ハ 区 長 ノ 決 裁 ヲ 受 ク  
 ヘ シ  
第 十 二 条  完 結 文 書 ハ 年 度 末 ニ 於 テ 庶 務 課 ニ 引 継 キ 回 議 番  



 号 簿 ニ 受 領 ノ 印 ヲ 受 ク ヘ シ  
    第 五 章  文 書 発 送  
第 十 三 条  発 送 ス ヘ キ 文 書 ハ 庶 務 課 ニ 於 テ 浄 書 校 合 シ 本 書  
 ニ 番 号 ヲ 付 シ 捺 印 ノ 上 封 緘 ヲ 為 シ 送 達 簿 ニ 登 録 シ 会 計 課  
 ニ 回 付 ス ヘ シ  
 会 計 課 ハ 遅 滞 ナ ク 之 ヲ 使 送 若 ハ 郵 送 簿 ニ 記 入 シ 之 ヲ 発 送

ス ヘ シ  
第 十 四 条  指 令 書 、 証 明 書 、 鑑 札 等 ニ シ テ 本 人 ニ 交 付 ス ヘ  
 キ モ ノ ハ 其 ノ 課 ニ 於 テ 交 付 簿 ニ 其 ノ 摘 要 年 月 日 及 氏 名 住  
 所 ヲ 記 入 シ テ 領 収 印 ヲ 徴 ス ヘ シ  
    第 六 章  文 書 編 纂 及 保 存  
第 十 五 条  庶 務 課 ニ 於 テ 完 結 文 書 ヲ 受 継 キ タ ル ト キ ハ 其 ノ

類 別 ニ 従 ヒ 逐 次 編 纂 シ 其 ノ 簿 冊 ノ 首 ニ 索 引 目 録 ヲ 付 シ テ

保 存 ス ヘ シ 但 シ 文 書 保 存 ノ 規 定 ハ 別 ニ 之 ヲ 定 ム  
    第 七 章  服 務 心 得  
第 十 六 条  各 員 出 勤 シ タ ル ト キ ハ 自 ラ 出 勤 簿 ニ 捺 印 ス ヘ シ  
 若 シ 疾 病 事 故 ノ 為 欠 勤 ス ル ト キ ハ 出 勤 時 限 マ テ ニ 事 由 ヲ  
 記 シ 届 出 ツ ヘ シ 其 ノ 欠 勤 十 五 日 ニ 至 ル ト キ ハ 医 師 ノ 診 断  
 書 ヲ 添 ヘ 届 出 ツ ヘ シ 爾 後 十 五 日 ヲ 過 ル 毎 亦 同 シ  
第 十 七 条  各 員 出 勤 時 限 ニ 遅 参 シ 又 ハ 退 庁 時 限 前 ニ 退 庁 セ  
 ム ト ス ル ト キ ハ 其 ノ 旨 届 出 ツ ヘ シ  
第 十 八 条  各 員 忌 服 ニ ア タ リ タ ル ト キ ハ 定 限 ノ 日 数 ヲ 記 シ

又 父 母 ノ 祭 日 ニ 相 当 シ 出 勤 セ サ ル ト キ ハ 前 日 マ テ ニ 其 ノ

旨 届 出 ツ ヘ シ  
第 十 九 条  各 員 退 庁 ノ ト キ ハ 担 当 ノ 事 務 ニ 属 ス ル 書 類 物 品  
 等 遺 漏 ナ ク 収 蔵 シ 散 逸 セ サ ル 様 注 意 ス ヘ シ  
第 二 十 条  各 員 転 任 又 ハ 退 職 ノ ト キ ハ 其 ノ 担 当 ノ 事 務 ニ シ  
 テ 未 タ 結 了 セ サ ル モ ノ ハ 目 録 書 ヲ 添 ヘ 課 長 ニ 提 出 ス ヘ シ  
 課 長 ハ 書 類 目 録 ヲ 照 査 シ 区 長 ノ 閲 覧 ヲ 経 ヘ シ  
第 二 十 一 条  左 ノ 場 合 ニ 於 テ ハ 直 ニ 登 庁 シ 区 長 ノ 指 揮 ヲ 受  
 ク ヘ シ  
 一  兵 役 ノ 召 集 、 馬 匹 其 ノ 他 徴 発 ノ 令 達 ア リ タ ル コ ト ヲ  
  聞 知 シ タ ル ト キ  
 二  区 役 所 近 傍 ニ 出 火 ア リ タ ル ト キ 其 ノ 他 非 常 異 変 ノ 生  
  シ タ ル ト キ  
    第 八 章  宿 直 心 得  



第 二 十 二 条  宿 直 ハ 書 記 、 書 記 補 、 雇 員 及 之 ニ 準 ス ル 者 ノ  
 中 ヲ 以 テ 之 ニ 充 ツ 但 シ 書 記 又 ハ 書 記 補 一 名 ハ 必 ス 之 ニ 充  
 ツ ル コ ト ヲ 要 ス  
 宿 直 ノ 輪 番 順 序 ハ 平 日 ト 休 日 ト ニ 区 別 シ 庶 務 課 ニ 於 テ 予  
 メ 之 ヲ 定 メ 当 番 者 ニ 通 知 ス ヘ シ  
第 二 十 三 条  宿 直 員 ノ 勤 務 時 間 ハ 退 庁 時 限 ヨ リ 翌 日 出 勤 時  
 限 迄 休 日 ハ 出 勤 時 限 ヨ リ 翌 日 出 勤 時 限 迄 ト ス  
第 二 十 四 条  宿 直 員 ハ 文 書 ヲ 収 受 又 ハ 発 送 シ 小 使 ヲ 監 督 シ  
 庁 舎 内 外 ノ 取 締 ヲ 為 シ 非 常 異 変 ノ 場 合 ニ ハ 臨 機 ノ 措 置 ヲ  
 為 ス ヘ シ  
第 二 十 五 条  宿 直 員 ハ 当 番 中 ノ 一 切 ノ 事 件 ヲ 宿 直 日 誌 ニ 記

載 ス ヘ シ 収 受 ノ 文 書 中 至 急 ヲ 要 ス ル モ ノ ハ 直 ニ 区 長 若 ハ

主 務 課 長 ニ 使 送 ス ヘ シ  
第 二 十 六 条  宿 直 員 文 書 ノ 収 受 発 送 ニ 付 テ ハ 第 三 章 及 第 五  
 章 ノ 規 定 ヲ 準 用 ス  
第 二 十 七 条  現 金 又 ハ 金 券 ヲ 収 受 シ タ ル ト キ ハ 厳 重 ニ 管 守  
 シ 翌 日 庶 務 課 長 ニ 呈 示 ノ 上 会 計 課 長 ニ 引 継 ク ヘ シ  
第 二 十 八 条  兵 員 ノ 召 集 又 ハ 徴 発 ノ 令 達 ア リ タ ル ト キ ハ 其  
 ノ 令 達 ノ 封 筒 受 領 ノ 区 劃 ニ 受 領 シ タ ル 者 ノ 職 氏 名 及 日 時  
 分 ヲ 記 入 シ 宿 直 員 認 印 ヲ 押 捺 シ テ 之 ヲ 返 付 シ 直 ニ 区 長 及  
 戸 籍 課 長 ニ 急 報 シ 同 時 ニ 非 番 小 使 ヲ 召 集 ス ヘ シ  
 但 シ 令 達 受 領 ノ 日 時 分 ハ 必 ス 宿 直 日 誌 ニ 記 載 ス ヘ シ  
第 二 十 九 条  区 内 ニ 火 災 水 害 等 ア リ タ ル ト キ ハ 市 役 所 ニ 速  
 報 ス ヘ シ  
    附   則  
第 三 十 条  区 長 ハ 事 務 整 理 ノ 為 市 長 ノ 認 可 ヲ 経 テ 処 務 細 則  
 ヲ 設 ク ル コ ト ヲ 得  
  本 市 各 区 役 所 ハ 従 来 庶 務 、 戸 籍 、 衛 生 道 路 、 税 務 及 会  
  計 ノ 五 掛 ヲ 設 ケ 掛 ニ 掛 長 ヲ 置 イ テ 事 務 ヲ 執 ツ テ 来 タ ノ  
  デ ア ル ガ 時 勢 ニ 鑑 ミ テ 今 回 右 掛 ヲ 凡 テ 課 ニ 改 メ 掛 長 ヲ  
  課 長 ト 改 称 ス ル コ ト ヽ シ 来 年 一 月 一 日 カ ラ 之 ヲ 施 行 ス  
  ル コ ト ニ ナ ツ タ  但 シ 掛 ヲ 課 ト シ 掛 長 ヲ 課 長 ニ 改 称 シ  
  テ モ 今 遽 カ ニ 市 役 所 ニ 於 ケ ル 一 般 課 又 ハ 課 長 並 ニ ス ル  
  コ ト ハ 困 難 ナ ル 事 情 ガ ア ル ノ デ 当 分 ハ 只 単 ニ 名 称 ノ ミ  
  ノ 変 改 ニ 止 メ ル 趣 旨 デ ア ル  尚 右 名 称 ノ 改 正 ト 共 ニ 事  
  務 分 掌 ノ 点 ニ 於 テ 従 来 各 区 区 々 デ ア ツ タ 係 ヲ 原 則 ト シ  



  テ 左 ノ 通 十 五 係 ニ 整 理 統 制 ス ル コ ト ヽ シ 兼 ネ テ 従 来 庶  
  務 掛 デ 取 扱 ツ テ キ タ 公 園 ニ 関 ス ル 事 務 ヲ 衛 生 道 路 課 ノ  
  道 路 係 ニ 同 シ ク 兵 事 ニ 関 ス ル 事 務 ヲ 戸 籍 課 ノ 兵 事 係 ニ  
  移 ス コ ト ニ シ タ ノ デ ア ル  
   庶 務 課  庶 務 、 教 育 及 選 挙 ノ 三 係  
   戸 籍 課  本 籍 寄 留 及 兵 事 ノ 三 係  
   衛 生 道 路 課  衛 生 及 道 路 ノ 二 係  
   税 務 課  国 税 、 家 屋 税 、 営 業 税 雑 種 税 及 滞 納 整 理 ノ  
       四 係  
   会 計 課  収 納 、 支 払 及 用 度 ノ 三 係  
 
昭 和 ５ 年 ７ 月 ２ ５ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ４ ０ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条 税 務 課 係 事 務 分 掌 概 目 中 左 ノ 如 ク 改 ム  
 国 税 係 中 第 二 号 ノ 次 ニ  
  「 一  新 開 免 租 地 段 別 割 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  軌 道 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 加 ヘ  
 家 屋 税 係 中 第 二 号 ヲ 削 リ 第 一 号 ノ 次 ニ  
  「 一  不 動 産 取 得 税 及 附 加 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  戸 別 割 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ  
 営 業 税 雑 種 税 係 中 第 三 号 ノ 次 ニ  
  「 一  商 品 切 手 発 行 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  金 庫 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 加 フ  
 
昭 和 ６ 年 １ １ 月 ６ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ７ ２ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正 （ 昭 和 ７ 年 １ 月 １ 日 よ り 施 行 ）  
 
第 八 条 中 ニ 左 ノ 一 項 ヲ 加 フ  
 文 書 ニ ハ 起 案 ノ 際 其 ノ 欄 外 上 部 ニ 文 書 編 纂 保 存 規 程 ニ 依  
 ル 編 纂 部 類 及 保 存 区 別 ヲ 記 入 ス ヘ シ  
第 十 二 条  区 長 ハ 各 課 長 ヲ シ テ 其 ノ 課 ニ 属 ス ル 完 結 文 書 ノ  
 編 纂 保 存 ヲ 掌 理 セ シ ム ヘ シ  
第 十 五 条  完 結 文 書 ノ 編 纂 保 存 規 程 ハ 別 ニ 之 ヲ 定 ム  



 
昭 和 ７ 年 １ ０ 月 １ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ６ ６ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 第 一 項 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
 区 役 所 ニ 左 ノ 五 課 十 七 係 ヲ 置 ク  
  庶 務 課  
   庶 務 係  
   教 育 係  
   社 会 係  
   選 挙 係  
  戸 籍 兵 事 課  
   本 籍 係  
   寄 留 係  
   兵 事 係  
  保 健 土 木 課  
   保 健 係  
   土 木 係  
  税 務 課  
   国 税 係  
   家 屋 税 係  
   雑 税 係  
   調 査 係  
   滞 納 整 理 係  
  会 計 課  
   収 納 係  
   支 払 係  
   用 度 係  
第 六 条  各 課 係 事 務 分 掌 ノ 概 目 左 ノ 如 シ  
 庶 務 課  
  庶 務 係  
   一  区 長 職 印 及 所 印 ノ 管 守 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  職 員 ノ 進 退 身 分 及 服 務 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  文 書 ノ 受 発 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  区 会 其 ノ 他 会 議 ニ 関 ス ル 事 項  



   一  賞 勲 、 褒 賞 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  移 住 民 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  社 寺 、 教 会 所 、 説 教 所 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  勧 業 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  統 計 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  都 市 計 画 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  町 会 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  宿 直 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  他 課 係 ノ 主 管 ニ 関 セ サ ル 事 項  
  教 育 係  
   一  区 ノ 予 算 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  区 有 財 産 及 営 造 物 ノ 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  学 事 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  青 年 訓 練 所 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  社 会 教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
  社 会 係  
   一  恤 救 及 精 神 病 者 看 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  災 害 及 漂 流 物 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  方 面 事 務 所 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  救 護 法 ノ 施 行 其 ノ 他 社 会 事 業 ニ 関 ス ル 事 項  
  選 挙 係  
   一  各 種 選 挙 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  陪 審 員 候 補 者 ニ 関 ス ル 事 項  
 戸 籍 兵 事 課  
  本 籍 係  
   一  戸 籍 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  埋 葬 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 、 扶 助 料 ニ 関 ス ル 事 項  
  寄 留 係  
   一  寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  統 計 小 票 ニ 関 ス ル 事 項  
  兵 事 係  
   一  兵 事 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  軍 事 救 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  在 郷 軍 人 ニ 関 ス ル 事 項  
 保 健 土 木 課  



  保 健 係  
   一  伝 染 病 予 防 及 消 毒 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  清 潔 方 法 施 行 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  汚 物 掃 除 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  病 院 、 医 院 、 医 師 、 薬 剤 師 、 産 婆 、 看 護 婦 及 針  
     灸 治 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  解 剖 及 胎 児 保 存 願 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  衛 生 組 合 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  墓 地 、 火 葬 場 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  公 園 ニ 関 ス ル 事 項  
  土 木 係  
   一  左 ノ 道 路 占 用 処 分 ニ 関 ス ル 事 項  
    イ  街 灯 建 設 ノ 為 路 端 又 ハ 歩 道 ノ 車 道 側 ヲ 占 用 セ

シ ム ル コ ト  
    ロ  道 路 ニ 出 入 ス ヘ キ 通 路 ヲ 設 ク ル カ 為 路 端 、 側

溝 又 ハ 街 渠 上 ヲ 占 用 セ シ ム ル コ ト  
    ハ  標 灯 又 ハ 看 板 ノ 類 ヲ 路 面 上 二 ・ 四 二 米 以 上 ノ

高 サ ニ 於 テ 〇 ・ 六 〇 米 以 内 突 出 セ シ ム ル コ ト  
    ニ  家 屋 牆 壁 等 ノ 工 事 ノ 為 路 端 〇 ・ 九 〇 米 以 内 又

ハ 側 溝 上 ヲ 占 用 セ シ ム ル コ ト 但 シ 材 料 置 場 、

構 台 、 跨 道 構 台 ノ 為 ニ ス ル 場 合 及 板 囲 ニ シ テ

設 置 期 間 六 十 日 ヲ 超 ユ ル 場 合 ヲ 徐 ク  
    ホ  露 店 又 ハ 祭 典 縁 日 、 歳 ノ 市 、 草 市 、 市 日 売 出

等 ノ 為 必 要 ナ ル 施 設 ニ 付 路 面 ヲ 臨 時 占 用 セ シ

ム ル コ ト  
    ヘ  営 業 用 具 置 場 、 商 品 置 場 及 営 業 設 備 ノ 為 各 自

地 先 ヲ 占 用 セ シ ム ル コ ト  
   一  溝 渠 ノ 簡 易 ナ ル 覆 蓋 設 置 及 従 来 ヨ リ 存 ス ル 覆 蓋

ノ 継 続 使 用 ニ 関 ス ル 事 項  
 税 務 課  
  国 税 係  
   一  国 税 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  国 税 附 加 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  新 開 免 租 地 段 別 割 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  軌 道 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  土 地 ニ 関 ス ル 事 項  



  家 屋 税 係  
   一  家 屋 税 及 附 加 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  不 動 産 取 得 税 及 附 加 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  戸 別 割 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  家 屋 ノ 賃 貸 価 格 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  建 物 ニ 関 ス ル 事 項  
  雑 税 係  
   一  営 業 税 及 附 加 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  雑 種 税 及 附 加 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  商 品 切 手 発 行 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  金 庫 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  遊 興 税 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  船 車 ニ 関 ス ル 事 項  
  調 査 係  
   一  府 県 制 第 百 八 条 及 市 制 町 村 制 施 行 令 第 四 十 条 、  
     第 四 十 一 条 ニ 依 ル 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  課 税 洩 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  徴 収 金 ノ 嘱 託 及 受 託 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
  滞 納 整 理 係  
   一  納 税 督 励 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  滞 納 金 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  滞 納 処 分 ニ 関 ス ル 事 項  
 会 計 課  
  収 納 係  
   一  収 納 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  保 証 金 其 ノ 他 ノ 担 保 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  諸 貸 下 金 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  公 金 取 扱 所 ニ 関 ス ル 事 項  
  支 払 係  
   一  支 払 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  決 算 ニ 関 ス ル 事 項  
  用 度 係  
   一  物 品 ノ 購 買 、 売 却 、 修 繕 及 出 納 保 管 ニ 関 ス ル 事  
     項  
   一  人 夫 其 ノ 他 労 力 ノ 供 給 ニ 関 ス ル 事 項  



   一  庁 舎 ノ 管 理 及 営 繕 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  庁 中 取 締 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  給 仕 小 使 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 ８ 年 ８ 月 ２ ９ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ５ ６ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条  税 務 課 国 税 係 掌 理 事 項 中  
 「 一  新 開 免 租 地 段 別 割 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 「 一  埋 立 免

租 地 段 別 割 ニ 関 ス ル 事 項 」 ニ 改 ム  
 
昭 和 ８ 年 １ １ 月 １ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ７ ２ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 中 庶 務 課 「 社 会 係 」 ヲ 削 リ 庶 務 課 ノ 次 ニ  
 「 社 会 課  
   保 護 係  
   福 利 係 」  
 ヲ 加 フ  
第 六 条 中 庶 務 課 社 会 係 分 掌 事 項 ヲ 削 リ 庶 務 課 ノ 次 ニ  
 社 会 課  
  保 護 係  
   一  棄 児 、 迷 児 及 遺 児 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  精 神 病 者 監 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  行 旅 病 人 及 行 旅 死 亡 人 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  災 害 及 漂 流 物 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  救 護 法 ニ 依 ル 居 宅 救 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  軍 事 救 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  水 難 救 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  罹 災 救 助 及 恤 救 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  児 童 虐 待 防 止 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  方 面 事 務 所 ニ 関 ス ル 事 項  
  福 利 係  
   一  社 会 事 業 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  



   一  社 会 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  慈 恵 救 済 其 ノ 他 社 会 事 業 ノ 寄 附 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 社 会 ノ 福 利 ニ 関 ス ル 事 項  
 ヲ 加 フ  
 
昭 和 ８ 年 １ １ 月 １ ４ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ７ ４ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条  戸 籍 兵 事 課 兵 事 係 分 掌 事 項 中 「 一  軍 事 救 護 ニ 関  
 ス ル 事 項 」 ヲ 削 ル  
 
昭 和 ８ 年 １ ２ 月 １ 日  

東 京 市 訓 令 甲 ７ ９ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 第 一 項 中 「 五 課 十 七 係 」 ヲ 「 課 、 係 」 ニ 改 ム  
 
昭 和 ９ 年 １ 月 ２ ３ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ６ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条 社 会 課 福 利 係 分 掌 事 項 中  
 第 三 号 ノ 次 ニ 左 ノ 三 号 ヲ 加 フ  
   一  人 事 相 談 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  住 宅 紹 介 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  児 童 遊 園 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 ９ 年 ３ 月 ８ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ２ １ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条 各 課 係 分 掌 中 税 務 課 国 税 係 中 第 二 号 ノ 次 ニ 「 一    

府 県 制 第 百 八 条 及 市 制 町 村 制 施 行 令 第 四 十 条 、 第 四 十 一

条 ニ 依 ル 調 査 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 加 ヘ  
 調 査 係 中 「 一  府 県 制 第 百 八 条 及 市 制 町 村 制 施 行 令 第 四  



 十 条 、 第 四 十 一 条 ニ 依 ル 調 査 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 削 リ 末 号  
 ニ 「 一  納 税 組 合 其 ノ 他 納 税 施 設 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 加 フ  
 
昭 和 ９ 年 ３ 月 ２ ４ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ２ ５ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条  各 課 係 事 務 分 掌 中 税 務 課 雑 税 係 第 五 号 ノ 次 ニ 左 ノ  
 一 号 ヲ 加 フ  
   一  歓 興 税 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 ９ 年 ９ 月 ８ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ７ ５ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条  
 税 務 課 国 税 係 第 五 号 ノ 次 ニ 左 ノ 二 号 ヲ 加 フ  
   一  特 別 所 得 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  法 人 特 別 所 得 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
 同   雑 税 係 第 六 号 ノ 次 ニ 左 ノ 二 号 ヲ 加 フ  
   一  倶 楽 部 税 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  傭 人 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 ９ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ９ ３ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正 （ 昭 和 ９ 年 １ ０ 月 １ ０ 日 よ り 施 行 ）  
 
第 六 条  社 会 課 保 護 係 第 九 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 項 ヲ 加 ヘ 以 下 繰

下 グ  
   一  少 年 教 護 法 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 １ ０ 年 ４ 月 ５ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 １ ９ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条  各 課 係 事 務 分 掌 「 庶 務 課 庶 務 係 」 中 「 一  移 住 民  



 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 削 リ 以 下 順 次 繰 上 ゲ 同 「 社 会 課 」 中 左

ノ 如 ク 改 ム  
  福 利 係  
   一  社 会 事 業 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  社 会 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  慈 恵 救 済 其 ノ 他 社 会 事 業 ノ 寄 附 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  人 事 相 談 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  移 住 民 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  市 営 住 宅 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  住 宅 紹 介 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  市 営 浴 場 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  児 童 遊 園 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 社 会 ノ 福 利 ニ 関 ス ル 事 項  
同 「 保 健 土 木 課 保 健 係 」 中 第 三 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 ヘ 以  
 下 繰 下 グ  
   一  掃 除 監 視 吏 員 ノ 服 務 監 督 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 １ １ 年 ５ 月 ６ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ４ ７ 号  

東 京 市 例 規 中 改 正  
 
東 京 市 例 規 中 「 区 主 事 」 ヲ 「 主 事 」 ニ 、「 区 技 師 」 ヲ 「 技 師 」

ニ 、「 事 務 員 」 ヲ 「 書 記 」 ニ 、「 区 書 記 」 ヲ 「 書 記 」 ニ 改 ム  
 
昭 和 １ １ 年 １ ０ 月 １ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ８ ７ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条  社 会 課 保 護 係 分 掌 事 項 中 第 五 号 ヲ 「 一  救 護 法 ニ  
 依 ル 救 護 ニ 関 ス ル 事 項 」 ニ 第 八 号 ヲ 「 一  罹 災 救 助 及 賑

恤 救 済 ニ 関 ス ル 事 項 」 ニ 改 メ 第 十 一 号 ヲ 削 リ 末 尾 ニ 左 ノ

三 号 ヲ 加 フ  
   一  乳 幼 児 保 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  方 面 館 及 方 面 事 務 所 ノ 庁 舎 並 敷 地 ノ 管 理 ニ 関 ス  
     ル 事 項  
   一  方 面 事 業 其 ノ 他 要 保 護 者 ノ 保 護 、 救 済 及 教 化 ニ  



     関 ス ル 事 項  
同 条 同 課 福 利 係 分 掌 事 項 中 第 九 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 フ  
   一  方 面 館 ノ 使 用 及 使 用 料 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 １ ２ 年 ６ 月 ７ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ５ ８ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条  庶 務 課 教 育 係 分 掌 事 務 中 「 青 年 訓 練 所 」 ヲ 「 青 年  
 学 校 」 ニ 改 メ 保 健 土 木 課 土 木 係 分 掌 事 務 中 第 一 号 ヲ 左 ノ  
 如 ク 改 ム  
   一  区 長 ニ 分 掌 セ ラ レ タ ル 道 路 占 用 処 分 ニ 関 ス ル 事  
     項  
 
昭 和 １ ２ 年 ８ 月 ７ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ７ ０ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条 中 税 務 課 国 税 係 掌 理 事 項 中  
 「 一  法 人 特 別 所 得 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項 」 ノ 次 ニ  
 「 一  排 水 設 備 工 事 費 段 別 割 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項 」  
 ヲ 加 フ  
 
昭 和 １ ２ 年 １ １ 月 １ ７ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ９ ４ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 中 庶 務 課 選 挙 係 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
  団 体 係  
第 六 条 中 庶 務 課 庶 務 係 事 務 分 掌 中「 一  町 会 ニ 関 ス ル 事 項 」

ヲ 削 リ 同 条 庶 務 課 選 挙 係 事 務 分 掌 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
  団 体 係  
   一  軍 事 援 護 ノ 連 絡 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  区 民 ノ 精 神 運 動 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  防 空 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  区 民 ノ 防 護 訓 練 及 実 施 ニ 関 ス ル 事 項  



   一  非 常 災 害 ノ 対 策 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  町 会 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  公 益 団 体 ノ 連 絡 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 調 査 及 計 画 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 １ ３ 年 １ 月 １ ２ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ２ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条 中 社 会 課 保 護 係 分 掌 事 項 中 「 一  少 年 救 護 法 ニ 関 ス  
 ル 事 項 」 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 フ  
   一  母 子 保 護 法 ニ 依 ル 扶 助 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 １ ３ 年 ５ 月 １ ３ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ５ ６ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 第 一 項 中 社 会 課 「 保 護 係 、 福 利 係 」 ヲ 「 事 業 係 、 軍

事 援 護 係 」 ニ 改 ム  
第 六 条 中 社 会 課 事 務 分 掌 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
  事 業 係  
   一  棄 児 、 迷 子 及 遺 児 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  精 神 病 者 監 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  行 旅 病 人 及 行 旅 死 亡 人 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  災 害 及 漂 流 物 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  救 護 法 ニ 依 ル 救 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  水 難 救 護 罹 災 救 助 及 賑 恤 救 済 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  母 子 保 護 法 ニ 依 ル 扶 助 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  少 年 救 護 法 及 児 童 虐 待 防 止 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  乳 幼 児 保 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  方 面 事 業 其 ノ 他 要 保 護 者 ノ 保 護 、 救 済 及 教 化 ニ  
     関 ス ル 事 項  
   一  方 面 館 及 方 面 事 務 所 ノ 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  社 会 事 業 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  移 住 民 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  市 営 住 宅 及 市 営 浴 場 ニ 関 ス ル 事 項  



   一  児 童 遊 園 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 社 会 事 業 ニ 関 ス ル 事 項  
  軍 事 援 護 係  
   一  軍 事 扶 助 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  帰 還 軍 人 及 傷 痍 軍 人 ノ 就 職 斡 旋 其 ノ 他 生 業 援 助  
     ニ 関 ス ル 事 項  
   一  軍 事 援 護 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 軍 事 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 １ ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 １ ６ ０ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 中 庶 務 課 「 教 育 係 」 ヲ 削 リ 「 団 体 係 」 ノ 次 ニ 左 ノ 如  
 ク 加 フ  
 教 育 課  
  学 事 係  
  社 会 教 育 係  
同 条 中 保 健 土 木 課 及 其 ノ 係 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
 保 健 課  
  保 健 係  
  清 掃 係  
 土 木 課  
  事 務 係  
  第 一 工 事 係  
  第 二 工 事 係  
第 六 条 中 庶 務 課 庶 務 係 事 務 分 掌 概 目 ヲ 左 ノ 如 ク 改 メ 同 課 教

育 係 事 務 分 掌 概 目 及 同 課 団 体 係 事 務 分 掌 概 目 第 二 号 ヲ 削

ル  
   一  区 長 印 及 所 印 ノ 管 守 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  職 員 ノ 進 退 身 分 及 服 務 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  文 書 ノ 受 発 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  予 算 ノ 編 成 及 配 当 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  区 有 財 産 及 造 営 物 ノ 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  区 会 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  賞 勲 、 褒 賞 ニ 関 ス ル 事 項  



   一  都 市 計 画 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  勧 業 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  統 計 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  宿 直 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  他 課 係 ノ 主 管 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
同 条 中 庶 務 課 各 係 事 務 分 掌 概 目 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
 教 育 課  
  学 事 係  
   一  学 齢 児 童 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  区 学 務 委 員 会 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  学 校 、 幼 稚 園 其 ノ 他 学 区 財 産 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  学 区 予 算 ノ 執 行 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  学 校 衛 生 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  学 校 養 護 施 設 及 夏 季 施 設 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  授 業 料 其 ノ 他 ノ 調 定 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  教 育 会 其 ノ 他 教 育 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 学 事 ニ 関 ス ル 事 項  
  社 会 教 育 係  
   一  自 治 訓 練 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  区 民 ノ 精 神 運 動 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  青 年 学 校 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  社 寺 、 教 会 所 、 説 教 所 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  青 少 年 団 体 其 ノ 他 修 養 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 社 会 教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 保 健 土 木 課 及 其 ノ 係 分 掌 概 目 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
 保 健 課  
  保 健 係  
   一  伝 染 病 予 防 及 消 毒 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  病 院 、 医 院 、 医 師 、 薬 剤 師 、 産 婆 、 看 護 婦 及 針  
     灸 治 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  解 剖 及 胎 児 保 存 願 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  衛 生 組 合 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  墓 地 、 火 葬 場 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  公 園 ニ 関 ス ル 事 項  
  清 掃 係  
   一  清 掃 監 視 吏 員 ノ 服 務 監 督 ニ 関 ス ル 事 項  



   一  汚 物 取 扱 手 数 料 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  塵 芥 掃 除 受 託 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  汚 物 処 理 契 約 ニ 基 ク 清 掃 請 負 業 者 、 清 掃 組 合 又  
     ハ 農 家 組 合 ノ 作 業 監 督 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  汚 物 ノ 蒐 集 、 汲 取 及 運 搬 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  清 潔 方 法 実 施 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  清 潔 消 毒 ノ 実 施 ノ 監 督 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 清 掃 ニ 関 ス ル 事 項  
 土 木 課  
  事 務 係  
   一  道 路 、 河 川 及 在 来 下 水 渠 ノ 占 用 又 ハ 使 用 ニ 関 ス  
     ル 事 項  
   一  道 路 、 橋 梁 、 河 川 、 堤 塘 、 在 来 下 水 渠 及 土 揚 敷  
     ノ 自 費 工 事 施 行 願 ノ 処 理 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 土 木 工 事 施 行 ニ 伴 フ 事 務 処 理 ニ 関 ス ル 事  
     項  
  第 一 工 事 係  
   一  道 路 、 橋 梁 、 河 川 、 堤 塘 、 濠 池 、 在 来 下 水 渠 、

土 揚 敷 、 排 水 場 、 樋 門 及 圦 樋 ノ 維 持 並 修 繕 ニ 関

ス ル 事 項  
   一  街 路 照 明 ノ 維 持 並 修 繕 ニ 関 ス ル 事 項  
  第 二 工 事 係  
   一  掘 鑿 及 損 傷 道 路 ノ 復 旧 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  既 設 道 路 ノ 鋪 装 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  道 路 、 橋 梁 、 河 川 、 堤 塘 、 在 来 下 水 渠 及 土 揚 敷  
     ノ 委 託 工 事 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 土 木 工 事 ノ 実 施 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 税 務 課 調 査 係 分 掌 概 目 第 二 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 ヘ  
 第 三 号 中 「 税 外 収 入 」 ヲ 「 其 ノ 他 税 外 収 入 」 ニ 改 ム  
   一  受 益 者 負 担 金 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 １ ４ 年 ７ 月 ６ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ９ １ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 二 十 二 条 第 一 項 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  



宿 直 ハ 事 務 月 俸 吏 員 、 監 視 、 雇 員 及 之 ニ 準 ズ ル 者 （ 課 長 ノ

職 ニ 在 ル 者 及 特 殊 勤 務 ニ 服 ス ル 者 ニ シ テ 勤 務 時 限 等 ニ 因 リ

支 障 ア ル モ ノ ヲ 除 ク ） ノ 中 ヨ リ 之 ニ 充 ツ 但 シ 書 記 其 ノ 他 事

務 月 俸 吏 員 一 名 ハ 必 ズ 之 ニ 充 ツ ル コ ト ヲ 要 ス  
 
昭 和 １ ４ 年 ７ 月 ３ １ 日   

東 京 市 訓 令 甲 第 １ ０ ４ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条 中 戸 籍 兵 事 課 兵 事 係 事 務 分 掌 第 二 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号  
ヲ 加 フ  
   一  国 民 徴 用 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 １ ５ 年 ５ 月 １ ３ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ４ ６ 号  

区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
「 区 役 所 処 務 規 程 」 ヲ 「 東 京 市 区 役 所 処 務 規 程 」 ニ 改 ム  
第 一 条 第 一 項 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
 区 役 所 ニ 左 ノ 課 、 係 ヲ 置 ク  
 庶 務 課  
  庶 務 係  
  選 挙 係  
  総 動 員 係  
 教 育 課  
  学 事 係  
  青 年 教 育 係  
 厚 生 課  
  社 会 係  
  保 健 係  
  軍 事 援 護 係  
 経 済 課  
  事 業 係  
  経 済 統 計 係  
 戸 籍 兵 事 課  
  本 籍 係  



  寄 留 係  
  兵 事 係  
 土 木 課  
  事 務 係  
  第 一 工 事 係  
  第 二 工 事 係  
 税 務 課  
  国 税 係  
  家 屋 税 係  
  雑 税 係  
  調 査 係  
  滞 納 整 理 係  
 会 計 課  
  収 納 係  
  支 払 係  
  用 度 係  
第 六 条 中 庶 務 課 庶 務 係 事 務 分 掌 中 「 一  文 書 ノ 受 発 ニ 関 ス  
 ル 事 項 」 ヲ 「 一  文 書 ノ 受 発 及 成 案 文 書 ノ 審 査 ニ 関 ス ル

事 項 」 ニ 改 メ 、「 一  勧 業 ニ 関 ス ル 事 項 」 及 「 一  統 計 ニ

関 ス ル 事 項 」ヲ 削 リ 、「 一  宿 直 ニ 関 ス ル 事 項 」ノ 前 ニ「 一  

社 寺 、 教 会 所 及 説 教 所 ニ 関 ス ル 事 項 」、「 一  一 般 統 計 ニ

関 ス ル 事 項 」、「 一  区 役 所 臨 時 国 勢 調 査 部 ニ 関 ス ル 事

項 」 及 「 一  区 役 所 派 出 所 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 加 フ  
同 条 中 庶 務 課 選 挙 係 事 務 分 掌 末 尾 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
 一  商 工 会 議 所 議 員 選 挙 資 格 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
 一  多 額 納 税 議 員 選 挙 資 格 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 庶 務 課 団 体 係 及 其 ノ 事 務 分 掌 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
  総 動 員 係  
   一  町 会 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  防 空 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  警 防 団 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  隣 組 防 空 群 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  災 害 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  社 会 教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  国 民 精 神 総 動 員 団 体 及 社 会 教 育 団 体 ニ 関 ス ル 事  
     項  



   一  区 役 所 国 民 精 神 総 動 員 実 行 部 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  区 役 所 選 挙 粛 正 部 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 教 育 課 学 事 係 事 務 分 掌 中 「 区 学 務 委 員 会 」 ヲ 「 小 学  
 校 令 ニ 依 ル 区 学 務 委 員 会 」ニ 改 メ 、「 学 区 財 産 」、「 学 区 予  
 算 」、「 学 校 衛 生 」、「 夏 季 施 設 」 及 「 授 業 料 其 ノ 他 」 ノ 次  
 ニ 「（ 青 年 学 校 ニ 関 ス ル モ ノ ヲ 除 ク ）」 ヲ 加 ヘ 「 一  教 育  
 会 其 ノ 他 教 育 団 体 ニ 関 ス ル 事 項 」 ノ 次 ニ 「 一  区 営 実 業  
 学 校 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 加 ヘ 「 一  其 ノ 他 学 事 ニ 関 ス ル 事

項 」 ヲ 「 一  其 ノ 他 小 学 校 及 幼 稚 園 ニ 関 ス ル 事 項 」 ニ 改

ム  
同 条 中 教 育 課 社 会 教 育 係 及 其 ノ 事 務 分 掌 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
  青 年 教 育 係  
   一  青 年 学 校 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  青 年 学 校 令 ニ 依 ル 区 学 務 委 員 会 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  青 年 学 校 学 区 財 産 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  青 年 学 校 学 区 予 算 ノ 執 行 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  体 力 章 検 定 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  青 少 年 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 「 社 会 課 」 ヲ 「 厚 生 課 」 ニ 「 事 業 係 」 ヲ 「 社 会 係 」  
 ニ 改 メ 厚 生 課 社 会 係 事 務 分 掌 中 「 災 害 及 」 ヲ 削 リ 「 方 面  
 事 業 」 ノ 上 ニ 「 方 面 委 員 会 」 ヲ 加 フ  
同 条 中 厚 生 課 社 会 係 事 務 分 掌 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
  保 健 係  
   一  伝 染 病 予 防 及 消 毒 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  結 核 予 防 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  種 痘 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  区 民 体 位 ノ 向 上 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  病 院 、 医 院 、 薬 剤 師 、 産 婆 、 看 護 婦 及 鍼 灸 治 ニ  
     関 ス ル 事 項  
   一  墓 地 及 火 葬 場 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  公 園 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  保 健 衛 生 体 育 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 厚 生 課 軍 事 援 護 係 事 務 分 掌 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
   一  軍 事 扶 助 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  現 役 又 ハ 応 召 軍 人 及 国 民 徴 用 令 ニ 依 ル 被 徴 用 者  
     並 其 ノ 家 族 又 ハ 遺 族 ノ 慰 問 、 慰 藉 及 援 護 ニ 関 ス  



     ル 事 項  
   一  帰 郷 軍 人 及 傷 痍 軍 人 ノ 就 職 斡 旋 其 ノ 他 生 業 援 助  
     ニ 関 ス ル 事 項  
   一  軍 事 援 護 相 談 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  銃 後 奉 公 会 其 ノ 他 軍 事 援 護 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 軍 事 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 戸 籍 兵 事 課 事 務 分 掌 ノ 前 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
 経 済 課  
  事 業 係  
   一  産 業 ノ 振 興 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  日 用 品 ノ 配 給 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  消 費 経 済 ノ 改 善 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  転 業 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  経 済 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  度 量 衡 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  水 利 組 合 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  猟 区 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 経 済 ニ 関 ス ル 事 項  
  経 済 統 計 係  
   一  商 業 調 査 票 ノ 配 付 及 蒐 集 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  工 業 調 査 票 ノ 配 付 及 蒐 集 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  会 社 票 ノ 配 付 及 蒐 集 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  労 働 統 計 実 地 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 経 済 ニ 関 ス ル 統 計 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 保 健 課 保 健 係 及 清 掃 係 並 其 ノ 事 務 分 掌 ヲ 削 ル  
同 条 中 会 計 課 収 納 係 事 務 分 掌 中 「 一  公 金 取 扱 所 ニ 関 ス ル  
 事 項 」ノ 次 ニ「 一  授 業 料 及 保 育 料 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項 」 
 ヲ 加 フ  
同 条 中 会 計 課 用 度 係 事 務 分 掌 中 「 一  物 品 ノ 購 買 、 売 却 、  
 修 繕 及 出 納 保 管 ニ 関 ス ル 事 項 」ノ 次 ニ「 一  工 事 、運 送 、  
 修 繕 其 ノ 他 ノ 請 負 契 約 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 加 ヘ 「 一  人 夫  
 其 ノ 他 労 力 ノ 供 給 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 「 一  労 力 、 舟 車 其  
 ノ 他 ノ 供 給 契 約 ニ 関 ス ル 事 項 」 ニ 改 ム  
第 六 条 ニ 左 ノ 一 項 ヲ 加 フ  
 区 長 ニ 於 テ 特 ニ 必 要 ト 認 ム ル ト キ ハ 市 長 ノ 承 認 ヲ 受 ケ 前  
 項 各 課 、 係 ノ 分 掌 事 項 ノ 一 部 ヲ 変 更 ス ル コ ト ヲ 得  



 
昭 和 １ ５ 年 ８ 月 １ ７ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ９ ４ 号  

東 京 市 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条 第 一 項 中 庶 務 課 庶 務 係 事 務 分 掌 概 目 中 「 一  社 寺 、

教 会 所 及 説 教 所 ニ 関 ス ル 事 項 」 ノ 次 ニ 「 一  労 務 動 態 調 査

ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 、 厚 生 課 保 健 係 事 務 分 掌 概 目 中 「 一  種

痘 ニ 関 ス ル 事 項 」ノ 次 ニ「 一  国 民 体 力 管 理 ニ 関 ス ル 事 項 」

ヲ 加 ヘ 、 経 済 課 事 業 係 事 務 分 掌 概 目 中 「 一  猟 区 ニ 関 ス ル

事 項 」 ヲ 削 ル  
 
昭 和 １ ５ 年 １ ０ 月 ５ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 １ ２ １ 号  

東 京 市 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 第 一 項 中 税 務 課 各 係 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
 税 務 課  
  地 租 家 屋 税 係  
  所 得 営 業 税 係  
  市 民 税 係  
  納 税 施 設 係  
  整 理 係  
第 六 条 第 一 項 中 税 務 課 各 係 事 務 分 掌 ノ 概 目 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
 税 務 課  
  地 租 家 屋 税 係  
   一  地 租 及 府 税 地 租 附 加 税 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  地 租 附 加 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  家 屋 税 、 反 別 税 及 不 動 産 取 得 税 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル

事 項  
   一  家 屋 税 、 反 別 税 及 不 動 産 取 得 税 ノ 附 加 税 ノ 賦 課

徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  土 地 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  家 屋 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  家 屋 賃 貸 価 格 ノ 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
  所 得 営 業 税 係  



   一  分 類 所 得 税 、 綜 合 所 得 税 及 臨 時 利 得 税 ノ 徴 収 ニ  
     関 ス ル 事 項  
   一  営 業 税 ノ 徴 収 並 営 業 税 及 鉱 区 税 ノ 府 税 附 加 税 ノ  
     徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  営 業 税 及 鉱 区 税 ノ 附 加 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事  
     項  
   一  船 舶 税 、 自 動 車 税 、 電 柱 税 及 狩 猟 者 税 ノ 徴 収 ニ  
     関 ス ル 事 項  
   一  船 舶 税 、 自 動 車 税 、 電 柱 税 及 狩 猟 者 税 ノ 賦 課 徴  
     収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  芸 妓 税 附 加 税 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  舟 税 、 商 品 切 手 発 行 税 、 軌 道 税 、 玉 突 台 税 及 タ  
     ン ク 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  倶 楽 部 税 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  舟 船 及 自 動 車 ニ 関 ス ル 事 項  
  市 民 税 係  
   一  市 民 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  自 転 車 税 、 金 庫 税 、 犬 税 及 傭 人 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ  
     関 ス ル 事 項  
   一  課 税 洩 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  自 転 車 ニ 関 ス ル 事 項  
  納 税 施 設 係  
   一  納 税 組 合 其 ノ 他 納 税 施 設 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  排 水 設 備 事 業 費 反 別 割 及 在 来 下 水 渠 整 理 事 業 費  
     反 別 割 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  受 益 者 負 担 金 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  使 用 料 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
  整 理 係  
   一  納 税 督 励 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  滞 納 金 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  滞 納 処 分 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  徴 収 金 ノ 嘱 託 及 受 託 ニ 関 ス ル 事 項  
 



昭 和 １ ６ 年 ４ 月 １ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ２ ８ 号  

東 京 市 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 第 一 項 中「 土 木 課 」、「 事 務 係 」、「 第 一 工 事 係 」及「 第  
 二 工 事 係 」 ヲ 削 ル  
第 六 条 第 一 項 中 庶 務 課 庶 務 係 事 務 分 掌 「 一  区 役 所 臨 時 国  
 勢 調 査 部 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 削 ル  
同 条 同 項 中 教 育 課 各 係 事 務 分 掌 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
 教 育 課  
  学 事 係  
   一  学 齢 児 童 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  国 民 学 校 、 尋 常 夜 学 校 、 幼 稚 園 及 市 長 ノ 指 定 ス  
     ル 実 業 学 校 並 其 ノ 設 備 ノ 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  国 民 学 校 ノ 建 設 及 造 修 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  国 民 学 校 、 尋 常 夜 学 校 、 幼 稚 園 及 市 長 ノ 指 定 ス  
     ル 実 業 学 校 事 務 ノ 執 行 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  学 校 衛 生 （ 青 年 学 校 ニ 関 ス ル モ ノ ヲ 除 ク ） ニ 関  
     ス ル 事 項  
   一  養 護 施 設 及 夏 季 施 設 （ 青 年 学 校 ニ 関 ス ル モ ノ ヲ  
     除 ク ） ニ 関 ス ル 事 項  
   一  授 業 料 （ 青 年 学 校 ニ 関 ス ル モ ノ ヲ 除 ク ） ニ 関 ス  
     ル 事 項  
   一  教 育 会 其 ノ 他 教 育 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 学 校 、 幼 稚 園 （ 青 年 学 校 ヲ 除 ク ） ニ 関 ス  
     ル 事 項  
  青 年 教 育 係  
   一  青 年 学 校 及 其 ノ 設 備 ノ 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  青 年 学 校 事 務 ノ 執 行 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 青 年 学 校 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  体 力 章 検 定 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  青 年 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 同 項 中 土 木 課 事 務 係 、 同 第 一 工 事 係 及 同 第 二 工 事 係 ノ

事 務 分 掌 ヲ 削 ル  
 



昭 和 １ ６ 年 ４ 月 １ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ３ ０ 号  

東 京 市 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 第 一 項 中 庶 務 課 総 動 員 係 ノ 次 ニ 「 防 衛 係 」 ヲ 加 ヘ 第

六 条 第 一 項 中 庶 務 課 総 動 員 係 及 其 ノ 事 務 分 掌 ヲ 左 ノ 如 ク 改

ム  
  総 動 員 係  
   一  町 会 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  社 会 教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  社 会 教 育 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  大 政 翼 賛 会 及 同 支 部 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  区 役 所 選 挙 粛 正 部 ニ 関 ス ル 事 項  
  防 衛 係  
   一  区 防 空 計 画 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  防 空 ノ 訓 練 及 実 施 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  防 空 設 備 資 材 調 査 及 整 備 促 進 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  防 火 改 修 ノ 斡 旋 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  警 防 団 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  隣 組 防 空 群 ノ 育 成 指 導 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 防 空 及 非 常 災 害 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 １ ６ 年 ５ 月 ２ ６ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ７ １ 号  

東 京 市 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条 中 厚 生 課 保 健 係 事 務 分 掌 「 一  区 民 体 位 ノ 向 上 ニ 関

ス ル 事 項 」 ヲ 「 一  体 位 向 上 及 健 全 慰 楽 ニ 関 ス ル 事 項 」 ニ

改 ム  
 
昭 和 １ ６ 年 ７ 月 ２ ３ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 １ ０ ７ 号  

東 京 市 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 第 一 項 中 教 育 課 青 年 教 育 係 ノ 次 ニ 「 営 繕 係 」 ヲ 加 フ  
第 六 条 第 一 項 中 庶 務 課 庶 務 係 事 務 分 掌 中 「 一  労 務 動 態 調



査 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 削 ル  
同 条 同 項 中 教 育 課 学 事 係 事 務 分 掌 中 「 一  国 民 学 校 ノ 建 設

及 造 修 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 「 一  国 民 学 校 ノ 建 設 及 維 持 （ 営

繕 ヲ 除 ク ） ニ 関 ス ル 事 項 」 ニ 改 メ 同 課 青 年 教 育 係 事 務 分 掌

ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
  営 繕 係  
   一  市 立 学 校 ノ 営 繕 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  区 庁 舎 其 ノ 他 ノ 営 繕 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 同 項 中 経 済 課 経 済 統 計 係 事 務 分 掌 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
  経 済 統 計 係  
   一  商 業 調 査 票 ノ 配 付 及 蒐 集 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  工 業 調 査 票 ノ 配 付 及 蒐 集 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  会 社 票 ノ 配 付 及 蒐 集 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  労 働 技 術 統 計 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  労 務 動 態 調 査 票 並 青 年 国 民 登 録 申 告 票 ノ 配 付  
     及 蒐 集 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  農 林 水 産 業 調 査 報 告 ノ 取 纒 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  重 要 物 資 現 在 高 調 査 申 告 書 ノ 取 纒 ニ 関 ス ル 事 項  
   一  其 ノ 他 経 済 統 計 ニ 関 ス ル 統 計 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 同 項 中 会 計 課 用 度 係 事 務 分 掌 中 「 一  庁 舎 ノ 管 理 及 営

繕 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 「 一  庁 舎 ノ 管 理 ニ 関 ス ル 事 項 」 ニ 改

ム  
 
昭 和 １ ６ 年 １ ０ 月 １ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 １ ４ ４ 号  

東 京 市 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条 第 一 項 中 厚 生 課 社 会 係 事 務 分 掌 「 一  母 子 保 護 法 ニ

依 ル 扶 助 ニ 関 ス ル 事 項 」 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 フ  
   一  医 療 保 護 法 ニ 依 ル 保 護 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 １ ７ 年 ４ 月 １ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 ２ ９ 号  

東 京 市 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条  庶 務 課 総 動 員 係 事 務 分 掌 中 「 一  区 役 所 選 挙 粛 正



部 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 削 ル  
 
昭 和 １ ７ 年 ９ 月 ３ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 １ ０ ９ 号  

東 京 市 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条  区 役 所 ニ 左 ノ 課 ヲ 置 ク  
  庶 務 課  
  戦 時 生 活 課  
  健 民 課  
  防 衛 課  
  戸 籍 兵 事 課  
  財 務 課  
  親 切 課  
 前 項 ノ 外 区 長 ニ 於 テ 必 要 ト 認 ム ル ト キ ハ 別 ニ 委 員 ノ 類 ヲ  
 置 キ 事 務 ヲ 処 理 セ シ ム ル コ ト ヲ 得  
第 三 条  区 長 ハ 課 ニ 係 又 ハ 班 ノ 類 ヲ 設 ク ル コ ト ヲ 得  
第 六 条  各 課 事 務 分 掌 ノ 概 目 左 ノ 如 シ  
 庶 務 課  
  一  区 長 印 及 所 印 ノ 管 守 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  職 員 ノ 進 退 身 分 及 服 務 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  文 書 ノ 受 発 及 成 案 文 書 ノ 審 査 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  予 算 ノ 編 成 及 配 当 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  区 有 財 産 及 営 造 物 ノ 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
  六  区 会 ニ 関 ス ル 事 項  
  七  賞 勲 褒 賞 ニ 関 ス ル 事 項  
  八  都 市 計 画 ニ 関 ス ル 事 項  
  九  社 寺 、 教 会 所 及 説 教 所 ニ 関 ス ル 事 項  
  十  区 役 所 派 出 所 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 一  各 種 選 挙 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 二  陪 審 員 候 補 者 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 三  国 民 学 校 、 青 年 学 校 、 幼 稚 園 、 尋 常 夜 学 校 及 市  
    長 ノ 指 定 ス ル 実 業 学 校 其 ノ 他 教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 四  教 育 会 其 ノ 他 教 育 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 五  体 力 章 検 定 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 六  青 少 年 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  



  十 七  統 計 及 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 八  他 課 ノ 主 管 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
 戦 時 生 活 課  
  一  町 会 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  物 心 総 動 員 運 動 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  貯 蓄 奨 励 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  市 民 教 化 及 市 民 教 化 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  大 政 翼 賛 会 、 翼 賛 壮 年 団 及 大 日 本 婦 人 会 ニ 関 ス ル  
    事 項  
  六  企 業 ノ 整 備 ニ 関 ス ル 事 項  
  七  増 産 奨 励 ニ 関 ス ル 事 項  
  八  日 用 品 ノ 配 給 ニ 関 ス ル 事 項  
  九  消 費 経 済 ノ 改 善 ニ 関 ス ル 事 項  
  十  経 済 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 一  物 価 及 度 量 衡 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 二  市 民 世 帯 票 ノ 整 理 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 三  水 利 組 合 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 四  勧 業 其 ノ 他 経 済 ニ 関 ス ル 事 項  
 健 民 課  
  一  軍 事 扶 助 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  現 役 又 ハ 応 召 軍 人 及 国 民 徴 用 令 ニ 依 ル 被 徴 用 者 並  
    ニ 其 ノ 家 族 又 ハ 遺 族 ノ 慰 問 、 慰 藉 、 援 護 等 ニ 関 ス  
    ル 事 項  
  三  銃 後 奉 公 会 其 ノ 他 軍 事 援 護 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  棄 児 、 迷 児 及 遺 児 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  精 神 病 者 及 行 旅 病 死 人 ニ 関 ス ル 事 項  
  六  漂 流 物 ニ 関 ス ル 事 項  
  七  救 護 、 扶 助 及 保 護 （ 戦 時 災 害 ニ 因 ル 保 護 ヲ 含 ム ）  
    ニ 関 ス ル 事 項  
  八  方 面 委 員 会 及 社 会 事 業 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
  九  方 面 館 及 方 面 事 務 所 ノ 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
  十  移 住 民 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 一  市 営 住 宅 、 市 営 浴 場 及 児 童 遊 園 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 二  保 健 衛 生 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 三  国 民 体 力 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 四  体 位 向 上 及 武 道 錬 成 ニ 関 ス ル 事 項  



  十 五  健 全 慰 楽 及 余 暇 利 用 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 六  墓 地 及 火 葬 場 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 七  公 園 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 八  保 健 衛 生 体 育 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
 防 衛 課  
  一  区 防 空 計 画 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  防 空 ノ 訓 練 及 実 施 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  防 空 設 備 資 材 ノ 調 査 及 整 備 促 進 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  防 火 改 修 ノ 斡 旋 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  警 防 団 ニ 関 ス ル 事 項  
  六  隣 組 防 空 群 ノ 育 成 指 導 ニ 関 ス ル 事 項  
  七  其 ノ 他 防 空 及 非 常 災 害 ニ 関 ス ル 事 項  
 戸 籍 兵 事 課  
  一  戸 籍 及 寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 、 扶 助 料 等 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  多 額 納 税 議 員 及 商 工 会 議 所 議 員 ノ 選 挙 資 格 調 査 ニ  
    関 ス ル 事 項  
  五  統 計 小 票 ニ 関 ス ル 事 項  
  六  兵 事 ニ 関 ス ル 事 項  
  七  国 民 徴 用 ニ 関 ス ル 事 項  
  八  在 郷 軍 人 ニ 関 ス ル 事 項  
 財 務 課  
  一  諸 税 負 担 金 其 ノ 他 公 課 ノ 賦 課 、 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  使 用 料 其 ノ 他 税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  納 税 組 合 其 ノ 他 納 税 施 設 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  土 地 及 家 屋 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  家 屋 賃 貸 価 格 ニ 関 ス ル 事 項  
  六  舟 船 、 自 動 車 及 自 転 車 ニ 関 ス ル 事 項  
  七  課 税 洩 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
  八  納 税 督 促 及 滞 納 処 分 ニ 関 ス ル 事 項  
  九  徴 支 金 ノ 嘱 託 及 受 託 ニ 関 ス ル 事 項  
  十  収 入 支 出 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 一  保 証 金 其 ノ 他 ノ 担 保 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 二  諸 貸 下 金 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 三  公 金 取 扱 所 ニ 関 ス ル 事 項  



  十 四  授 業 料 及 保 育 料 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 五  決 算 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 六  物 品 ノ 購 買 、 売 却 、 修 繕 及 出 納 保 管 ニ 関 ス ル 事  
    項  
  十 七  工 事 、 運 送 、 修 繕 其 ノ 他 請 負 契 約 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 八  労 力 、 舟 車 其 ノ 他 ノ 供 給 契 約 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 九  庁 舎 ノ 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
  二 十  市 立 学 校 、 区 庁 舎 其 ノ 他 ノ 営 繕 ニ 関 ス ル 事 項  
  二 十 一  庁 中 取 締 ニ 関 ス ル 事 項  
  二 十 二  給 仕 小 使 ニ 関 ス ル 事 項  
 親 切 課  
  一  区 役 所 事 務 親 切 化 ノ 徹 底 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  市 民 ノ 要 望 ノ 処 理 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  市 民 ノ 利 便 増 進 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  親 切 感 謝 運 動 ニ 関 ス ル 事 項  
 区 長 ニ 於 テ 特 ニ 必 要 ト 認 ム ル ト キ ハ 市 長 ノ 承 認 ヲ 受 ケ 前  
 項 各 課 ノ 分 掌 事 項 ノ 一 部 ヲ 変 更 ス ル コ ト ヲ 得  
第 七 条 及 第 十 条 中 「 係 主 任 」 ヲ 「 担 当 員 」 ニ 改 ム  
第 十 三 条 中 「 会 計 課 」 ヲ 「 財 務 課 」 ニ 改 ム  
 
昭 和 １ ７ 年 １ １ 月 ２ ８ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 １ ６ ０ 号  

東 京 市 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条 中 庶 務 課 事 務 分 掌 第 一 号 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
   一  公 印 ノ 管 守 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 １ ７ 年 １ ２ 月 ５ 日  

東 京 市 訓 令 甲 第 １ ６ ６ 号  

東 京 市 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 六 条  庶 務 課 事 務 分 掌 第 二 号 中 「 職 員 」 ヲ 「 職 傭 員 （ 給  
 仕 小 使 ヲ 含 ム ）」ニ 改 メ 同 条 中 同 課 事 務 分 掌 第 十 二 号 ノ 次  
 ニ 「 十 三  多 額 納 税 議 員 及 商 工 会 議 所 議 員 ノ 選 挙 資 格 調  
 査 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 加 ヘ 第 十 五 号 ヲ 削 リ 第 十 三 号 ヲ 第 十  
 四 号 、 第 十 四 号 ヲ 第 十 五 号 ト シ 第 十 七 号 ノ 次 ニ 左 ノ 二 号  



 ヲ 加 ヘ 第 十 八 号 ヲ 第 二 十 号 ト ス  
  十 八  庁 舎 ノ 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 九  市 立 学 校 、 区 庁 舎 其 ノ 他 ノ 営 繕 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 健 民 課 事 務 分 掌 第 十 三 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 ヘ 第 十

四 号 ヲ 第 十 五 号 ト シ 以 下 順 次 繰 下 グ  
  十 四  体 力 章 検 定 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 戸 籍 兵 事 課 事 務 分 掌 第 四 号 ヲ 削 リ 第 五 号 ヲ 第 四 号 ト

シ 以 下 順 次 繰 上 グ  
同 条 中 財 務 課 事 務 分 掌 第 十 九 号 、 第 二 十 号 及 第 二 十 二 号 ヲ  

削 リ 第 二 十 一 号 ヲ 第 十 九 号 ト ス  
 
昭 和 １ ８ 年 ７ 月 １ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 １ ６ 号  
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議 簿 ニ 、 其 ノ 他 ハ 文 書 収 受 簿 ニ 登 録 シ 本 書 ニ 収 受 年 月

日 、 記 号 及 番 号 ヲ 附 シ 区 長 ノ 閲 覧 ニ 供 シ タ ル 後 主 務 課

長 ニ 配 付 ス ベ シ  



  記 号 ハ 収 ノ 字 ニ 区 及 主 務 課 ノ 頭 字 ヲ 冠 用 ス ベ シ  
  番 号 ハ 一 月 ヨ リ 起 リ 十 二 月 ニ 止 メ 案 件 ノ 完 結 ニ 至 ル 迄

同 一 番 号 ヲ 貫 用 ス ベ シ  
  完 結 次 年 ニ 亘 リ タ ル 場 合 ニ 於 ケ ル 作 成 文 書 ニ ハ 其 ノ 番

号 ノ 起 用 年 ヲ 併 記 ス ベ シ  
  本 人 又 ハ 使 者 持 参 ノ 願 届 書 類 ハ 主 務 課 長 ニ 於 テ 之 ヲ 接

受 シ タ ル 後 前 四 項 ノ 手 続 ヲ 為 ス ベ シ  
 二  親 展 文 書 ハ 封 緘 ノ 儘 親 展 文 書 収 受 簿 ニ 登 録 シ 直 ニ 区

長 ニ 差 出 ス ベ シ  
 三  現 金 金 券 添 付 ノ 文 書 ハ 金 券 収 受 簿 ニ 登 録 シ 現 金 金 券

ハ 直 ニ 会 計 係 長 ニ 送 付 シ 文 書 ノ 余 白 ニ 其 ノ 旨 記 入 ノ 上

第 一 号 ノ 手 続 ヲ 為 ス ベ シ  
 四  電 報 ヲ 収 受 シ タ ル ト キ ハ 訳 文 ヲ 添 ヘ 第 一 号 ノ 手 続 ヲ

為 シ 親 展 ニ 係 ル モ ノ ハ 直 ニ 区 長 ニ 差 出 ス ベ シ  
 五  訴 願 書 、 訴 訟 書 、 異 議 申 立 書 、 議 員 当 選 承 諾 書 又 ハ

入 札 書 等 ニ シ テ 収 受 日 時 ガ 権 利 ノ 得 喪 ニ 関 係 ヲ 有 ス ル

モ ノ ハ 収 受 ノ 年 月 日 時 ヲ 明 記 シ 収 受 者 之 ニ 捺 印 シ 且 其

ノ 封 皮 ヲ 添 附 ノ 上 第 一 号 ノ 手 続 ヲ 為 ス ベ シ  
 六  収 受 文 書 ノ 内 容 ガ 二 課 以 上 ニ 渉 ル ト キ ハ 関 係 重 キ 課

ニ 回 付 シ 其 ノ 軽 重 ヲ 定 メ 難 キ モ ノ ハ 区 長 ノ 指 揮 ヲ 承 ク

ベ シ  
 七  訓 令 、 指 令 等 ニ シ テ 例 規 ニ 属 ス ル 文 書 ハ 区 長 ノ 閲 覧

ニ 供 シ タ ル 後 其 ノ 写 ヲ 主 務 課 長 ニ 回 付 シ 本 書 ハ 総 務 課

ニ 於 テ 之 ヲ 保 管 ス ベ シ  
 八  収 受 ス ベ カ ラ ザ ル コ ト 明 カ ナ ル 文 書 ハ 直 ニ 返 送 又 ハ

移 送 ノ 手 続 ヲ 為 ス ベ シ  
    第 四 章  文 書 処 理  
第 十 二 条  主 務 課 長 文 書 ノ 配 付 ヲ 受 ケ タ ル ト キ ハ 自 ラ 処 理

ス ル モ ノ ヲ 除 ク ノ 外 当 該 事 務 主 任 者 ヲ シ テ 即 日 処 理 セ シ

ム ベ シ 此 ノ 場 合 ニ 於 テ 当 該 事 務 主 任 者 特 別 ノ 事 由 ニ 依 リ

即 日 処 理 シ 難 キ モ ノ ハ 主 務 課 長 ノ 承 認 ヲ 受 ク ベ シ  
第 十 三 条  起 案 文 書 ハ 総 テ 係 長 、 課 長 ヲ 経 テ 区 長 ノ 決 裁 ヲ

受 ク ベ シ  
第 十 四 条  文 書 ノ 処 理 ハ 概 ネ 左 ノ 方 法 ニ 依 ル ベ シ  
 一  回 議 用 紙 ヲ 用 ヒ テ 為 ス 文 案 ニ ハ 標 題 ヲ 附 シ 簡 明 ニ 立

案 ス ベ シ  



  常 例 ニ 依 リ 取 扱 フ 文 書 ハ 例 文 書 式 ヲ 定 メ 又 ハ 簿 冊 ニ 依

リ 処 理 ス ベ シ  
  事 件 ノ 軽 易 ナ ル モ ノ 又 ハ 上 司 ノ 供 閲 ニ 止 マ ル モ ノ ハ 文

書 ノ 余 白 ニ 処 理 案 ヲ 朱 記 シ 決 裁 ヲ 受 ク ベ シ  
 二  起 案 文 書 ニ ハ 回 議 用 紙 ヲ 用 ヒ タ ル 場 合 ニ 於 テ ハ 該 当

相 当 欄 ニ 、 文 書 ノ 余 白 ヲ 利 用 シ 処 理 シ タ ル 場 合 ニ 於 テ

ハ 其 ノ 余 白 ニ 文 書 編 纂 保 存 規 程 ニ 定 ム ル 編 纂 部 類 及 保

存 区 別 ヲ 記 入 ス ベ シ  
 三  諸 証 明 及 奥 書 、 奥 印 等 ヲ 為 ス ト キ ハ 起 案 回 議 手 続 ヲ

省 略 シ 割 印 簿 ニ 依 リ 処 理 ス ベ シ  
 四  他 課 ノ 主 管 事 務 ニ 関 連 ヲ 有 ス ル モ ノ ハ 必 ズ 関 係 課 ニ

合 議 又 ハ 回 覧 ス ベ シ  
 五  合 議 ヲ 受 ケ タ ル 文 書 ニ シ テ 施 行 前 又 ハ 施 行 後 ニ 再 回

ヲ 要 ス ル モ ノ ハ 課 名 ノ 上 部 ニ 夫 「々 施 行 前 要 再 回 」「 施

行 後 要 再 回 」 ノ 印 ヲ 押 捺 シ 再 回 後 ハ 其 ノ 下 ニ 認 印 シ テ

起 案 者 ニ 返 付 ス ベ シ  
 六  未 結 文 書 ハ 完 結 ニ 至 ル 迄 之 ヲ 一 括 シ 常 ニ 其 ノ 経 過 ヲ

明 瞭 ナ ラ シ ム ベ シ  
 七  完 結 文 書 ハ 其 ノ 余 白 ニ 「 完 結 」 ノ 印 ヲ 押 捺 シ 所 定 ノ

順 序 ニ 従 ヒ 編 纂 ス ベ シ  
第 十 五 条  合 議 文 書 ニ シ テ 意 見 ヲ 異 ニ シ 其 ノ 議 協 ハ ザ ル ト

キ ハ 上 司 ノ 決 裁 ヲ 受 ク ベ シ  
第 十 六 条  決 裁 済 ノ 文 書 ニ シ テ 都 長 官 名 、 区 長 名 又 ハ 区 名

ヲ 以 テ 発 ス ル モ ノ ハ 総 務 課 ニ 於 テ 直 ニ 之 ヲ 浄 書 ス ベ シ 但

シ 別 紙 ノ 類 ハ 主 務 課 ニ 於 テ 浄 書 回 付 ス ベ シ  
 発 議 事 件 ニ 係 ル 文 書 ハ 文 書 発 議 簿 ニ 之 ヲ 登 録 シ 本 書 ニ ハ

発 議 年 月 日 、 記 号 及 番 号 ヲ 附 ス ベ シ 此 ノ 場 合 ニ 於 テ ハ 第

十 一 条 第 一 号 ノ 規 定 ハ 其 ノ 記 号 及 番 号 ニ 付 之 ヲ 準 用 ス  
 課 長 名 、 課 名 ヲ 以 テ ス ル モ ノ ハ 其 ノ 課 ニ 於 テ 浄 書 ノ 上 原

議 ト 共 ニ 総 務 課 ニ 回 付 ス ベ シ  
    第 五 章  文 書 発 送  
第 十 七 条  浄 書 済 ノ 文 書 ハ 総 務 課 ニ 於 テ 回 議 書 ト 割 印 ヲ 為

シ 校 合 ノ 上 施 行 年 月 日 及 番 号 ヲ 記 シ 官 公 印 ヲ 押 捺 シ 之 ヲ

使 送 簿 又 ハ 郵 送 簿 ニ 記 入 シ 発 送 ス ベ シ  
 各 課 ヨ リ 発 送 ス ベ キ 文 書 ノ 回 付 ア リ タ ル ト キ ハ 前 二 項 ノ

例 ニ 依 リ 発 送 ノ 手 続 ヲ 為 ス ベ シ  



第 十 八 条  施 行 済 ノ 回 議 及 閲 覧 済 ノ 文 書 ハ 関 係 簿 冊 ニ 其 ノ

旨 記 入 ノ 上 主 務 課 ニ 回 付 ス ベ シ  
第 十 九 条  回 議 文 書 中 様 式 、 文 例 等 ニ 違 ヒ 又 ハ 誤 謬 ア リ ト

認 ム ル ト キ ハ 総 務 課 長 ニ 於 テ 起 案 ノ 主 旨 ニ 反 セ ザ ル 範 囲

ニ 於 テ 適 当 ニ 修 補 ス ベ シ  
    第 六 章  文 書 編 纂 及 保 存  
第 二 十 条  完 結 文 書 ハ 各 課 長 ニ 於 テ 編 纂 ス ベ シ  
第 二 十 一 条  編 纂 済 ニ 係 ル 文 書 ハ 総 務 課 長 ニ 於 テ 保 存 ス ベ

シ  
第 二 十 二 条  文 書 ノ 編 纂 保 存 規 程 ハ 別 ニ 之 ヲ 定 ム  

第 七 章  服 務 心 得  
第 二 十 三 条  職 員 出 勤 シ タ ル ト キ ハ 自 ラ 出 勤 簿 ニ 捺 印 ス ベ

シ  
 疾 病 其 ノ 他 事 故 ニ 因 リ 遅 刻 又 ハ 早 退 ノ 場 合 ニ 於 テ ハ 遅 参

早 退 簿 ニ 其 ノ 事 由 ヲ 記 シ 署 名 捺 印 ス ベ シ  
 出 勤 簿 及 遅 参 早 退 簿 ハ 総 務 課 長 之 ガ 整 理 及 保 管 ヲ 為 ス ベ

シ  
第 二 十 四 条  疾 病 其 ノ 他 事 故 ニ 因 リ 登 庁 シ 能 ハ ザ ル ト キ ハ

出 勤 時 限 後 三 十 分 以 内 ニ 其 ノ 事 由 ヲ 届 出 ヅ ベ シ  
第 二 十 五 条  疾 病 ノ 為 欠 勤 十 五 日 以 上 ニ 及 ブ ト キ ハ 医 師 ノ

診 断 書 ヲ 添 ヘ 届 出 ヅ ベ シ 其 ノ 届 出 期 間 経 過 後 尚 引 続 キ 十

五 日 以 上 欠 勤 セ ン ト ス ル ト キ 亦 同 ジ  
第 二 十 六 条  休 暇 ヲ 乞 ヒ 又 ハ 私 事 旅 行 ノ 許 可 ヲ 請 ハ ン ト ス

ト キ ハ 前 日 迄 ニ 其 ノ 手 続 ヲ 了 ス ベ シ 但 シ 疾 病 ノ 為 十 五 日

以 上 ニ 渉 リ 転 地 療 養 セ ン ト ス ル 者 ハ 医 師 ノ 診 断 書 ヲ 添 附

ス ベ シ  
第 二 十 七 条  執 務 時 間 中 私 事 ノ 為 一 時 外 出 セ ン ト ス ル ト キ

ハ 上 司 ノ 承 認 ヲ 受 ク ベ シ  
第 二 十 八 条  忌 服 ヲ 受 ケ タ ル ト キ ハ 直 ニ 届 出 ヅ ベ シ 父 母 ノ

忌 祭 ニ 当 リ 出 勤 セ ザ ル ト キ 亦 同 ジ  
第 二 十 九 条  現 役 兵 ト シ テ 入 営 ヲ 命 ゼ ラ レ 若 ハ 陸 海 軍 ニ 召

集 セ ラ レ タ ル ト キ 又 ハ 国 家 総 動 員 法 ニ 基 キ 徴 用 セ ラ レ タ

ル ト キ ハ 之 ヲ 証 ス ベ キ 書 面 ヲ 添 ヘ 直 ニ 届 出 ヅ ベ シ 入 隊 後

階 級 ニ 異 動 ヲ 生 ジ タ ル ト キ 亦 同 ジ  
 簡 閲 点 呼 ニ 参 会 ヲ 命 ゼ ラ レ 又 ハ 徴 兵 検 査 受 検 等 ノ 為 出 勤

シ 能 ハ ザ ル ト キ ハ 前 項 ニ 準 ジ 届 出 ヅ ベ シ  



第 三 十 条  新 ニ 採 用 セ ラ レ タ ル 者 ハ 履 歴 書 及 住 所 届 ヲ 三 日

以 内 ニ 提 出 ス ベ シ  
 転 勤 ヲ 命 ゼ ラ レ 着 任 シ タ ル ト キ ハ 三 日 以 内 ニ 住 所 届 ヲ 提

出 ス ベ シ  
 本 籍 、 住 所 、 身 分 、 氏 名 等 ニ 異 動 ヲ 生 ジ タ ル ト キ ハ 速 ニ

其 ノ 旨 届 出 ヅ ベ シ  
 前 各 項 ノ 場 合 ニ 於 テ 東 京 都 外 ニ 居 住 セ ン ト ス ル ト キ ハ 其

ノ 理 由 ヲ 具 シ 上 司 ノ 許 可 ヲ 受 ク ベ シ  
第 三 十 一 条  休 職 、 退 官 、 退 職 、 転 任 等 ノ 場 合 ハ 速 ニ 其 ノ

担 任 事 務 ノ 処 理 顛 末 ヲ 記 シ 引 継 書 ヲ 作 リ 後 任 者 ニ 引 継 グ

ベ シ  
 事 務 引 継 ヲ 了 シ タ ル ト キ ハ 前 任 及 後 任 者 連 署 ヲ 以 テ 届 出

ヅ ベ シ  
第 三 十 二 条  職 員 ノ 願 届 書 ハ 総 テ 主 務 課 長 ノ 検 印 ヲ 受 ケ 総

務 課 ニ 提 出 ス ベ シ  
第 三 十 三 条  出 張 其 ノ 他 病 気 欠 勤 等 ノ 為 執 務 ス ル コ ト 能 ハ

ザ ル 場 合 ニ 於 テ 担 任 事 務 中 緊 急 ヲ 要 ス ル 事 項 ニ 付 テ ハ 上

司 ノ 承 認 ヲ 受 ケ 他 ノ 職 員 ニ 引 継 ギ 事 務 処 理 ニ 遅 滞 ナ カ ラ

シ ム ベ シ  
第 三 十 四 条  文 書 類 ハ 主 務 課 長 ノ 承 認 ヲ 得 ズ シ テ 之 ヲ 他 ニ

示 シ 又 ハ 其 ノ 謄 本 ヲ 与 フ ル コ ト ヲ 得 ズ  
第 三 十 五 条  退 庁 ノ 際 ハ 保 管 ノ 文 書 及 物 品 ハ 遺 漏 ナ ク 所 定

ノ 場 所 ニ 収 置 シ 不 在 ノ 場 合 ト 雖 モ 之 ガ 検 索 ニ 支 障 ナ カ ラ

シ ム ベ シ  
第 三 十 六 条  職 員 ノ 管 内 出 張 又 ハ 二 日 以 内 ノ 隣 接 県 下 ヘ 出

張 及 其 ノ 他 ノ 地 域 ニ シ テ 宿 泊 ヲ 要 セ ザ ル 場 合 ノ 出 張 ハ 別

ニ 定 ム ル 出 張 命 令 簿 ニ 依 リ 出 張 ノ 前 日 迄 ニ 所 要 ノ 手 続 ヲ

了 シ 主 務 課 長 之 ガ 令 達 ヲ 為 ス ベ シ  
第 三 十 七 条  出 張 先 ニ 於 テ 予 定 ヲ 変 更 セ ン ト ス ル ト キ ハ 電

報 又 ハ 電 話 等 ヲ 以 テ 直 ニ 上 司 ノ 承 認 ヲ 受 ク ベ シ  
第 三 十 八 条  前 二 条 ノ 手 続 ヲ 了 シ タ ル ト キ ハ 主 務 課 長 ハ 総

務 課 長 ニ 通 知 ス ベ シ  
第 三 十 九 条  第 三 十 六 条 ノ 規 定 ノ 適 用 ヲ 受 ケ ザ ル 管 外 出 張

ハ 区 長 之 ガ 内 申 ヲ 為 ス ベ シ  
第 四 十 条  出 張 ヲ 為 シ タ ル 者 帰 庁 シ タ ル ト キ ハ 遅 滞 ナ ク 文

書 又 ハ 口 頭 ヲ 以 テ 其 ノ 要 領 ヲ 上 司 ニ 復 命 ス ベ シ  



第 四 十 一 条  左 ノ 場 合 ニ 於 テ ハ 関 係 者 ハ 直 ニ 登 庁 シ 区 長 又

ハ 課 長 ノ 指 揮 ヲ 承 ク ベ シ  
 一  兵 員 ノ 召 集 、 馬 匹 其 ノ 他 徴 発 令 達 ア リ タ ル コ ト ヲ 聞

知 シ タ ル ト キ  
 二  区 役 所 近 傍 ニ 出 火 ア リ タ ル ト キ  
 三  非 常 異 変 ノ 生 ジ タ ル ト キ  
 四  其 ノ 他 上 司 ヨ リ 命 令 ア リ タ ル ト キ  
    第 六 章  宿 直 心 得  
第 四 十 二 条  宿 直 ハ 二 人 ト シ 職 員 ノ 中 ヨ リ 之 ニ 充 ツ 但 シ 課

長 以 上 ノ 職 ニ 在 ル 者 及 特 殊 勤 務 ニ 服 ス ル 者 ニ シ テ 勤 務 時

限 等 ニ 支 障 ア ル 者 ハ 此 ノ 限 ニ 在 ラ ズ  
 宿 直 ノ 輪 番 順 序 ハ 平 日 ト 休 日 ト ニ 区 別 シ 総 務 課 ニ 於 テ 予

メ 之 ヲ 定 メ 当 番 者 ニ 通 知 ス ベ シ  
第 四 十 三 条  宿 直 員 ノ 勤 務 時 間 ハ 退 庁 時 限 ヨ リ 翌 日 出 勤 時

限 迄 、 休 日 ハ 出 勤 時 限 ヨ リ 翌 日 出 勤 時 限 迄 ト ス  
第 四 十 四 条  宿 直 所 管 ノ 簿 冊 等 左 ノ 如 シ  
 一  宿 直 日 誌  
 一  文 書 収 受 簿  
 一  送 付 簿  
 一  印 箱  
 一  職 員 宿 所 録  
 一  郵 便 切 手  
 一  鍵 箱  
 一  非 常 警 備 ニ 関 ス ル 書 類  
 一  其 ノ 他 特 ニ 所 管 ヲ 命 ゼ ラ レ タ ル 物 件  
第 四 十 五 条  宿 直 員 ハ 緊 急 ヲ 要 ス ル 文 書 ノ 収 受 又 ハ 発 送 ヲ

為 ス ベ シ  
 前 項 ノ 収 受 発 送 ヲ 為 シ タ ル 文 書 及 宿 直 ニ 於 テ 取 扱 ヒ タ ル

文 書 ハ 翌 日 出 勤 時 限 ニ 総 務 課 長 ニ 引 継 グ ベ シ  
第 四 十 六 条  電 報 又 ハ 至 急 ノ 文 書 等 到 達 シ タ ル ト キ ハ 直 ニ

区 長 、 総 務 課 長 及 主 務 課 長 ノ 指 揮 ヲ 承 ク ベ シ  
第 四 十 七 条  現 金 又 ハ 金 券 ヲ 収 受 シ タ ル ト キ ハ 厳 重 ニ 管 守

シ 翌 日 総 務 課 長 ニ 引 継 グ ベ シ  
第 四 十 八 条  兵 員 ノ 召 集 又 ハ 徴 発 ノ 令 達 ア リ タ ル ト キ ハ 其

ノ 令 達 ノ 封 筒 受 領 ノ 欄 ニ 受 領 シ タ ル 者 ノ 職 氏 名 及 日 時 分

ヲ 記 入 シ 宿 直 員 認 印 ノ 上 之 ヲ 返 付 シ 直 ニ 区 長 、 総 務 課 長



及 戸 籍 兵 事 課 長 ニ 急 報 シ 同 時 ニ 非 番 小 使 ヲ 召 集 シ 且 令 達

受 領 ノ 日 時 分 ハ 必 ズ 宿 直 日 誌 ニ 記 載 ス ベ シ  
第 四 十 九 条  宿 直 員 ハ 構 内 及 庁 舎 ヲ 監 守 シ 当 直 ノ 小 使 等 ヲ

指 揮 監 督 シ 非 常 異 変 ノ 場 合 ニ 於 テ ハ 直 ニ 臨 機 ノ 措 置 ヲ 為

ス ベ シ  
第 五 十 条  区 内 ニ 火 災 、 水 害 等 ア リ タ ル ト キ ハ 直 ニ 都 庁 ニ

通 報 ス ベ シ  
第 五 十 一 条  宿 直 時 限 中 ニ 生 ジ タ ル 事 件 ハ 総 テ 宿 直 日 誌 ニ

記 載 シ 翌 日 総 務 課 長 ニ 提 出 ス ベ シ  
    雑  則  
第 五 十 二 条  区 長 ハ 事 務 整 理 ノ 為 都 次 長 ノ 認 可 ヲ 経 テ 処 務

細 則 ヲ 設 ク ル コ ト ヲ 得  
 
昭 和 １ ８ 年 １ １ 月 １ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 １ ８ ７ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 五 条  区 長 不 在 ノ ト キ ハ 総 務 課 長 其 ノ 事 務 ヲ 代 決 ス  
第 六 条  主 務 課 長 不 在 ノ ト キ ハ 主 務 係 長 其 ノ 事 務 ヲ 代 決 ス  
第 七 条  前 二 条 ノ 規 定 ニ 依 リ 代 決 シ タ ル 事 項 ハ 遅 滞 ナ ク 上

司 ノ 閲 覧 ニ 供 ス ベ シ  
第 八 条 中 総 務 課 事 務 分 掌 第 七 号 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
  七  会 計 及 用 度 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 教 育 課 事 務 分 掌 第 三 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 ヘ 第 四 号

ヲ 五 号 ト シ 以 下 順 次 繰 下 グ  
  四  社 会 教 化 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 戸 籍 兵 事 課 事 務 分 掌 第 四 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 フ  
  五  国 民 徴 用 ニ 関 ス ル 事 項  
第 九 条 中 「 各 係 ノ 事 務 分 掌 」 ヲ 「 各 係 ノ 掌 理 事 項 」 ニ 改 ム  
同 条 中 教 育 課 教 化 係 掌 理 事 項 第 四 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 フ  
  五  壮 丁 ノ 学 力 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 戸 籍 兵 事 課 兵 事 係 掌 理 事 項 第 一 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ

加 フ  
  二  国 民 徴 用 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 防 衛 課 建 築 係 掌 理 事 項 第 一 号 ヲ 「 一  市 街 地 建 築 物

法 ノ 施 行 ニ 関 ス ル 事 項 」 ニ 改 メ 同 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 ヘ



第 二 号 ヲ 第 三 号 ト ス  
  二  其 ノ 他 建 築 物 及 工 作 物 ニ 関 ス ル 事 項  
第 十 三 条  区 長 ノ 決 裁 ヲ 受 ク ベ キ 文 書 ハ 総 テ 総 務 課 長 ヲ 経

由 ス ベ シ  
 
昭 和 １ ８ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 ２ ２ ２ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 八 条 中 防 衛 課 事 務 分 掌 第 一 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 ヘ 第 二

号 ヲ 第 三 号 、 第 三 号 ヲ 第 四 号 ト ス  
  二  疎 散 ニ 関 ス ル 事 項  
第 九 条 中 防 衛 課 防 備 係 掌 理 事 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
  疎 散 係  
   一  疎 散 ノ 指 導 斡 旋 及 助 成 金 ノ 交 付 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  疎 散 ノ 相 談 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  疎 散 ノ 基 礎 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  転 入 規 制 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 １ ９ 年 ４ 月 １ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 ６ ３ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 八 条 中 厚 生 課 事 務 分 掌 中 第 三 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 ヘ 第

四 号 ヲ 第 五 号 ト シ 以 下 順 次 繰 下 グ  
  四  国 民 徴 用 扶 助 及 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
第 九 条 中 厚 生 課 軍 事 援 護 係 掌 理 事 項 第 二 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号

ヲ 加 ヘ 第 三 号 ヲ 第 四 号 ト ス  
  三  国 民 徴 用 扶 助 及 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 １ ９ 年 ４ 月 ２ ７ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 ９ ２ 号  

東 京 都 区 役 所 支 所 規 程 制 定 （ ５ 月 １ 日 よ り 施 行 ）  
 
   東 京 都 区 役 所 支 所 規 程  
    第 一 章  総 則  



第 一 条  区 長 ノ 事 務 ヲ 分 掌 セ シ ム ル 為 区 役 所 支 所 ヲ 設 ク ル

コ ト ヲ 得 其 ノ 位 置 、 名 称 及 管 轄 区 域 ハ 別 ニ 之 ヲ 定 ム  
第 二 条  支 所 長 ハ 事 務 官 ヲ 以 テ 之 ニ 充 テ 都 長 官 之 ヲ 命 ズ  
 支 所 長 ハ 区 長 ノ 命 ヲ 承 ケ 所 務 ヲ 掌 理 シ 部 下 ノ 官 吏 及 吏 員

ヲ 指 揮 監 督 ス  
第 三 条  支 所 ニ 左 ノ 課 、 係 ヲ 置 ク  
 総 務 課  
  総 務 係  
  教 育 係  
  会 計 係  
 税 務 課  
  徴 収 係  
  賦 課 係  
 民 生 課  
  振 興 係  
  戸 籍 係  
  厚 生 係  
 経 済 課  
  産 業 係  
  配 給 係  
 防 衛 土 木 課  
  防 衛 係  
  土 木 係  
 支 所 長 ハ 区 長 ヲ 経 民 生 局 長 ノ 承 認 ヲ 受 ケ 前 項 ノ 係 ヲ 変 更

ス ル コ ト ヲ 得  
第 四 条  各 課 ニ 課 長 ヲ 置 キ 区 長 之 ヲ 命 ズ  
 課 長 ハ 支 所 長 ノ 命 ヲ 承 ケ 其 ノ 課 ノ 事 務 ヲ 掌 理 シ 課 員 ヲ 指

揮 監 督 ス  
第 五 条  課 ノ 係 ニ 係 長 ヲ 置 キ 支 所 長 之 ヲ 命 ズ  
 係 長 ハ 課 長 ノ 命 ヲ 承 ケ 係 ノ 事 務 ヲ 分 掌 ス  
第 六 条  課 員 ノ 事 務 分 担 ハ 課 長 之 ヲ 定 ム  
第 七 条  支 所 長 不 在 ノ ト キ ハ 総 務 課 長 其 ノ 事 務 ヲ 代 決 ス  
第 八 条  主 務 課 長 不 在 ノ ト キ ハ 主 務 係 長 其 ノ 事 務 ヲ 代 決 ス  
第 九 条  前 二 条 ノ 規 定 ニ 依 リ 代 決 シ タ ル 事 項 ハ 遅 滞 ナ ク 上

司 ノ 閲 覧 ニ 供 ス ベ シ  
    第 二 章  事 務 分 掌  



第 十 条  各 課 ノ 事 務 分 掌 ノ 概 目 左 ノ 如 シ  
 総 務 課  
  一  官 印 及 公 印 ノ 管 守 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  職 員 ノ 身 分 及 進 退 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  褒 賞 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  文 書 ノ 往 復 及 記 録 編 纂 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  官 報 及 公 報 ノ 報 告 ニ 関 ス ル 事 項  

六  選 挙 及 陪 審 員 ノ 候 補 者 資 格 ノ 調 査 其 ノ 他 各 種 ノ 調

査 及 統 計 ニ 関 ス ル 事 項  
  七  予 算 、 決 算 、 会 計 及 用 度 ニ 関 ス ル 事 項  
  八  神 社 ニ 関 ス ル 事 項  
  九  宗 教 ニ 関 ス ル 事 項  

十  国 民 学 校 、 国 民 夜 学 校 、 青 年 学 校 其 ノ 他 教 育 及 社

会 教 化 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 一  青 少 年 団 体 其 ノ 他 教 育 教 化 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 二  財 産 及 営 造 物 ノ 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 三  支 所 出 張 所 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 四  他 課 ノ 主 管 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
 税 務 課  
  一  国 税 及 都 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  税 外 諸 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  徴 収 金 ノ 嘱 託 及 受 託 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  納 税 組 合 其 ノ 他 納 税 施 設 ニ 関 ス ル 事 項  
 民 生 課  
  一  町 会 及 隣 組 ノ 指 導 監 督 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  貯 蓄 奨 励 及 貯 蓄 組 合 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  資 源 回 収 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  国 民 運 動 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  戸 籍 及 寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  
  六  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
  七  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 及 扶 助 料 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事 項  
  八  兵 事 ニ 関 ス ル 事 項  
  九  住 宅 ニ 関 ス ル 事 項  
  十  体 力 管 理 及 体 力 増 強 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 一  保 健 衛 生 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 二  拓 殖 民 ニ 関 ス ル 事 項  



 経 済 課  
  一  商 工 農 及 水 産 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  企 業 許 可 及 企 業 整 備 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  物 資 ノ 配 合 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  度 量 衡 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  経 済 諸 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
  六  空 閑 地 利 用 奨 励 其 ノ 他 増 産 奨 励 ニ 関 ス ル 事 項  
 防 衛 土 木 課  
  一  支 所 防 空 計 画 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  疎 散 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  防 空 設 備 資 材 ノ 整 備 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  建 築 ニ 関 ス ル 事 項  

五  道 路 、 橋 梁 、 河 川 、 溝 渠 、 排 水 場 及 公 園 ノ 維 持 管

理 ニ 関 ス ル 事 項  
六  道 路 、 水 面 、 共 同 物 揚 場 等 ノ 占 用 使 用 ニ 関 ス ル 事

項  
  七  防 衛 土 木 工 事 ニ 関 ス ル 事 項  
第 十 一 条  各 係 ノ 掌 理 事 項 ノ 概 目 左 ノ 如 シ  
 総 務 課  
  総 務 係  
   一  官 印 及 公 印 ノ 管 守 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  職 員 ノ 身 分 及 進 退 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  褒 賞 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  文 書 ノ 往 復 及 記 録 編 纂 ニ 関 ス ル 事 項  

  五  官 報 及 公 報 ノ 報 告 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  各 種 統 計 及 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  

七  各 種 選 挙 及 陪 審 員 候 補 者 資 格 ノ 調 査 ニ 関 ス ル 事

項  
   八  予 算 ニ 関 ス ル 事 項  
   九  支 所 出 張 所 ニ 関 ス ル 事 項  
   十  宿 直 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 一  他 ノ 課 、 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  教 育 係  
   一  神 社 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  宗 教 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  社 会 教 化 ニ 関 ス ル 事 項  



   四  国 民 学 校 、 国 民 夜 学 校 、 青 年 学 校 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  養 護 学 級 及 養 護 学 園 ニ 関 ス ル 事 項  

六  青 少 年 団 体 其 ノ 他 教 育 及 教 化 諸 団 体 ニ 関 ス ル 事

項  
   七  学 校 体 育 及 学 校 衛 生 ニ 関 ス ル 事 項  
   八  壮 丁 ノ 学 力 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
  会 計 係  
   一  都 費 ノ 会 計 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  決 算 ニ 関 ス ル 事 項  

三  庁 舎 及 学 校 ノ 営 繕 其 ノ 他 営 造 物 ノ 管 理 ニ 関 ス ル

事 項  
   四  支 所 金 庫 ニ 関 ス ル 事 項  

五  現 金 、 有 価 証 券 及 担 保 物 ノ 出 納 保 管 ニ 関 ス ル 事

項  
   六  物 品 ノ 調 度 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  工 事 、 運 送 、 修 繕 其 ノ 他 請 負 契 約 ニ 関 ス ル 事 項  
   八  労 力 、 舟 車 其 ノ 他 ノ 供 給 契 約 ニ 関 ス ル 事 項  
   九  庁 中 取 締 ニ 関 ス ル 事 項  
 税 務 課  
  徴 収 係  
   一  納 税 組 合 其 ノ 他 納 税 施 設 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  諸 税 ノ 賦 課 資 料 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  納 税 督 促 及 滞 納 処 分 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  課 税 洩 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  税 外 諸 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  徴 収 金 ノ 嘱 託 及 受 託 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  課 内 他 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  賦 課 係  
   一  国 税 ノ 賦 課 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  都 税 ノ 賦 課 ニ 関 ス ル 事 項  
 民 生 課  
  振 興 係  
   一  物 心 総 動 員 運 動 ニ 関 ス ル 事 項  

二  大 政 翼 賛 会 、 翼 賛 壮 年 団 及 大 日 本 婦 人 会 ニ 関 ス

ル 事 項  
   三  戦 時 資 源 並 ニ 廃 品 回 収 ニ 関 ス ル 事 項  



   四  町 会 及 隣 組 ノ 指 導 監 督 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  都 民 世 帯 票 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  国 民 貯 蓄 奨 励 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  国 民 貯 蓄 組 合 ニ 関 ス ル 事 項  
   八  国 債 及 戦 時 債 券 ノ 消 化 促 進 ニ 関 ス ル 事 項  
   九  家 庭 用 品 更 生 利 用 ニ 関 ス ル 事 項  
   十  不 用 品 ノ 交 換 斡 旋 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 一  課 内 他 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  戸 籍 係  
   一  戸 籍 及 寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  

三  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 及 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事

項  
四  兵 事 ニ 関 ス ル 願 届 書 ノ 受 理 、 通 達 文 書 ノ 交 付 及

兵 籍 ノ 異 動 其 ノ 他 兵 事 ニ 関 ス ル 事 項  
  厚 生 係  

一  救 護 、扶 助 及 保 護（ 戦 時 災 害 ニ 因 ル 保 護 ヲ 含 ム ）

ニ 関 ス ル 事 項  
   二  災 害 救 助 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  精 神 病 者 及 行 旅 病 死 亡 人 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  少 年 救 護 及 児 童 虐 待 防 止 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  方 面 委 員 会 及 社 会 事 業 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  戦 時 託 児 所 ノ 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  

七  都 営 住 宅 、 都 営 浴 場 並 ニ 宿 泊 所 ノ 管 理 ニ 関 ス ル

事 項  
   八  住 宅 ニ 関 ス ル 事 項  
   九  地 代 家 賃 統 制 及 貸 家 組 合 ニ 関 ス ル 事 項  
   十  軍 事 扶 助 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 一  軍 事 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 二  国 民 徴 用 扶 助 並 ニ 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 三  銃 後 奉 公 会 其 ノ 他 軍 事 援 護 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 四  国 民 体 力 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 五  体 力 増 強 及 武 道 錬 成 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 六  体 力 章 検 定 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 七  厚 生 運 動 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 八  拓 殖 民 ニ 関 ス ル 事 項  



   十 九  保 健 衛 生 ニ 関 ス ル 事 項  
   二 十  防 疫 ニ 関 ス ル 事 項  
 経 済 課  
  産 業 係  
   一  商 工 農 及 水 産 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  企 業 許 可 及 企 業 整 備 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  空 閑 地 利 用 奨 励 其 ノ 他 増 産 奨 励 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  経 済 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  応 召 中 小 商 工 業 者 ノ 生 業 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  課 内 他 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  配 給 係  
   一  物 資 ノ 配 給 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  配 給 機 関 ノ 指 導 監 督 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  度 量 衡 ニ 関 ス ル 事 項  
 防 衛 土 木 課  
  防 衛 係  
   一  支 所 防 空 計 画 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  疎 開 ノ 指 導 斡 旋 及 助 成 金 ノ 交 付 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  疎 開 相 談 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  疎 開 ノ 基 礎 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  転 入 規 制 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  防 空 設 備 資 材 ノ 整 備 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  市 街 地 建 築 物 法 ノ 施 行 ニ 関 ス ル 事 項  
   八  其 ノ 他 建 築 物 及 工 作 物 ニ 関 ス ル 事 項  
   九  防 空 設 備 ノ 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
   十  課 内 他 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  土 木 係  

一  道 路 、 橋 梁 、 河 川 、 溝 渠 、 排 水 場 其 ノ 他 ノ 土 木

施 設 及 公 園 ノ 管 理 並 ニ 其 ノ 修 繕 工 事 ニ 関 ス ル 事 項  
二  道 路 、 水 面 及 共 同 物 揚 場 ノ 占 用 使 用 ニ 関 ス ル 事

項  
   三  掘 鑿 及 損 傷 道 路 ノ 復 旧 工 事 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  既 設 道 路 ノ 舗 装 工 事 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  街 路 照 明 ノ 維 持 及 修 繕 工 事 ニ 関 ス ル 事 項  

六  防 空 用 貯 水 槽 其 ノ 他 防 空 用 土 木 工 事 ニ 関 ス ル 事

項  



第 十 三 条  支 所 長 ハ 区 長 ヲ 経 民 生 局 長 ノ 承 認 ヲ 承 ケ 前 条 ノ

分 掌 事 務 ノ 一 部 ヲ 変 更 ス ル コ ト ヲ 得  
第 十 四 条  本 規 程 ニ 定 ム ル モ ノ ヲ 除 ク ノ 外 東 京 都 区 役 所 処

務 規 程 ヲ 準 用 ス  
 
昭 和 １ ９ 年 ５ 月 １ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 ９ ４ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 第 二 項 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
 区 長 ハ 民 生 局 長 ノ 承 認 ヲ 受 ケ 前 項 ノ 係 ヲ 変 更 ス ル コ ト ヲ

得  
第 八 条 中 総 務 課 掌 理 事 項 第 八 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 ヘ 第 九

号 ヲ 第 十 号 ト シ 以 下 順 次 繰 下 グ  
九  庁 舎 、 倉 庫 其 ノ 他 ノ 建 物 及 其 ノ 敷 地 並 ニ 材 料 置 場 ノ

借 入 及 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
第 九 条 中 総 務 課 会 計 係 掌 理 事 項 第 三 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加

ヘ 第 四 号 ヲ 第 五 号 ト シ 以 下 順 次 繰 下 グ  
四  庁 舎 、 倉 庫 其 ノ 他 ノ 建 物 及 其 ノ 敷 地 並 ニ 材 料 置 場 ノ

借 入 及 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 厚 生 課 保 護 係 掌 理 事 項 第 七 号 中「 都 営 住 宅 、」ノ 下 ニ

「 不 良 住 宅 地 区 改 善 事 業 ニ 基 ク 住 宅 並 ニ 」 ヲ 加 ヘ 「 並 ニ 宿

泊 所 」 ヲ 削 ル  
同 条 中 経 済 課 産 業 係 掌 理 事 項 第 三 号 中 「 増 産 奨 励 」 ノ 上 ニ

「 戦 時 農 園 等 空 閑 地 利 用 奨 励 其 ノ 他 」 ヲ 加 フ  
同 条 中 同 課 配 給 係 掌 理 事 項 第 二 号 中 「 配 給 機 関 ノ 」 ノ 下 ニ

「 査 察 」 ヲ 加 フ  
第 十 条 中 「 都 次 長 」 ヲ 「 民 生 局 長 」 ニ 改 ム  
 
昭 和 １ ９ 年 １ ０ 月 ２ ４ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 ２ １ ３ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 八 条 中 振 興 課 事 務 分 掌 第 五 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 フ  
 六  屎 尿 ノ 非 常 処 理 作 業 ニ 対 ス ル 都 民 協 力 ニ 関 ス ル 事 項  
第 九 条 中 振 興 課 町 会 係 掌 理 事 項 第 二 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加



フ  
 三  屎 尿 ノ 非 常 処 理 作 業 ニ 対 ス ル 都 民 協 力 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 １ ９ 年 １ ０ 月 ２ ４ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 ２ １ ４ 号  

東 京 都 区 役 所 支 所 規 程 中 改 正  
 
第 十 条 中 民 生 課 事 務 分 掌 第 十 二 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 フ  
 十 三  屎 尿 非 常 処 理 作 業 ニ 対 ス ル 都 民 協 力 ニ 関 ス ル 事 項  
第 十 一 条 中 民 生 課 振 興 係 掌 理 事 項 第 十 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ

加 ヘ 第 十 一 号 ヲ 第 十 二 号 ト ス  
 十 一  屎 尿 非 常 処 理 作 業 ニ 対 ス ル 都 民 協 力 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 ２ ０ 年 ６ 月 ８ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 ７ ４ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 第 一 項 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
 区 役 所 ニ 左 ノ 課 、 係 ヲ 置 ク  
  総 務 課  
   総 務 係  
   振 興 係  
   教 育 係  
  財 務 課  
   会 計 係  
   税 務 係  
  民 生 課  
   厚 生 係  
   衛 生 係  
  経 済 課  
   産 業 係  
   食 料 係  
   生 活 物 資 係  
  軍 事 戸 籍 課  
   兵 事 係  
   戸 籍 係  



   軍 事 援 護 係  
  衛 生 土 木 課  
   防 衛 係  
   建 築 係  
   土 木 係  
第 八 条  各 課 ノ 事 務 分 掌 ノ 概 目 左 ノ 如 シ  
 総 務 課  
  一  官 印 及 区 印 ノ 管 守 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  職 員 ノ 身 分 及 進 退 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  褒 賞 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  文 書 ノ 往 復 及 記 録 編 纂 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  統 計 及 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
  六  区 会 ニ 関 ス ル 事 項  
  七  議 員 選 挙 ニ 関 ス ル 事 項  
  八  教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
  九  神 社 及 宗 教 ニ 関 ス ル 事 項  
  十  町 会 及 隣 組 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 一  貯 蓄 奨 励 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 二  国 民 運 動 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 三  他 課 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
 財 務 課  
  一  予 算 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  会 計 及 用 度 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  区 有 財 産 及 営 造 物 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  税 及 税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
 民 生 課  
  一  救 護 、 扶 助 及 保 護 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  体 力 増 強 及 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  拓 殖 民 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  保 健 衛 生 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  清 掃 ニ 関 ス ル 事 項  
  六  防 疫 ニ 関 ス ル 事 項  
 経 済 課  
  一  商 、 工 、 農 及 水 産 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  企 業 許 可 及 企 業 整 備 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  物 資 配 給 ニ 関 ス ル 事 項  



  四  度 量 衡 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  資 源 回 収 ニ 関 ス ル 事 項  
 軍 事 戸 籍 課  
  一  兵 事 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  戸 籍 及 寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 、 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  国 民 徴 用 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
  六  軍 事 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
 防 衛 土 木 課  
  一  防 空 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  疎 開 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  建 築 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  住 宅 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  土 木 ニ 関 ス ル 事 項  
第 九 条  各 係 ノ 掌 理 事 項 ノ 概 目 左 ノ 如 シ  
 総 務 課  
  総 務 係  
   一  官 印 及 区 印 ノ 管 守 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  職 員 ノ 身 分 及 進 退 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  褒 賞 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  文 書 ノ 往 復 及 記 録 編 纂 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  統 計 及 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  官 報 及 公 報 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  区 会 ニ 関 ス ル 事 項  
   八  議 員 選 挙 ニ 関 ス ル 事 項  
   九  水 利 組 合 ニ 関 ス ル 事 項  
   十  区 役 所 支 所 及 出 張 所 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 一  宿 直 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 二  他 ノ 、 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  振 興 係  
   一  町 会 及 隣 組 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  貯 蓄 奨 励 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  国 民 運 動 ニ 関 ス ル 事 項  
  教 育 係  
   一  神 社 及 宗 教 ニ 関 ス ル 事 項  



   二  教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
 財 務 課  
  会 計 係  
   一  予 算 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  国 費 、 都 費 及 区 費 ノ 会 計 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  決 算 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  区 有 財 産 及 営 造 物 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  区 金 庫 ニ 関 ス ル 事 項  

六  現 金 、 有 価 証 券 及 担 保 物 ノ 出 納 保 管 ニ 関 ス ル 事

項  
   七  物 品 ノ 調 達 其 ノ 他 契 約 ニ 関 ス ル 事 項  
   八  庁 中 取 締 ニ 関 ス ル 事 項  
   九  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  税 務 係  
   一  税 及 税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  納 税 施 設 ニ 関 ス ル 事 項  
 民 生 課  
  厚 生 係  

一  救 護  医 療 救 護 ヲ 除 ク  扶 助 及 保 護 ニ 関 ス ル 事

項  
   二  精 神 病 者 及 行 旅 病 死 亡 人 ニ 関 ス ル 事 項  

三  少 年 救 護 、 児 童 虐 待 防 止 其 ノ 他 厚 生 事 業 ニ 関 ス

ル 事 項  
   四  方 面 委 員 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  興 生 事 業 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  体 力 増 強 及 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  拓 殖 民 ニ 関 ス ル 事 項  
   八  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  衛 生 係  

一  区 民 ノ 健 康 増 進 、 清 掃 、 防 疫 其 ノ 他 保 健 衛 生 ニ

関 ス ル 事 項  
   二  医 療 救 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  保 健 所 ニ 関 ス ル 事 項  
 経 済 課  
  産 業 係  
   一  商 、 工 、 農 及 水 産 ニ 関 ス ル 事 項  



   二  企 業 許 可 及 企 業 整 備 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  度 量 衡 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  資 源 回 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  空 閑 地 利 用 其 ノ 他 増 産 奨 励 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  家 庭 用 品 ノ 更 生 利 用 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  食 料 係  
   一  食 料 品 ノ 配 給 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  食 料 品 配 給 機 関 ノ 指 導 監 督 ニ 関 ス ル 事 項  
  生 活 物 資 係  
   一  生 活 物 資 （ 食 料 品 ヲ 除 ク ） ノ 配 給 ニ 関 ス ル 事 項  

二  生 活 物 資 （ 食 料 品 ヲ 除 ク ） 配 給 機 関 ノ 指 導 監 督

ニ 関 ス ル 事 項  
 軍 事 戸 籍 課  
  兵 事 係  

一  徴 兵 、 徴 募 、 召 集 、 徴 発 其 ノ 他 兵 事 ニ 関 ス ル 事

項  
   二  国 民 徴 用 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  戸 籍 係  
   一  戸 籍 及 寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  

二  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 、 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事

項  
   三  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
  軍 事 援 護 係  
   一  軍 事 扶 助 及 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  国 民 徴 用 扶 助 及 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
 防 衛 土 木 課  
  防 衛 係  
   一  区 防 空 計 画 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  防 空 設 備 資 材 ノ 整 備 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  疎 開 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  建 築 係  
   一  建 築 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  住 宅 ニ 関 ス ル 事 項  



三  地 代 家 賃 統 制 令 及 貸 家 組 合 法 ノ 施 行 ニ 関 ス ル 事

項  
   四  庁 舎 ノ 営 繕 ニ 関 ス ル 事 項  
  土 木 係  

一  道 路 、 橋 梁 、 河 川 、 溝 渠 、 排 水 場 及 公 園 等 ノ 維

持 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
二  道 路 、 水 面 、 共 同 物 揚 場 （ 港 域 内 ノ モ ノ ヲ 除 ク ）

等 ノ 占 用 使 用 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  防 衛 土 木 工 事 ニ 関 ス ル 事 項  
第 十 条 ノ 二  都 長 官 ノ 指 定 ス ル 区 役 所 ノ 課 、 係 ニ 関 シ テ ハ

第 一 条 第 一 項 第 八 条 及 第 九 条 ノ 規 定 ニ 拘 ラ ズ 別 ニ 之 ヲ 定

ム  
 
昭 和 ２ ０ 年 ６ 月 ８ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 ７ ５ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 中 第 １ ０ 条 ノ ２ ノ 区 役 所 ノ 課 、 係 制

定  
 
   東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 第 十 条 ノ 二 ノ 区 役 所 ノ 課 、 係  
第 一 条  東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 第 十 条 ノ 二 ノ 区 役 所 ニ 左 ノ

課 、 係 ヲ 置 ク  
 総 務 課  
  総 務 係  
  教 育 係  
  財 務 係  
 民 生 経 済 課  
  民 生 係  
  経 済 係  
 軍 事 戸 籍 課  
  軍 事 係  
  戸 籍 係  
 防 衛 土 木 課  
  防 衛 係  
  土 木 係  
第 二 条  各 課 ノ 事 務 分 掌 ノ 概 目 左 ノ 如 シ  
 総 務 課  



  一  官 印 及 区 印 ノ 管 守 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  職 員 ノ 身 分 及 進 退 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  褒 賞 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  文 書 ノ 往 復 及 記 録 編 纂 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  統 計 及 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
  六  区 会 ニ 関 ス ル 事 項  
  七  議 員 選 挙 ニ 関 ス ル 事 項  
  八  教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
  九  神 社 及 宗 教 ニ 関 ス ル 事 項  
  十  町 会 及 隣 組 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 一  貯 蓄 奨 励 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 二  国 民 運 動 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 三  予 算 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 四  会 計 及 用 度 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 五  区 有 財 産 及 営 造 物 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 六  税 及 税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 七  他 課 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
 民 生 経 済 課  
  一  救 護 、 扶 助 及 保 護 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  体 力 増 強 及 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  拓 殖 民 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  保 健 衛 生 、 清 掃 及 防 疫 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  商 、 工 、 農 及 水 産 ニ 関 ス ル 事 項  
  六  物 資 ノ 配 給 ニ 関 ス ル 事 項  
  七  度 量 衡 ニ 関 ス ル 事 項  
  八  資 源 回 収 ニ 関 ス ル 事 項  
 軍 事 戸 籍 課  
  一  兵 事 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  戸 籍 及 寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 、 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  国 民 徴 用 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
  六  軍 事 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
 防 衛 土 木 課  
  一  防 空 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  疎 開 ニ 関 ス ル 事 項   



  三  建 築 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  住 宅 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  土 木 ニ 関 ス ル 事 項  
第 三 条  各 係 ノ 掌 理 事 項 ノ 概 目 左 ノ 如 シ  
 総 務 課  
  総 務 係  
   一  官 印 及 区 印 ノ 管 守 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  職 員 ノ 身 分 及 進 退 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  褒 賞 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  文 書 ノ 往 復 及 記 録 編 纂 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  統 計 及 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  官 報 及 公 報 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  区 会 ニ 関 ス ル 事 項  
   八  議 員 選 挙 ニ 関 ス ル 事 項  
   九  町 会 及 隣 組 ニ 関 ス ル 事 項  
   十  貯 蓄 奨 励 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 一  国 民 運 動 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 二  水 利 組 合 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 三  宿 直 ニ 関 ス ル 事 項  
   十 四  他 ノ 課 、 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  教 育 係  
   一  神 社 及 宗 教 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
  財 務 係  
   一  予 算 及 決 算 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  国 費 、 都 費 及 区 費 ノ 会 計 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  税 及 税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  区 有 財 産 及 営 造 物 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  区 金 庫 ニ 関 ス ル 事 項  

六  現 金 、 有 価 証 券 及 担 保 物 ノ 出 納 保 管 ニ 関 ス ル 事

項  
   七  物 品 ノ 調 達 其 ノ 他 契 約 ニ 関 ス ル 事 項  
   八  庁 中 取 締 ニ 関 ス ル 事 項  
 民 生 経 済 課  
  民 生 係  
   一  救 護 、 扶 助 及 保 護 ニ 関 ス ル 事 項  



   二  精 神 病 者 及 行 旅 病 死 亡 人 ニ 関 ス ル 事 項  
三  少 年 救 護 、 児 童 虐 待 防 止 其 ノ 他 厚 生 事 業 ニ 関 ス

ル 事 項  
   四  方 面 委 員 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  興 生 事 業 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  体 力 増 強 及 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  拓 殖 民 ニ 関 ス ル 事 項  
   八  保 健 衛 生 ニ 関 ス ル 事 項  
   九  保 健 所 ニ 関 ス ル 事 項  
   十  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  経 済 係  
   一  商 、 工 、 農 及 水 産 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  企 業 許 可 及 企 業 整 備 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  度 量 衡 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  資 源 回 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  生 活 物 資 ノ 配 給 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  生 活 物 資 配 給 機 関 ノ 措 置 監 督 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  家 庭 用 品 ノ 更 生 利 用 ニ 関 ス ル 事 項  
 軍 事 戸 籍 課  
  軍 事 係  

一  徴 兵 、 徴 募 、 召 募 、 徴 発 其 ノ 他 兵 事 ニ 関 ス ル 事

項  
   二  国 民 徴 用 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  軍 事 扶 助 及 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  国 民 徴 用 扶 助 及 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  戸 籍 係  
   一  戸 籍 及 寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  

二  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 、 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事

項  
   三  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
 防 衛 土 木 課  
  防 衛 係  
   一  区 防 空 計 画 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  防 空 設 備 資 材 ノ 整 備 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  疎 開 ニ 関 ス ル 事 項  



   四  建 築 ニ 関 ス ル 事 項  
五  地 代 家 賃 統 制 令 及 貸 家 組 合 法 ノ 施 行 其 ノ 他 住 宅

ニ 関 ス ル 事 項  
   六  庁 舎 ノ 営 繕 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  土 木 係  

一  道 路 、 橋 梁 、 河 川 、 溝 渠 、 排 水 場 及 公 園 等 ノ 維

持 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
二  道 路 、 水 面 、 共 同 物 揚 場 （ 港 域 内 ノ モ ノ ヲ 除 ク ）

等 ノ 占 用 使 用 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  防 衛 土 木 工 事 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 ２ ０ 年 ９ 月 １ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 １ １ ０ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
    第 八 章  宿 直 心 得  
第 四 十 二 条  宿 直 ハ 二 人 ト シ 職 員 ノ 中 ヨ リ 之 ニ 充 ツ 但 シ 課

長 以 上 ノ 職 ニ 在 ル 者 及 特 殊 勤 務 ニ 服 ス ル 者 ニ シ テ 勤 務 時

限 等 ニ 支 障 ア ル 者 ハ 此 ノ 限 ニ 在 ラ ズ  
 宿 直 輪 番 順 序 ハ 平 日 ト 休 日 ト ニ 区 別 シ 総 務 課 ニ 於 テ 予 メ

之 ヲ 定 メ 当 番 者 ニ 通 知 ス ベ シ  
第 四 十 三 条  宿 直 員 ノ 勤 務 時 間 ハ 退 庁 時 限 ヨ リ 翌 日 出 勤 時

限 迄 ト ス  
第 四 十 四 条  宿 直 所 管 ノ 簿 冊 等 左 ノ 如 シ  
 一  宿 直 日 誌  
 二  文 書 収 受 簿  
 三  送 付 簿  
 四  印 箱  
 五  職 員 宿 所 録  
 六  郵 便 切 手  
 七  鍵 箱  
 八  非 常 警 備 ニ 関 ス ル 書 類  
 九  其 ノ 他 特 ニ 所 管 ヲ 命 ゼ ラ レ タ ル 物 件  
第 四 十 五 条  宿 直 員 ハ 緊 急 ヲ 要 ス ル 文 書 ノ 収 受 又 ハ 発 送 ヲ

為 ス ベ シ  



 前 項 ノ 収 受 発 送 ヲ 為 シ タ ル 文 書 及 宿 直 ニ 於 テ 取 扱 ヒ タ ル

文 書 ハ 翌 日 出 勤 時 限 ニ 総 務 課 長 ニ 引 継 グ ベ シ  
第 四 十 六 条  電 報 又 ハ 至 急 ノ 文 書 等 到 達 シ タ ル ト キ ハ 直 ニ

区 長 、 総 務 課 長 及 主 務 課 長 ノ 指 揮 ヲ 承 ケ 其 ノ 到 達 ガ 重 要

ナ ル 権 利 ノ 得 喪 ニ 関 係 ア ル 場 合 ハ 必 ズ 其 ノ 日 時 分 ヲ 宿 直

日 誌 ニ 記 載 ス ベ シ  
第 四 十 七 条  現 金 又 ハ 金 券 ヲ 収 受 シ タ ル ト キ ハ 厳 重 ニ 管 守

シ 翌 日 総 務 課 長 ニ 引 継 グ ベ シ  
第 四 十 八 条  宿 直 員 ハ 構 内 及 庁 舎 ヲ 監 守 シ 当 直 ノ 小 使 等 ヲ

指 揮 監 督 シ 非 常 災 変 ノ 場 合 ニ 於 テ ハ 直 ニ 臨 機 ノ 措 置 ヲ 為

ス ベ シ  
第 四 十 九 条  区 内 ニ 火 災 、 水 害 等 ア リ タ ル ト キ ハ 直 ニ 都 庁

ニ 速 報 ス ベ シ  
第 五 十 条  宿 直 時 限 中 ニ 生 ジ タ ル 事 件 ハ 総 テ 宿 直 日 誌 ニ 記

載 シ 翌 日 総 務 課 長 ニ 提 出 ス ベ シ  
「 第 五 十 二 条 」 ヲ 「 第 五 十 一 条 」 ト ス  
 
昭 和 ２ ０ 年 ９ 月 １ ０ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 １ １ ６ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 中 厚 生 係 ノ 次 ニ 「 援 護 係 」 ヲ 加 フ  
同 条 中 経 済 課 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 軍 事 戸 籍 課 及 防 衛 土

木 課 ノ 項 ヲ 削 ル  
 戸 籍 課  
  本 籍 係  
  寄 留 係  
 土 木 課  
  管 理 係  
  土 木 係  
  建 築 係  
第 八 条 中 民 生 課 事 務 分 掌 第 一 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 ヘ 第 二

号 ヲ 第 三 号 ト シ 以 下 順 次 繰 下 グ  
  二  軍 事 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 「 軍 事 戸 籍 課 」「 防 衛 土 木 課 」 ヲ 夫 々 「 戸 籍 課 」「 土

木 課 」 ニ 改 メ 戸 籍 課 事 務 分 掌 ヲ 左 ノ 如 ク 改 メ 以 下 順 次 繰 上



ゲ 土 木 課 事 務 分 掌 第 一 号 ヲ 削 リ 第 二 号 ヲ 第 一 号 ト シ 以 下 順

次 繰 上 グ  
  一  本 籍 及 寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 、 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
第 九 条 中 民 生 課 厚 生 係 掌 理 事 項 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
  援 護 係  
   一  軍 人 遺 族 及 傷 痍 軍 人 ノ 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 経 済 課 各 係 掌 理 事 項 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 軍 事 戸

籍 課 及 防 衛 土 木 課 各 係 掌 理 事 項 ノ 項 ヲ 削 ル  
 戸 籍 課  
  本 籍 係  
   一  本 籍 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  寄 留 係  
   一  寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  

三  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 及 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事

項  
 土 木 課  
  管 理 係  

一  道 路 、 橋 梁 、 河 川 、 溝 渠 、 排 水 場 及 公 園 等 ノ 管

理 ニ 関 ス ル 事 項  
二  道 路 、 水 面 、 共 同 物 揚 場 （ 港 域 内 ノ モ ノ ヲ 除 ク ）

等 ノ 占 用 使 用 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  疎 開 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  土 木 係  

一  道 路 、 橋 梁 、 河 川 、 溝 渠 、 排 水 場 及 公 園 等 ノ 維

持 修 繕 工 事 ニ 関 ス ル 事 項  
  建 築 係  
   一  建 築 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  住 宅 ニ 関 ス ル 事 項  

三  地 代 家 賃 統 制 令 及 貸 家 組 合 法 ノ 施 行 ニ 関 ス ル 事

項  
   四  庁 舎 ノ 営 繕 ニ 関 ス ル 事 項  



 
昭 和 ２ ０ 年 ９ 月 １ ０ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 １ １ ７ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 中 第 １ ０ 条 ノ ２ ノ 区 役 所 ノ 課 、 係 改

正  
 
第 一 条 中 民 生 経 済 課 「 民 生 係 」 ノ 次 ニ 「 援 護 係 」 ヲ 加 フ  
同 条 中 民 生 経 済 課 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 軍 事 戸 籍 課 及 防

衛 土 木 課 ノ 項 ヲ 削 ル  
 戸 籍 課  
  本 籍 係  
  寄 留 係  
 土 木 課  
  管 理 係  
  土 木 係  
第 二 条 中 民 生 経 済 課 事 務 分 掌 第 一 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 ヘ

第 二 号 ヲ 第 三 号 ト シ 以 下 順 次 繰 下 グ  
 二  軍 事 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 「 軍 事 戸 籍 課 」「 防 衛 土 木 課 」 ヲ 夫 々 「 戸 籍 課 」 土 木

課 」 ニ 改 メ 戸 籍 課 事 務 分 掌 ヲ 左 ノ 如 ク 改 メ 土 木 課 事 務 分 掌

第 一 号 ヲ 削 リ 第 二 号 ヲ 第 一 号 ト シ 以 下 順 次 繰 上 グ  
 一  本 籍 及 寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  
 二  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 、 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事 項  
 三  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
第 三 条 中 民 生 経 済 課 民 生 係 掌 理 事 項 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加

フ  
 援 護 係  
  一  軍 人 遺 族 及 傷 痍 軍 人 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 民 生 経 済 課 各 係 掌 理 事 項 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 軍

事 戸 籍 課 及 防 衛 土 木 課 各 係 掌 理 事 項 ノ 項 ヲ 削 ル  
 戸 籍 課  
  本 籍 係  
   一  本 籍 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  寄 留 係  
   一  寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  



   二  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
三  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 及 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事

項  
 土 木 課  
  管 理 係  

一  道 路 、 橋 梁 、 河 川 、 溝 渠 、 排 水 場 及 公 園 等 ノ 管

理 ニ 関 ス ル 事 項  
二  道 路 、 水 路 、 共 同 物 揚 場 （ 港 域 内 ノ モ ノ ヲ 除 ク ）

等 ノ 占 用 使 用 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  疎 開 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  建 築 ニ 関 ス ル 事 項  

五  地 代 家 賃 統 制 令 及 貸 家 組 合 法 ノ 施 行 其 ノ 他 住 宅

ニ 関 ス ル 事 項  
   六  庁 舎 ノ 営 繕 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  土 木 係  

一  道 路 、 橋 梁 、 河 川 、 溝 渠 、 排 水 場 及 公 園 等 ノ 維

持 修 繕 工 事 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 ２ ０ 年 ９ 月 ２ ５ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 １ ２ ４ 号  

東 京 都 区 役 所 支 所 規 程 中 改 正  
 
第 三 条 第 一 項 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
 支 所 ニ 左 ノ 課 、 係 ヲ 置 ク  
 総 務 課  
  総 務 係  
  振 興 係  
  教 育 係  
 財 務 課  
  会 計 係  
  税 務 係  
 民 生 課  
  厚 生 係  
  援 護 係  
  衛 生 係  



 経 済 課  
  産 業 係  
  食 料 係  
  生 活 物 資 係  
 戸 籍 課  
  本 籍 係  
  寄 留 係  
 土 木 課  
  管 理 係  
  土 木 係  
  建 築 係  
第 十 条  各 課 ノ 事 務 分 掌 ノ 概 目 左 ノ 如 シ  
 総 務 課  
  一  官 印 及 所 印 ノ 管 守 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  職 員 ノ 身 分 及 進 退 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  褒 賞 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  文 書 ノ 往 復 及 記 録 編 纂 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  統 計 及 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
  六  議 員 選 挙 ニ 関 ス ル 事 項  
  七  教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
  八  神 社 及 宗 教 ニ 関 ス ル 事 項  
  九  町 会 及 隣 組 ニ 関 ス ル 事 項  
  十  貯 蓄 奨 励 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 一  国 民 運 動 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 二  他 課 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
 財 務 課  
  一  予 算 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  会 計 及 用 度 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  所 有 財 産 及 営 造 物 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  税 及 税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
 民 生 課  
  一  援 護 、 救 護 、 扶 助 及 保 護 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  体 力 増 強 及 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  拓 殖 民 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  保 健 衛 生 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  清 掃 ニ 関 ス ル 事 項  



  六  防 疫 ニ 関 ス ル 事 項  
 経 済 課   
  一  商 工 農 及 水 産 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  企 業 許 可 及 企 業 整 備 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  物 資 ノ 配 給 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  度 量 衡 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  資 源 回 収 ニ 関 ス ル 事 項  
 戸 籍 課  
  一  戸 籍 及 寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 及 扶 助 料 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  埋 火 葬 ニ 関 ス ル 事 項  
 土 木 課  
  一  疎 開 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  建 築 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  住 宅 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  土 木 ニ 関 ス ル 事 項  
第 十 一 条  各 係 ノ 掌 理 事 項 ノ 概 目 左 ノ 如 シ  
 総 務 課  
  総 務 係  
   一  官 印 及 所 印 ノ 管 守 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  職 員 ノ 身 分 及 進 退 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  褒 賞 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  文 書 ノ 往 復 及 記 録 編 纂 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  統 計 及 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  官 報 及 公 報 ノ 報 告 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  各 種 選 挙 及 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
   八  支 所 出 張 所 ニ 関 ス ル 事 項  
   九  宿 直 ニ 関 ス ル 事 項  
   十  他 ノ 課 、 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  振 興 係  
   一  町 会 及 隣 組 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  貯 蓄 奨 励 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  国 民 運 動 ニ 関 ス ル 事 項  
  教 育 係  
   一  神 社 及 宗 教 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  教 育 ニ 関 ス ル 事 項  



 財 務 課  
  会 計 係  
   一  予 算 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  国 費 及 都 費 ノ 会 計 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  決 算 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  所 有 財 産 及 営 造 物 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  支 金 庫 ニ 関 ス ル 事 項  

六  現 金 、 有 価 証 券 及 担 保 物 ノ 出 納 、 保 管 ニ 関 ス ル

事 項  
   七  物 品 ノ 調 達 其 ノ 他 契 約 ニ 関 ス ル 事 項  
   八  庁 中 取 締 ニ 関 ス ル 事 項  
   九  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  税 務 係  
   一  税 及 税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  納 税 施 設 ニ 関 ス ル 事 項  
 民 生 課  
  厚 生 係  

一  救 護 （ 医 療 救 護 ヲ 除 ク ） 扶 助 及 保 護 ニ 関 ス ル 事

項  
   二  精 神 病 者 及 行 旅 病 死 亡 人 ニ 関 ス ル 事 項  

三  少 年 教 護 、 児 童 虐 待 防 止 其 ノ 他 厚 生 事 業 ニ 関 ス

ル 事 項  
   四  方 面 委 員 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  興 生 事 業 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  体 力 増 強 及 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  拓 殖 民 ニ 関 ス ル 事 項  
   八  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  援 護 係  
   一  軍 人 遺 族 及 傷 痍 軍 人 ノ 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  復 員 者 ノ 生 業 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
  衛 生 係  

一  区 民 （ 支 所 ） ノ 健 康 増 進 、 清 掃 、 防 疫 其 ノ 他 保

健 衛 生 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  医 療 救 護 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  保 健 所 ニ 関 ス ル 事 項  
 経 済 課  



  産 業 係  
   一  商 、 工 、 農 及 水 産 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  企 業 許 可 及 企 業 整 備 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  度 量 衡 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  資 源 回 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  空 閑 地 利 用 其 ノ 他 増 産 奨 励 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  家 庭 用 品 ノ 更 正 利 用 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  食 料 係  
   一  食 料 品 ノ 配 給 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  食 料 品 配 給 機 関 ノ 指 導 監 督 ニ 関 ス ル 事 項  
  生 活 物 資 係  
   一  生 活 物 資 （ 食 料 品 ヲ 除 ク ） ノ 配 給 ニ 関 ス ル 事 項  

二  生 活 物 資 （ 食 料 品 ヲ 除 ク ） 配 給 機 関 ノ 指 導 監 督

ニ 関 ス ル 事 項  
 戸 籍 課  
  本 籍 係  
   一  本 籍 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  寄 留 係  
   一  寄 留 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  

三  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 及 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事

項  
 土 木 課  
  管 理 係  
   一  道 路 、 橋 梁 、 河 川 、 溝 渠 、 排 水 場 及 公 園 等 ノ 管

理 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  道 路 、 水 面 、 共 同 物 揚 場 （ 港 域 内 ノ モ ノ ヲ 除 ク ）

等 ノ 占 用 使 用 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  土 木 係  

一  道 路 、 橋 梁 、 河 川 、 溝 渠 、 排 水 場 及 公 園 等 ノ 維

持 、 修 繕 工 事 ニ 関 ス ル 事 項  
  建 築 係  
   一  建 築 ニ 関 ス ル 事 項  



   二  住 宅 ニ 関 ス ル 事 項  
三  地 代 家 賃 統 制 令 及 貸 家 組 合 法 ノ 施 行 ニ 関 ス ル 事

項  
   四  庁 舎 ノ 営 繕 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 ２ ０ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 １ ４ ３ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 第 一 項 中「 振 興 係 」 ノ 次 ニ 「 選 挙 調 査 係 」ヲ 加 ヘ「 教

育 係 」 ヲ 削 ル  
同 条 中 経 済 課 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 戸 籍 課 ノ 項 ヲ 削 ル  
 教 育 戸 籍 課  
  教 育 係  

戸 籍 係  
第 八 条 中 総 務 課 事 務 分 掌 第 八 号 及 第 九 号 ヲ 削 リ 第 十 号 ヲ 第

八 号 ト シ 以 下 順 次 繰 上 ゲ 経 済 課 事 務 分 掌 第 二 号 中 「 及 企 業

整 備 」 ヲ 削 ル  
同 条 中 経 済 課 事 務 分 掌 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 戸 籍 課 事 務

分 掌 ノ 項 ヲ 削 ル  
 教 育 戸 籍 課  
  一  教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  神 社 及 宗 教 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  戸 籍 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  

五  身 分 印 鑑 恩 給 及 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事 項  
第 九 条 中 総 務 課 総 務 係 掌 理 事 項 第 五 号 、 第 六 号 及 第 八 号 ヲ

削 リ 第 七 号 ヲ 第 五 号 ト シ 第 九 号 ヲ 第 六 号 ト シ 以 下 順 次 繰 上

ゲ 同 課 振 興 係 掌 理 事 項 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 教 育 係 掌 理

事 項 ノ 項 ヲ 削 ル  
 選 挙 調 査 係  
  一  各 種 選 挙 及 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  官 報 及 公 報 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  統 計 及 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 経 済 課 産 業 係 掌 理 事 項 第 二 号 中 「 及 企 業 整 備 」 ヲ 削

リ 各 係 掌 理 事 項 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 戸 籍 課 各 係 掌 理 事



項 ノ 項 ヲ 削 ル  
教 育 戸 籍 課  

  教 育 係  
   一  教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  神 社 及 宗 教 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  戸 籍 係  
   一  戸 籍 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  

三  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 及 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事

項  
 
昭 和 ２ ０ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 １ ４ ４ 号  

東 京 都 区 役 所 支 所 規 程 中 改 正  
 
第 三 条 第 一 項 中「 振 興 係 」 ノ 次 ニ 「 選 挙 調 査 係 」ヲ 加 ヘ「 教

育 係 」 ヲ 削 ル  
同 条 中 経 済 課 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 戸 籍 課 ノ 項 ヲ 削 ル  
 教 育 戸 籍 課  
  教 育 係  
  戸 籍 係  
第 十 条 中 総 務 課 事 務 分 掌 第 七 号 及 第 八 号 ヲ 削 リ 第 九 号 ヲ 第

七 号 ト シ 以 下 順 次 繰 上 ゲ 経 済 課 事 務 分 掌 第 二 号 中 「 及 企 業

整 備 」 ヲ 削 ル  
同 条 中 経 済 課 事 務 分 掌 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 戸 籍 課 事 務

分 掌 ノ 項 ヲ 削 ル  
 教 育 戸 籍 課  
  一  教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  神 社 及 宗 教 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  戸 籍 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
  五  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 及 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事 項  
第 十 一 条 中 総 務 課 総 務 係 掌 理 事 項 第 五 号 乃 至 第 七 号 ヲ 削 リ

第 八 号 ヲ 第 五 号 ト シ 以 下 順 次 繰 上 ゲ 同 課 振 興 係 掌 理 事 項 ノ

項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 教 育 係 掌 理 事 項 ノ 項 ヲ 削 ル  



 選 挙 調 査 係  
  一  各 種 選 挙 及 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  官 報 及 公 報 ノ 報 告 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  統 計 及 調 査 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 経 済 課 産 業 係 掌 理 事 項 第 二 号 中 「 及 企 画 整 備 」 ヲ 削

リ 各 係 掌 理 事 項 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 戸 籍 課 各 係 掌 理 事

項 ノ 項 ヲ 削 ル  
 教 育 戸 籍 課  
  教 育 係  
   一  教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  神 社 及 宗 教 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  

戸 籍 係  
一  戸 籍 ニ 関 ス ル 事 項  

   二  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 及 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事

項  
 
昭 和 ２ １ 年 ３ 月 ３ ０ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 ５ ６ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 中 改 正  
 
第 一 条 総 務 課 ノ 部 中 「 総 務 係 」 ノ 次 ニ 「 会 計 係 」 ヲ 加 ヘ 同

課 ノ 部 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 財 務 課 ノ 部 ヲ 削 ル  
 税 務 課  
  国 税 係  
  都 税 係  
同 条 中 民 生 課 ノ 部 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
 民 生 課  
  社 会 係  
  衛 生 係  
  戸 籍 係  
同 条 中 同 課 ノ 部 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 教 育 戸 籍 課 ノ 部 ヲ 削 ル  
 教 育 課  
  学 事 係  
  社 会 教 育 係  



第 八 条 中 総 務 課 事 務 分 掌 第 十 号 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 第 十 一

号 ヲ 第 十 四 号 ト ス  
  十 一  予 算 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 二  会 計 及 用 度 ニ 関 ス ル 事 項  
  十 三  区 有 財 産 及 営 造 物 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 総 務 課 事 務 分 掌 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 財 務 課 事 務

分 掌 ノ 項 ヲ 削 ル  
 税 務 課  
  一  国 税 及 都 税 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  租 税 滞 納 処 分 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 民 生 課 事 務 分 掌 第 四 号 ヲ 削 リ 第 五 号 ヲ 第 四 号 ト シ 以

下 一 号 宛 順 次 繰 上 ゲ 第 六 号 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
  七  戸 籍 ニ 関 ス ル 事 項  
  八  身 分 印 鑑 恩 給 及 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事 項  
  九  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 民 生 課 事 務 分 掌 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
 教 育 課  

一  国 民 学 校 、 国 民 夜 学 校 、 青 年 学 校 及 幼 稚 園 ニ 関 ス

ル 事 項  
  二  国 民 学 校 、 青 年 学 校 及 幼 稚 園 ノ 営 繕 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  宗 教 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  社 会 教 化 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  

五  其 ノ 他 教 育 及 文 化 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 経 済 課 事 務 分 掌 ノ 第 三 号 以 下 ヲ 順 次 一 号 繰 下 ゲ 第 二

号 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 教 育 戸 籍 課 ノ 部 ヲ 削 ル  
  三  拓 殖 民 ニ 関 ス ル 事 項  
第 九 条 中 総 務 課 振 興 係 掌 理 事 項 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
  会 計 係  
   一  予 算 及 決 算 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  会 計 及 用 度 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  区 有 財 産 及 営 造 物 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  区 金 庫 ニ 関 ス ル 事 項  

 五  現 金 有 価 証 券 及 担 保 物 ノ 出 納 保 管 ニ 関 ス ル 事 項  
 六  庁 中 取 締 ニ 関 ス ル 事 項  

同 条 中 総 務 課 各 係 掌 理 事 項 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 財 務 課



各 係 掌 理 事 項 ノ 項 ヲ 削 ル  
 税 務 課  
  国 税 係  
   一  国 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  国 費 税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  国 税 ノ 滞 納 処 分 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  都 税 係  
   一  都 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  都 費 区 費 税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  都 税 ノ 滞 納 処 分 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  納 税 施 設 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 「 厚 生 係 」 ヲ 「 社 会 係 」 ニ 改 メ 同 係 掌 理 事 項 中 「 七  

拓 殖 民 ニ 関 ス ル 事 項 」 ヲ 「 七  軍 人 遺 族 、 復 員 者 並 ニ 同 胞

引 揚 者 ノ 生 業 援 護 ニ 関 ス ル 事 項 」 ニ 改 メ 援 護 係 掌 理 事 項 ノ

項 ヲ 削 リ 衛 生 係 掌 理 事 項 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
 戸 籍 係  
  一  戸 籍 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 及 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 民 生 課 各 係 掌 理 事 項 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
 教 育 課  
  学 事 係  

一  国 民 学 校 、 国 民 夜 学 校 、 青 年 学 校 及 幼 稚 園 ニ 関

ス ル 事 項  
二  国 民 学 校 、 青 年 学 校 、 幼 稚 園 ノ 営 繕 ニ 関 ス ル 事

項  
三  教 育 一 般 ニ 関 ス ル 事 項  

   四  他 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  社 会 教 育 係  
   一  教 化 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  社 会 教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  宗 教 及 文 化 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 経 済 課 産 業 係 ノ 掌 理 事 項 第 六 号 ノ 次 ニ 左 ノ 一 号 ヲ 加 ヘ

第 七 号 ヲ 第 八 号 ト シ 以 下 順 次 繰 下 グ  
 七  拓 殖 民 ニ 関 ス ル 事 項  



 
昭 和 ２ １ 年 ３ 月 ３ ０ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 ５ ７ 号  

東 京 都 区 役 所 支 所 規 程 中 改 正  
 
第 三 条 中 総 務 課 ノ 部 「 総 務 係 」 ノ 次 ニ 「 会 計 係 」 ヲ 加 ヘ 同

部 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 財 務 課 ノ 部 ヲ 削 ル  
 税 務 課  
  国 税 係  
  都 税 係  
同 条 中 民 生 課 ノ 部 ヲ 左 ノ 如 ク 改 ム  
 民 生 課  
  社 会 係  
  衛 生 係  
  戸 籍 係  
同 条 中 同 課 ノ 部 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 教 育 戸 籍 課 ノ 部 ヲ 削 ル  
 教 育 課  
  学 事 係  
  社 会 教 育 係  
第 十 条 総 務 課 事 務 分 掌 第 十 号 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 第 十 一 号

ヲ 第 十 三 号 ト シ 以 下 順 次 繰 下 グ  
 十 一  予 算 ニ 関 ス ル 事 項  
 十 二  会 計 及 用 度 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 総 務 課 事 務 分 掌 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 財 務 課 事 務

分 掌 ノ 項 ヲ 削 ル  
 税 務 課  
  一  国 税 及 都 税 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  租 税 滞 納 処 分 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 民 生 課 事 務 分 掌 第 三 号 ヲ 削 リ 第 四 号 ヲ 第 三 号 ト シ 以

下 順 次 繰 上 ゲ 第 六 号 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
 七  戸 籍 ニ 関 ス ル 事 項  
 八  身 分 、 印 鑑 、 恩 給 及 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事 項  
 九  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 同 課 事 務 分 掌 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
 教 育 課  



一  国 民 学 校 、 国 民 夜 学 校 、 青 年 学 校 及 幼 稚 園 ニ 関 ス

ル 事 項  
  二  宗 教 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  社 会 教 化 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  其 ノ 他 教 育 及 文 化 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 経 済 課 事 務 分 掌 第 三 号 以 下 ヲ 順 次 一 号 宛 繰 下 ゲ 第 二

号 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ 教 育 戸 籍 課 ノ 部 ヲ 削 ル  
 三  拓 殖 民 ニ 関 ス ル 事 項  
第 十 一 条  総 務 課 振 興 係 掌 理 事 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
 会 計 係  
  一  予 算 及 決 算 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  会 計 及 用 度 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  現 金 有 価 証 券 及 担 保 物 ノ 出 納 保 管 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  庁 中 取 締 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 同 課 各 係 掌 理 事 項 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
 税 務 課  
  国 税 係  
   一  国 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  国 費 税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  国 税 滞 納 処 分 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  都 税 係  
   一  都 税 ノ 賦 課 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  都 費 区 費 税 外 収 入 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  都 税 ノ 滞 納 処 分 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  納 税 施 設 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 「 厚 生 係 」 ヲ 「 社 会 係 」 ニ 改 メ 社 会 係 掌 理 事 項 第 七

号 ヲ 「 軍 人 遺 族 、 復 員 者 並 ニ 同 胞 引 揚 者 ノ 生 業 援 護 ニ 関 ス

ル 事 項 」 ニ 改 メ 援 護 係 掌 理 事 項 ノ 項 ヲ 削 リ 衛 生 係 掌 理 事 項

ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
 戸 籍 係  
  一  戸 籍 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  埋 火 葬 ノ 認 可 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  身 分 印 鑑 恩 給 及 扶 助 料 等 ノ 証 明 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 民 生 課 各 係 掌 理 事 項 ノ 項 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 フ  
 教 育 課  



学 事 係  
一  国 民 学 校 、 国 民 夜 学 校 、 青 年 学 校 及 幼 稚 園 ニ 関

ス ル 事 項  
   二  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  社 会 教 育 係  
   一  教 化 団 体 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  社 会 教 育 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  宗 教 及 文 化 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 経 済 課 産 業 係 掌 理 事 項 ノ 項 第 六 号 ノ 次 ニ 左 ノ 如 ク 加 ヘ

第 七 号 ヲ 第 八 号 ト ス  
 七  拓 殖 民 ニ 関 ス ル 事 項  
 
昭 和 ２ １ 年 ５ 月 ９ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 １ ０ ７ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 及 び 東 京 都 区 役 所 支 所 規 程 中 改 正  
 
第 一 条  東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 中 左 の 通 り 改 正 す る 。  
 第 八 条 中 民 生 課 事 務 分 掌 第 五 号 を 削 り 、 第 六 号 を 第 五 号

と し 以 下 順 次 繰 上 げ る 。  
 第 九 条 中 税 務 課 国 税 係 掌 理 事 項 を 左 の や う に 改 め る 。  
  一  国 税 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
同 条 中 民 生 課 衛 生 係 掌 理 事 項 第 一 号 中 「 清 掃 」 を 削 る 。  
第 二 条  東 京 都 区 役 所 支 所 規 程 中 左 の 通 り 改 正 す る 。  
 第 十 条 中 民 生 課 事 務 分 掌 第 五 号 を 削 り 、 第 六 号 を 第 五 号

と し 以 下 順 次 繰 り 上 げ る 。  
 第 十 一 条 税 務 課 国 税 係 掌 理 事 項 を 左 の や う に 改 め る 。  
   一  国 税 ノ 徴 収 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
 同 条 中 民 生 課 衛 生 係 掌 理 事 項 第 一 号 中 「 清 掃 」 を 削 る 。  
 
昭 和 ２ １ 年 ６ 月 １ ９ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 １ ４ ３ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 及 び 東 京 都 区 役 所 支 所 規 程 中 改 正  
 
第 一 条  東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 の 一 部 を 次 の や う に 改 正 す



る 。  
 第 一 条 第 一 項 民 生 課 の 部 中 「 衛 生 係 」 を 削 り 、 同 課 の 部

の 次 に 左 の や う に 加 へ る 。  
 衛 生 課  
  衛 生 係  
  防 疫 係  
 第 八 条 中 民 生 課 事 務 分 掌 事 項 第 二 号 を 次 の や う に 改 め 、

第 三 号 乃 至 第 六 号 を 削 り 、 第 七 号 を 第 三 号 と し 、 以 下 順

次 繰 上 げ る 。  
  二  援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
 同 条 中 民 生 課 の 部 の 次 に 左 の や う に 加 へ る 。  
 衛 生 課  
  一  健 康 増 進 及 体 力 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  保 健 衛 生 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  医 務 及 薬 務 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  防 疫 ニ 関 ス ル 事 項  
第 九 条 中 民 生 課 社 会 係 掌 理 事 項 第 一 号 中 「（ 医 療 救 護 ヲ 除

ク ）」及 び 第 五 号 並 び に 第 六 号 を 削 り 、第 七 号 を 次 の や う に

改 め 、 第 八 号 を 第 六 号 と す る 。  
 五  同 胞 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
同 条 中 同 課 衛 生 係 の 項 を 削 り 、 戸 籍 係 の 掌 理 事 項 の 次 に 左

の や う に 加 へ る 。  
衛 生 課  

  衛 生 係  
   一  区 民 ノ 健 康 増 進 及 体 力 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  保 険 及 衛 生 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  医 務 及 薬 務 ニ 関 ス ル 事 項  

  四  疾 病 予 防 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  監 察 医 務 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  保 健 所 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  

 防 疫 係  
   一  伝 染 病 予 防 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  鼠 族 昆 虫 等 ノ 駆 除 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  其 ノ 他 防 疫 ニ 関 ス ル 事 項  
第 二 条  東 京 都 区 役 所 支 所 規 程 の 一 部 を 次 の や う に 改 正 す



る 。  
 第 三 条 第 一 項 民 生 課 の 部 中 「 衛 生 係 」 を 削 り 、 同 課 の 部

の 次 に 左 の や う に 加 へ る 。  
 衛 生 課  
  衛 生 係  
  防 疫 係  
 第 十 条 中 民 生 課 事 務 分 掌 第 二 号 を 次 の や う に 改 め 、 第 三

号 乃 至 第 六 号 を 削 り 、 第 七 号 を 第 三 号 と し 以 下 順 次 繰 上

げ る 。  
  二  援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
 同 条 中 民 生 課 の 部 の 次 に 左 の や う に 加 へ る 。  
 衛 生 課  
  一  健 康 増 進 及 体 力 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
  二  保 健 衛 生 ニ 関 ス ル 事 項  
  三  医 務 及 薬 務 ニ 関 ス ル 事 項  
  四  防 疫 ニ 関 ス ル 事 項  
 第 十 一 条 中 民 生 課 社 会 係 掌 理 事 項 第 一 号 中「（ 医 療 救 護 ヲ

除 ク ）」及 び 第 五 号 並 び に 第 六 号 を 削 り 、第 七 号 を 次 の や

う に 改 め 、 第 八 号 を 第 六 号 と す る 。  
   五  同 胞 援 護 ニ 関 ス ル 事 項  
 同 条 中 同 課 衛 生 係 の 項 を 削 り 、 戸 籍 係 の 掌 理 事 項 の 次 に

左 の や う に 加 へ る 。  
 衛 生 課  
  衛 生 係  
   一  区 民 ノ 健 康 増 進 及 体 力 管 理 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  保 健 及 衛 生 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  医 務 及 薬 務 ニ 関 ス ル 事 項  
   四  疾 病 予 防 ニ 関 ス ル 事 項  
   五  監 察 医 務 ニ 関 ス ル 事 項  
   六  保 健 所 ニ 関 ス ル 事 項  
   七  他 ノ 係 ニ 属 セ ザ ル 事 項  
  防 疫 係  
   一  伝 染 病 予 防 ニ 関 ス ル 事 項  
   二  鼠 族 昆 虫 等 ノ 駆 除 ニ 関 ス ル 事 項  
   三  其 ノ 他 防 疫 ニ 関 ス ル 事 項  
 



昭 和 ２ １ 年 ８ 月 １ 日  

東 京 都 訓 令 甲 第 １ ７ ８ 号  

東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 及 び 東 京 都 区 役 所 支 所 規 程 中 改 正  
 
第 一 条  東 京 都 区 役 所 処 務 規 程 の 一 部 を 、 次 の や う に 改 正

す る 。  
第 九 条 中 衛 生 課 衛 生 係 掌 理 事 項 第 六 号 を 次 の や う に 改

め る 。  
 六  保 健 所 ノ 事 業 ニ 関 連 ス ル 事 項  
第 二 条  東 京 都 区 役 所 支 所 規 程 の 一 部 を 、 次 の や う に 改 正

す る 。  
 第 十 一 条 中 衛 生 課 衛 生 係 掌 理 事 項 第 六 号 を 次 の や う に 改

め る 。  
 六  保 健 所 ノ 事 業 ニ 関 連 ス ル 事 項  
 



補遺 区役所派出所処務規程・区役所支所出張所規程 

 

 

 
沿革 

 
昭和７年１０月１日（東京市訓令甲第５２号） 
昭和１５年５月１３日（東京市訓令甲第４８号） 
昭和１５年１０月５日（東京市訓令甲第１２２号） 
昭和１７年４月１日（東京市訓令甲第２１号） 
昭和１８年７月１日（東京都訓令甲第１７号） 
昭和１９年４月２７日（東京都訓令甲第９３号） 
昭和２０年９月２５日（東京都訓令甲第１２５号） 
昭和２０年１０月２９日（東京都訓令甲第１４５号） 
昭和２１年３月３０日（東京都訓令甲第５８号） 
 
 
 

 
 

昭和７年１０月１日（東京市訓令甲第５２号） 
区役所派出所処務規程を定める。 
 
      区役所派出所処務規程 
第一条 区役所派出所ニ区主事、区書記、雇員其ノ他ノ職員ヲ置ク但シ区主事ハ之ヲ

置カサルコトアルヘシ 
第二条 所長ハ区主事又ハ区書記ヲ以テ之ニ充テ区長ノ申請ニ依リ市長之ヲ命ス区長

ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス 
第三条 派出所ニ左ノ係ヲ置ク 
  庶務係 
  戸籍係 
  衛生係 
 係ニ主任ヲ置キ区長之ヲ命ス 
第四条 各係事務分掌ノ概目左ノ如シ 
  庶務係 
 一 職印ノ管守ニ関スル事項 



 一 文書ノ受理、取次、発送ニ関スル事項 
 一 恤救及精神病者看護ニ関スル事項 
 一 災害及漂流物ニ関スル事項 
 一 各町会ノ連絡ニ関スル事項 
 一 船車ノ鑑札烙印ニ関スル事項 
 一 納税ニ関スル事項 
 一 庁中取締ニ関スル事項 
 一 宿直ニ関スル事項 
 一 区役所事務ノ斡旋ニ関スル事項 
 一 他ノ係ニ属セサル事項 
  戸籍係 
 一 戸籍ニ関スル事項 
 一 埋葬認可ニ関スル事項 
 一 印鑑ニ関スル事項 
 一 寄留ニ関スル事項 
  衛生係 
 一 伝染病予防及消毒ニ関スル事項 
 一 清潔方法施行ニ関スル事項 
 一 汚物掃除ニ関スル事項 
 一 衛生組合ノ連絡ニ関スル事項 
第五条 区長ハ市長ノ承認ヲ承ケ前条以外ニ必要ナル事項ヲ加ヘ又ハ係若ハ事項ノ一

部ヲ削除スルコトヲ得 
第六条 前各条ノ外区役所処務規程ヲ準用ス 
 
 
昭和１５年５月１３日（東京市訓令甲第４８号） 
区役所派出所処務規程中改正 
 
第三条中「衛生係」ヲ「厚生係」ニ改ム 
第四条中庶務係事務分掌中「一恤救及精神病者監護ニ関スル事項」ヲ削リ「衛生係」

以下ヲ左ノ如ク改ム 
厚生係 
 一 恤救及精神病者監護ニ関スル事項 
 一 伝染病予防及消毒ニ関スル事項 
 一 軍事援護相談ニ関スル事項 



昭和１５年１０月５日（東京市訓令甲第１２２号） 
区役所処派出所処務規程中改正 
 
「区役所派出所処務規程」ヲ「東京市区役所派出所処務規程」ニ改ム 
第四条庶務係事務分掌概目中「一 船車ノ鑑札烙印ニ関スル事項」ヲ「一 舟、車及

犬ノ鑑札ニ関スル事項」ニ改ム 
第六条中「区役所」ノ上ニ「東京市」ヲ加フ 
 
 
昭和１７年４月１日（東京市訓令甲第２１号） 
東京市区役所派出所処務規程中改正 
 
第四条中庶務係事務分掌「一 各町会ノ連絡ニ関スル事項」ノ次ニ「一 学齢児童及

青年学校義務就学者ノ就学ニ関スル事項」及「一 日用品ノ配給ニ関スル事項」ヲ加

フ 
同条中戸籍係事務分掌ニ「一 兵事ニ関スル願届出ノ受理、通達文書ノ交付及兵籍ノ

異動ニ関スル事項」及「一 各種選挙資格及陪審員候補者資格ノ調査ニ関スル事項」

ヲ加フ 
同条中厚生係事務分掌ヲ左ノ如ク改ム 
厚生係 
 一 軍事扶助、軍事援護相談其ノ他軍事援護ニ関スル事項 
 一 恤救及精神病者監護ニ関スル事項 
 一 少年救護法及児童虐待防止ニ関スル事項 
 一 移住民ニ関スル事項 
 一 伝染病ノ予防及消毒並ニ結核ノ予防ニ関スル事項 
 一 種痘ニ関スル事項 
 一 国民体力管理及体位向上ニ関スル事項 
 
 
昭和１８年７月１日（東京都訓令甲第１７号） 
東京都区役所派出所処務規程制定 
 
    東京都区役所派出所処務規程 
第一条 東京都区役所派出所ニ左ノ職員ヲ置ク 
 所長 
 主事 



 主事補 
 前項ノ外必要ナル職員ヲ置クコトヲ得 
第二条 所長ハ主事ヲ以テ之ニ充ツ区長之ヲ命ス所長ハ区長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ

所属職員ヲ指揮監督ス 
 職員ハ所長ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス 
第三条 派出所ニ左ノ係ヲ置キ各係ニ係長ヲ置ク 
 庶務係 
 戸籍係 
 厚生係 
 係長ハ区長之ヲ命免ス 
第四条 各係事務分掌ノ概目左ノ如シ 
 庶務係 
  一 職印ノ管守ニ関スル事項 
  二 文書ノ受理、取次及発送ニ関スル事項 
  三 災害及漂流物ニ関スル事項 
  四 各町会ノ連絡ニ関スル事項 
  五 学齢児童及青年学校義務就学者ノ就学ニ関スル事項 
  六 日用品ノ配給ニ関スル事項 
  七 船、車及犬ノ鑑札ニ関スル事項 
  八 納税ニ関スル事項 
  九 庁中取締ニ関スル事項 
  十 宿直ニ関スル事項 
  十一 区役所事務ノ斡旋ニ関スル事項 
  十二 他ノ係ニ属セサル事項 
 戸籍係 
  一 戸籍ニ関スル事項 
  二 埋葬認可ニ関スル事項 
  三 印鑑ニ関スル事項 
  四 寄留ニ関スル事項 
  五 兵事ニ関スル願届出ノ受理、通達文書ノ交付及兵籍ノ異動ニ関スル事項 
  六 各種選挙資格及陪審員候補者資格ノ調査ニ関スル事項 
 厚生係 
  一 軍事扶助、軍事援護相談其ノ他軍事援護ニ関スル事項 
  二 恤救及精神病者監護ニ関スル事項 
  三 少年救護及児童虐待防止ニ関スル事項 
  四 移住民ニ関スル事項 



  五 伝染病ノ予防及消毒並ニ結核ノ予防ニ関スル事項 
  六 種痘ニ関スル事項 
  七 国民体力管理及体力増強ニ関スル事項 
第五条 区長ハ都次長ノ承認ヲ承ケ係又ハ其ノ分掌事項ヲ変更スルコトヲ得 
第六条 本規程ニ定ムルモノヲ除クノ外東京都区役所処務規程ヲ準用ス 
 
 
昭和１９年４月２７日（東京都訓令甲第９３号） 
東京都区役所派出所処務規程を東京都区役所支所出張所規程と改める。 
 
    東京都区役所支所出張所規程 
第一条 区長又ハ支所長ノ事務ヲ分掌セシムル為区役所又ハ支所出張所ヲ置クコトヲ

得 
 其ノ位置、名称及管轄区域ハ別ニ之ヲ定ム 
第二条 出張所ニ左ノ職員ヲ置ク 
 主事 
 属 
 技手 
 主事補 
 産業技手 
 前項ノ外必要ナル職員ヲ置クコトヲ得 
第三条 出張所ニ所長ヲ置キ主事ヲ以テ之ニ充テ区長之ヲ命ズ 
 所長ハ区長又ハ支所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス 
第四条 出張所ニ左ノ係ヲ置ク 
 庶務係 
 戸籍係 
 戦時生活係 
第五条 各係ニ係長ヲ置キ区長又ハ支所長之ヲ命ス 
 係長ハ所長ノ命ヲ承ケ係ノ事務ヲ分掌ス 
第六条 所長不在ノトキハ庶務係長其ノ事務ヲ代決ス 
第七条 各係ノ事務分掌ノ概目左ノ如シ 
 庶務係 
  一 職印ノ管守及文書ノ受理、発送ニ関スル事項 
  二 雇傭員ノ身分及進退ニ関スル事項 
  三 選挙人名簿ノ調製及各種統計、調査ニ関スル事項 
  四 町会及隣組ノ指導監督ニ関スル事項 



  五 貯蓄奨励及国債、戦時債権ノ消化促進ニ関スル事項 
  六 神社及宗教ニ関スル事項 
  七 学齢簿及就学奨励ニ関スル事項 
  八 船、犬及自転車ノ鑑札並ニ納税ニ関スル事項 
  九 災害及漂流物ニ関スル事項 
  十 疎開ノ相談及奨励金交付ニ関スル事項 
  十一 空家届及建築物ノ利用統制ニ関スル事項 
  十二 防空資材ノ配給及防空設備資材ノ整備ニ関スル事項 
  十三 宿直ニ関スル事項 
  十四 区役所、支所事務ノ連絡斡旋ニ関スル事項 
  十五 他ノ係ニ属セサル事項 
 戸籍係 
  一 戸籍及寄留ニ関スル事項 
  二 埋火葬ノ認可ニ関スル事項 
  三 印鑑ニ関スル事項 
  四 改氏名ニ関スル事項 
  五 兵事ニ関スル届出ノ受理、通達文書ノ交付及兵籍ノ異動ニ関スル事項 
  六 陪審員候補者資格ノ調査ニ関スル事項 
 戦時生活係 
  一 物資ノ配給ニ関スル事項 
  二 衣料切符ニ関スル事項 
  三 空閑地利用奨励其ノ他増産奨励ニ関スル事項 
  四 応召中小商工業者生業援護ノ連絡ニ関スル事項 
  五 軍事扶助、軍事援護相談其ノ他軍事援護ニ関スル事項 
  六 国民徴用扶助並ニ援護ニ関スル事項 
  七 恤救及精神病者監護ニ関スル事項 
  八 少年救護及児童虐待防止ニ関スル事項 
  九 拓殖民ニ関スル事項 
  十 伝染病ノ予防及消毒並ニ結核ノ予防ニ関スル事項 
  十一 種痘ニ関スル事項 
  十二 国民体力管理及体力増強ニ関スル事項 
  十三 妊産婦手帳ニ関スル事項 
第八条 所長ハ区長又ハ支所長ノ承認ヲ受ケ係又ハ其ノ分掌事務ヲ変更スルコトヲ得 
第九条 本規程ニ定ムルモノヲ除クノ外東京都区役所処務規程ヲ準用ス 
 



昭和２０年９月２５日（東京都訓令甲第１２５号） 
区役所支所出張所規程中改正 
 
第四条中「戸籍係」ノ次ニ「民生係」ヲ加ヘ「戦時生活係」ヲ削ル 
第七条中庶務係事務分掌第五号ヲ左ノ如ク改メ第十号乃至第十二号ヲ削リ第十三号ヲ

第十号トシ以下三号宛繰上グ 
五 貯蓄奨励及国債債権ノ消化促進ニ関スル事項 
同条中戸籍係掌理事項第五号ヲ削リ第六号ヲ第五号トシ同係掌理事項ノ項ノ次ニ左ノ

如ク加ヘ戦時生活係掌理事項ノ項ヲ削ル 
民生係 
 一 物資ノ配給ニ関スル事項 
 二 空閑地利用奨励其ノ他増産奨励ニ関スル事項 
 三 援護、救護、扶助及保護ニ関スル事項 
 四 精神病者及行旅病死亡人ニ関スル事項 
 五 少年救護及児童虐待防止ニ関スル事項 
 六 拓殖民ニ関スル事項 
 七 保健、衛生ニ関スル事項 
 八 体力増強及管理ニ関スル事項 
 
 
昭和２０年１０月２９日（東京都訓令甲第１４５号） 
東京都区役所支所出張所規程中改正 
 
第四条中「庶務係」ノ次ニ「教育戸籍係」ヲ加ヘ「戸籍係」ヲ削ル 
第七条中庶務係事務分掌中第七号ヲ削リ第八号ヲ第七号トシ以下順次繰上グ 
同条中庶務係事務分掌ノ項ノ次ニ左ノ如ク加ヘ戸籍係事務分掌ノ項ヲ削ル 
 教育戸籍係 
  一 学齢簿及就学奨励ニ関スル事項 
  二 戸籍ニ関スル事項 
  三 埋火葬ノ認可ニ関スル事項 
  四 印鑑ニ関スル事項 
  五 改氏名ニ関スル事項 
  六 陪審員候補者資格ノ調査ニ関スル事項 
 
 



昭和２１年３月３０日（東京都訓令甲第５８号） 
東京都区役所支所出張所規程中改正 
 
第四条中「庶務係」ノ次ニ「戸籍係」ヲ加ヘ「教育戸籍係」ヲ削ル 
第七条中庶務係事務分掌第六号ノ次ニ左ノ如ク加ヘ第七号ヲ第八号トシ以下順次繰下

グ 
 七 学齢簿及就学奨励ニ関スル事項 
同条中庶務係事務分掌ノ項ノ次ニ左ノ如ク加ヘ教育戸籍係事務分掌ノ項ヲ削ル 
 戸籍係 
  一 戸籍ニ関スル事項 
  二 埋火葬ノ認可ニ関スル事項 
  三 印鑑ニ関スル事項 
  四 改名ニ関スル事項 
  五 陪審員候補者資格調査ニ関スル事項 
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